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1
二
つ
の
新
興
王
朝
の
支
配
1

久

保

一

之

㏄
〔
要
約
】
　
一
六
世
紀
初
頭
の
激
動
期
、
東
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
最
大
級
の
都
市
ヘ
ラ
ー
ト
は
、
相
次
い
で
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
支
配

を
受
け
た
。
こ
の
二
つ
の
王
朝
は
、
創
設
期
に
お
い
て
類
似
す
る
国
家
構
造
を
維
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
e
各
々
の
支
配
開
始
時
の
情
況
と
口
そ

の
前
後
を
通
じ
て
の
ヘ
ラ
ー
ト
の
主
要
な
有
力
者
達
の
動
向
、
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
違
い
は
童
謡
と
な
る
。
前
者
は
大
都
市
ヘ
ラ
ー
ト

の
憲
を
吸
収
す
る
こ
と
に
専
心
し
て
住
民
を
圧
迫
す
る
が
、
後
者
は
、
宗
教
上
の
問
題
を
投
げ
掛
け
る
一
方
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
主
要
な
有
力
者
達
の
地
位
や

動
向
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
の
事
態
に
関
わ
る
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
内
部
の
人
々
は
多
様
で
あ
り
、
共
通
す
る
方
針
は
見
出
し
難
い
。
シ
ャ
イ
バ

ー
ン
朝
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
共
通
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
定
住
民
社
会
の
幾
重
で
宮
廷
内
に
地
位
を
得
た
文
官
達
の
権
限
が
看
過
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
一
巻
一
号
　
一
九
八
八
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
六
世
紀
初
頭
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
は
激
動
の
時
代
を
迎
え
た
。
東
方
で
は
、
遊
牧
ウ
ズ
ベ
ク
族
の
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
（
一
五
〇
〇
一
一
五
九

九
）
と
シ
ー
ア
派
教
団
か
ら
起
っ
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
（
一
五
〇
一
i
一
七
二
二
）
が
新
た
な
局
面
を
現
出
し
た
。
こ
の
二
つ
の
王
朝
は
、
一
五
一

○
年
メ
ル
ヴ
近
郊
で
会
戦
し
、
翌
一
五
一
一
年
に
は
ア
ム
河
を
国
境
と
定
め
る
。
以
後
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
軍
が
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
藍
鼠
の
東
方
の

領
土
を
頻
繁
に
侵
攻
す
る
が
、
安
定
し
た
政
権
を
確
立
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
ウ
ズ
ベ
ク
族
は
一
九
世
紀
後
半
ま
で
マ
ー
・
ワ

ラ
ー
ン
・
ナ
フ
ル
を
支
配
し
て
民
族
社
会
を
形
成
し
、
イ
ラ
ン
で
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
時
代
に
一
ニ
イ
マ
ー
ム
派
シ
ー
ア
主
義
が
浸
透
し
て
い
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つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
各
六
ウ
ズ
ベ
ク
族
と
ト
ル
コ
マ
ン
系
諸
部
族
の
軍
事
力
を
背
景
に
勃
興
し
た
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
、
創
設
期
に
お
け
る

大
ま
か
な
国
家
構
造
は
、
支
配
・
被
支
配
の
関
係
に
よ
る
「
ト
ル
コ
系
遊
牧
軍
事
集
団
」
と
土
着
定
住
民
の
結
舎
で
あ
り
、
こ
の
点
に
限
っ
て

書
え
ぱ
、
　
一
六
世
紀
初
頭
に
滅
亡
し
た
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
や
ア
ク
・
コ
ユ
ン
ル
朝
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
の
は
不
明
瞭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り

な
支
配
体
制
に
過
ぎ
ず
、
定
住
民
支
配
の
実
態
を
明
確
に
把
握
し
た
上
で
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
及
び
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
三
朝
の
政
権
確
立
の
周
時
代
的

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
意
義
を
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
一
六
世
紀
初
頭
の
東
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
変
動
を
正
確
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
「
詩

評
意
識
」
や
「
ス
ン
ナ
派
と
シ
ー
ア
派
の
対
立
」
と
い
っ
た
遡
求
的
な
問
題
意
識
を
一
旦
排
除
し
た
上
で
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

一
朝
の
創
設
期
に
お
け
る
定
住
民
支
配
の
実
態
、
及
び
両
老
の
違
い
、
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定
住
民
支
配
と
は
オ
ア
シ
ス
支

配
・
都
市
支
配
に
他
な
ら
な
い
。
非
常
に
近
い
時
期
に
、
こ
の
二
つ
の
新
興
王
朝
の
支
配
を
受
け
た
同
一
都
市
の
事
例
は
、
比
較
考
察
の
た
め

の
貴
重
な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
中
心
都
市
ヘ
ラ
ー
ト
で
あ
る
。

　
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
最
後
の
英
主
ω
三
萄
p
弧
器
p
団
昌
冨
ぱ
湯
（
在
位
一
四
七
〇
一
一
五
〇
六
）
の
治
世
、
首
都
と
し
て
、
ま
た
文
化
都
市
と
し
て
繁

栄
を
極
め
た
ヘ
ラ
ー
ト
は
、
　
一
五
〇
七
年
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
創
設
者
似
ρ
嘱
σ
助
疑
蔵
ぎ
（
在
位
一
五
〇
〇
i
一
五
一
〇
）
、
次
い
で
一
五
一
〇
年

に
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
…
朝
の
創
設
者
ω
夢
H
ω
B
騨
．
昌
（
在
位
一
五
〇
一
一
一
五
二
四
）
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
る
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
の
ヘ
ラ
ー
ト
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

関
す
る
研
究
は
豊
富
で
あ
る
が
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
滅
亡
後
、
即
ち
政
治
的
混
乱
の
中
で
衰
退
へ
と
向
か
う
時
代
の
ヘ
ラ
ー
ト
が
研
究
者
に
注
團

さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
二
つ
の
新
興
王
朝
各
々
の
支
配
開
始
時
に
如
何
な
る
情
況
が
生
じ
て
い
た
の
か
、
政
権
交
代
が

住
民
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
那
辺
に
認
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
何
ら
か
の
解
答
を
得
る
た
め
、
G
∩
ρ
図
σ
9
1
自
涜
9
及
び
ω
夢
H
ω
ヨ
似
、
ロ
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
の
情
況
を
明
ら
か
に
す

る
と
共
に
、
そ
の
前
後
を
通
じ
て
の
住
民
の
動
向
や
、
君
主
及
び
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
女
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
ま
た
、
そ
の

際
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
；
朝
の
ヘ
ラ
ー
ト
支
配
の
在
り
方
の
、
共
通
点
と
相
違
点
を
確
認
し
て
、
葉
肉
の
特
色
を
よ
り
明
瞭
に
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し
た
い
と
考
え
る
。
勿
論
、
本
稿
の
目
的
は
筆
者
な
り
の
観
点
か
ら
ヘ
ラ
ー
干
の
事
例
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
王
朝
そ
れ
自
体
の
性
格
に

ま
で
言
及
七
よ
う
と
い
う
試
み
で
は
な
い
こ
と
を
予
め
諒
承
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
尚
、
本
稿
で
利
用
し
た
主
要
史
料
の
略
称
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て

　
這
3
§
陵
§
、
》
づ
。
昌
団
ヨ
”
目
9
、
嘆
愚
嵐
の
き
掛
§
漸
ミ
死
恥
ミ
解
き
嫡
（
仮
題
）
”
日
。
。
・
じ
ご
困
一
己
。
。
け
い
び
H
g
q
O
同
・
ω
漣
○
。
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
」
W
勘
O
窪
黛
、
　
N
ρ
げ
同
N
　
騨
一
1
∪
剛
謬
　
自
蝦
骨
㊤
ヨ
白
餌
α
　
切
四
げ
信
び
　
b
u
9
1
窃
ま
臓
一
蕊
割
ミ
8
騎
M
Φ
山
噂
　
跨
●
ω
。
　
切
Φ
＜
Φ
同
一
口
σ
q
①
リ
ピ
O
鵠
伽
O
づ
り
　
H
㊤
O
㎝
。

　
切
騎
亀
勲
り
蝋
．
、
　
N
㊤
《
口
ρ
一
－
U
田
図
試
ρ
ザ
ヨ
ロ
創
〈
『
帥
風
色
》
気
象
駄
9
1
、
画
轟
＆
㍗
薄
＆
織
勘
．
軌
、
u
Φ
α
．
〉
●
訟
．
ゆ
O
旨
戸
ぴ
も
Φ
¢
ご
噌
b
5
〈
O
一
ω
ご
」
≦
0
9
〈
切
p
δ
℃
H
り
①
H
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
嘗
守
噛
い
。
。
　
畑
詞
く
9
1
旨
α
餌
巳
剛
お
　
煽
＆
ぴ
画
ぴ
　
9
㍗
い
受
9
3
　
①
伽
●
霞
自
廿
9
ヨ
巴
P
ρ
α
　
U
㊤
び
剛
H
　
O
D
一
団
似
の
圃
℃
H
＜
℃
日
①
財
壇
㊤
肖
暫
H
Q
◎
q
◎
ω
。

　
冒
§
恥
、
諺
ヨ
冒
蜜
帥
廿
ヨ
薗
α
び
・
跨
5
受
診
≦
帥
ロ
α
ρ
8
同
♪
智
9
薦
男
山
§
早
早
娠
悪
　
誉
§
画
、
旨
き
＆
娠
臨
月
§
§
駐
特
（
仮
題
）
”
ヨ
ω
．
b
σ
菖
訟
ω
げ

　
　
　
】
U
一
び
壇
ρ
H
蜜
O
H
・
b
◎
Φ
○
◎
⑩
・

　
さ
職
象
神
む
帖
唖
、
　
ω
ρ
嘱
団
一
α
　
掴
㊤
o
◎
勲
昌
　
冥
一
ゆ
9
1
困
同
　
切
儲
聲
面
目
同
℃
さ
職
象
袖
赴
画
唖
乱
鼠
賢
守
身
銭
　
白
。
α
．
】
W
同
一
菖
ω
げ
一
「
一
げ
困
ρ
同
団
○
磐
　
H
困
］
．
α
H
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
さ
．
§
画
醤
軸
醤
㌦
　
ρ
帥
α
矧
翼
口
H
　
諺
＝
四
げ
　
ω
燭
撫
げ
僧
触
斜
　
ミ
騎
、
9
ー
ミ
切
戸
㍗
さ
り
§
帖
蕊
噛
謬
り
Φ
畠
●
切
餅
ご
　
ω
P
団
団
一
儲
　
諺
ザ
巳
騨
山
鳩
押
　
8
Φ
財
壇
9
⇔
噸
H
ω
『
q
謄

　　

g
§
一
葦
、
　
冨
騨
、
諺
旨
趣
副
賭
ρ
≦
節
、
押
§
ミ
傍
ミ
ー
宅
§
、
傍
”
葺
・
ω
⊆
犀
9
一
昌
窯
¢
ザ
ρ
ヨ
ヨ
ρ
α
男
臼
＃
昌
踏
P
H
似
嵩
侮
畑
騨
吋
剛
白
趣
薗
げ
鼠
鐸
ザ
ρ
臼
一

　
　
　
ヨ
騨
α
ρ
ρ
N
薯
圃
コ
岡
噂
O
儀
●
、
〉
．
目
》
切
ぴ
籍
ρ
同
掴
一
犀
筥
ρ
戸
　
8
0
口
同
ρ
昌
℃
H
ω
b
σ
G
Q
．

　
　
肉
験
鰍
画
“
0
1
、
　
鍔
騨
N
9
1
　
冨
¢
ゲ
P
露
白
ρ
伽
　
輯
㊤
団
α
勲
肖
∪
償
ひ
》
一
帥
計
　
↓
9
一
鳩
軸
転
移
葡
＆
鰍
8
1
翫
0
8
舶
露
ω
・
］
…
W
ほ
賦
ω
げ
】
い
一
び
同
騨
H
団
〉
「
鳥
α
●
b
⊃
画
O
Φ
O
。

　
　
　
笥
禽
ミ
ミ
国
…
瓜
§
肉
薦
§
壽
§
唖
恥
軌
§
”
鉾
．
団
．
U
．
切
。
。
。
。
・
”
③
9
客
寓
一
ρ
。
。
博
い
。
巳
曾
仏
。
。
⑩
9

　
　
　
陶
轟
ミ
ミ
。
っ
”
ρ
ω
巴
。
已
き
p
、
、
翼
①
器
卑
語
吾
§
σ
q
窪
9
ω
房
馨
ぎ
9
コ
鍔
ロ
ω
。
ロ
ヨ
ω
、
、
讐
ミ
ミ
§
恥
窃
盗
蝋
ミ
遣
§
口
回
×
山
（
H
G
。
。
。
『
）
》

　
　
　
　
　
ω
卜
3
ω
一
ω
Q
O
O
。

　
　
葡
象
き
戚
ミ
、
鼠
に
、
営
鎗
－
U
H
自
宅
仁
廿
㊤
日
塁
餌
α
N
ρ
B
警
H
跳
践
昌
肉
＆
き
蟻
ミ
ミ
く
割
蕊
蕊
9
1
縣
喬
誘
き
肋
ミ
ミ
冒
織
§
ミ
蔑
ミ
勲
噸
Φ
α
・
ω
ゆ
図
覧
α

　
　
　
冨
口
げ
ρ
ヨ
ヨ
ρ
α
　
H
（
9
－
N
一
b
P
　
H
ヨ
鋤
ヨ
　
　
H
　
　
6
①
げ
H
缶
郎
　
　
H
ω
ω
◎
○
・

　
　
　
　
　
　
吟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂
　
　
　
　
噂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匂
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貯
ミ
雪
憎
㊤
禽
〉
一
団
げ
9
口
欝
ぴ
一
げ
鋤
。
儲
ロ
蕊
露
寒
ミ
か
ミ
山
§
匙
謁
画
①
9
嵐
¢
拶
誘
き
臼
帥
自
．
〉
一
同
鼻
口
三
岡
ザ
甘
ρ
門
㊦
げ
琶
P
日
Q
◎
8
●

『
ミ
ミ
町
。
。
帥
ヨ
鼠
習
鼠
留
碑
≦
押
目
蔑
ミ
や
鷺
皆
§
自
記
齢
幻
爵
コ
白
む
貯
類
＝
日
身
震
国
ρ
霞
昌
噛
同
魯
養
p
H
白
鳳

§
ミ
ミ
㍉
．
｝
巳
と
団
げ
σ
●
言
魯
ρ
寒
露
巴
σ
軍
、
と
目
窯
帥
賃
巴
易
易
寒
ミ
ミ
翁
、
－
壽
攣
（
勾
さ
σ
・
野
箕
○
誹
沖
O
。
・
こ
ミ
鴨
ミ
ミ
い
く
H
H
押
三
。
。
【
6
p

　
H
鶏
G
。
”
お
O
占
＆
）
’

①
　
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
…
朝
初
期
の
軍
隊
（
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ
ュ
軍
）
が
主
に
ト
ル
コ
マ

　
ソ
系
部
族
諸
集
団
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
羽
田
正
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

　
一
朝
の
成
立
」
『
東
洋
史
研
究
』
三
七
－
二
（
一
九
七
八
）
、
二
六
－
三
九
参
照
の

　
こ
と
。

②
　
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
に
関
す
る
ロ
シ
ア
・
ソ
連
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
員
」
○
●

　
》
℃
碧
。
潮
曾
k
黛
、
ミ
ミ
k
黛
ミ
鳶
ミ
o
q
ミ
＆
＆
職
恥
ミ
ミ
臭
。
ミ
鋤
・
ミ
ミ
。
賊
ミ
ミ
。
、
k
？

　
竜
鳥
§
ミ
、
三
〇
〇
剛
6
斜
一
㊤
Q
。
一
参
照
の
こ
と
。
　
竃
．
団
凸
ω
口
σ
8
冒
ざ
．
、
〉
訴
9
鼠

　
勺
。
一
一
賦
。
ω
貯
団
錠
藁
δ
夢
O
o
暮
雪
矯
O
o
暮
吋
9
＞
G
。
貯
”
、
．
O
馬
ミ
藁
、
長
淵
ミ
鳶

　
腎
N
ミ
蓉
卵
×
×
＜
目
占
・
b
。
（
δ
Q
。
も
。
）
は
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
に
よ
る
テ
ィ
ム
ー
ル

　
朝
の
文
化
的
伝
統
の
継
承
を
論
じ
た
も
の
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
関
す
る
主
要
な

　
研
究
に
つ
い
て
は
、
羽
田
正
「
後
期
イ
ス
ラ
ム
国
家
の
支
配
ー
サ
フ
ァ
ビ
ー
朝

　
の
場
合
1
」
『
講
座
イ
ス
ラ
ム
』
二
（
一
九
八
五
）
、
　
一
二
九
1
＝
篇
○
参
照
の

　
こ
と
。

③
建
造
物
等
の
位
置
比
定
に
よ
る
景
観
再
構
成
の
試
み
は
、
同
。
＞
H
冨
戸
』

　
O
ミ
ミ
轟
飼
ミ
勲
ミ
恥
8
愚
ミ
蔓
と
胆
恥
ミ
ミ
旨
§
§
ミ
馬
§
省
庁
§
ミ
↓
ミ
ミ
さ
着
斜

　
O
ρ
昌
σ
富
α
σ
q
ρ
属
ρ
ω
ω
．
”
お
。
。
困
〔
以
下
、
、
a
冨
二
お
。
。
一
、
、
と
略
記
〕
に
よ
っ
て
大

　
き
く
前
進
し
た
。
こ
の
基
本
的
作
業
に
韮
つ
く
日
’
〉
＝
①
P
凝
ミ
ミ
ミ
導
養
馳

　
≦
一
①
ω
σ
銭
Φ
戸
一
り
。
。
。
。
〔
以
下
．
、
〉
一
δ
降
一
り
。
。
。
。
、
．
と
略
記
〕
は
、
ヘ
ラ
ー
ト
史
研
究

　
の
薪
し
い
方
向
を
打
ち
出
し
て
い
る
〔
書
評
騨
安
藤
史
朗
『
東
洋
史
研
究
』
四
四

　
一
四
（
一
九
八
六
）
〕
。
当
時
の
ヘ
ラ
ー
ト
に
い
た
多
く
の
詩
人
の
内
、
特
に
、
神

　
駆
虫
義
詩
人
蜜
孚
≦
響
類
、
〉
小
刀
閂
－
潟
魯
諺
ぎ
富
ヨ
同
（
…
四
一
四
－
一
四
九
二
）

　
や
文
芸
擁
護
者
で
も
あ
る
ト
ル
コ
語
詩
入
竃
冒
、
≧
回
Q
。
冒
乏
聖
品
、
同
（
一
四
四
一
－

　
一
五
〇
　
）
に
関
す
る
研
究
が
豊
富
で
、
¢
9
ゆ
。
箕
。
き
ρ
§
蚕
食
ミ
ミ
こ
、
、
ミ
6
3

　
囲
く
（
ミ
き
農
農
智
ミ
ミ
Y
三
〇
突
国
ρ
一
㊤
象
を
は
じ
め
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
そ

　
う
い
う
中
に
あ
っ
て
、
宮
廷
詩
人
の
個
々
に
つ
い
て
考
察
し
、
前
述
の
二
大
詩
人

　
の
位
置
付
け
を
も
試
み
た
鑑
．
円
．
ω
q
σ
8
冒
ざ
．
、
↓
7
0
℃
o
⑦
¢
0
9
円
9
Φ
暮
停
①

　
O
o
焉
け
。
｛
島
①
↓
一
旨
霞
置
、
ω
三
盲
コ
切
＝
ω
9
ぎ
し
d
a
ρ
9
轟
帥
コ
ユ
障
こ
・
勺
。
嵩
鉱
o
a

　
ω
一
σ
q
三
ゆ
8
コ
8
、
、
》
尽
目
．
∪
．
集
ω
・
・
．
国
悉
く
舞
α
ご
富
貯
霞
。
。
津
ざ
一
㊤
刈
㊤
〔
以
下
、
．
ω
鐸
9

　
8
冒
《
一
㊤
刈
㊤
、
．
と
略
記
〕
は
、
未
公
刊
で
は
あ
る
が
、
新
し
い
研
究
動
向
と
し
て

　
注
貝
さ
れ
る
。

④
こ
れ
ら
の
文
献
の
中
に
は
、
本
田
實
信
、
間
野
英
二
、
堀
川
徹
、
羽
田
正
の
諸

　
氏
の
御
好
意
に
よ
り
利
用
し
得
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の

　
意
を
蓑
す
る
。

⑤
　
本
稿
に
お
い
て
は
、
間
野
英
一
　
「
『
．
ハ
ー
ブ
ル
・
ナ
ー
マ
』
の
研
究
（
一
）
「
フ

　
ェ
ル
ガ
ー
ナ
章
」
日
本
語
訳
」
『
京
都
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
二
（
一
九
八
三
）
、

　
同
「
『
バ
ー
ブ
ル
・
ナ
ー
マ
臨
の
研
究
（
二
）
「
カ
ー
ブ
ル
章
」
日
本
語
訳
」
『
同
躁

　
一
ご
二
（
　
九
八
四
）
を
参
照
し
て
お
り
、
引
用
部
の
訳
文
も
殆
ど
こ
れ
に
従
っ
て

　
い
る
。

⑥
こ
の
刊
本
に
は
誤
植
や
校
訂
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
部
分
が
多
い
の
で
、
一
二
七

　
一
年
の
テ
ヘ
ラ
ン
版
と
一
二
七
三
年
の
ボ
ン
ベ
イ
版
を
も
参
照
し
た
。
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表互　「ヘラート年蓑」（1500～1524年）

（年ｼ暦）｝主な出来事 ヘラートでの出来事 ヘラートの統治者＊

1500 》Sayba垣網盗nのサマルカ Su1頃n輩usayll

ソド入城 Mirza

1501 Vsah工sma‘亙1のタブリーズ 　　　　vlir‘A11　Sir　Naw♂i残（1月3ED

入城，シーア派宣言

1506 ムルガーブ河岸でBabur Sul顧n草usayn　Mirza残（5月5日）
を含むティムール朝連合 Badf　a1－Zaman　M王rza　と　Mu年affar Badi‘aレZam瓢n，

軍の結成（10月26日），進 恥sayn　Mエr滋の同時即位（5月後半） Mu亭讃ar輩usayn
軍せぬまま解散

》 》

1507 Saybまn玉耳瓢nがヘラート 町の代表者たちとSayb翫n1耳anの会見 Jan　Wa｛a’Mエrza

近郊でティムール朝軍を

jる（5月19日）

　（5月21日）》Sayba垣珪蝕の名でフトバが読まれる

（5月27日）

1510 VsalUsm翫‘ilがメルブ近郊 》sah王sm義‘11のfatO－namaがもたらさ

でシャイバーン朝軍を破 れる（12月9口）
　　V閨C　Sayb巨ni　1享an　は戦 》S臨Isma‘工1のヘラート到着（12月21日）

死（12月2目）

1511 Baburのサマルカンド入城
（10月上旬）

耳usayn　Beg　　　　v

Lala　sam撤
1512 Babur　と　Amlr　層ajm－i

においてシャイバーン朝

軍に敗れる（11月12日） 　　　　P　「　，　阜　阜　Ψ　胸　胸　巳　巳　．　■　「　．

ﾈmad　Beg孚蔵f玉
1513i　　旨

」蕊nl　Beg　Su1願nと　‘Ubayd　Allah瑠［an ｝ugh
一
　
1
　
1
　
1
　
1

によるヘラート包囲（1月中旬一3月
P1日）

l
l

丁叉m財Su1垣nのヘラート占領，2～3
@か月統治後マー・ワラーソ・ナフルへ

T工m亘rSult蚕n　　　　　，

退却（8／9月）

Ab這a1－Qasim　BabSiの乱
i 》

i S訪Isma‘Uがヘラート近郊に到着 Zaynal耳翫n
1514i　　：

チャルディラーンの戦い

@（8月23日），オスマン朝

前年にひき続いて深刻な食糧難 》sam1員

軍がサファヴィ一朝軍を

破る

1516 τahmおp　M玉r滋のヘラート到着（4／5月） Amir　Han
》

i Am工r耳離の復興政策 Mawsi1匝　　，

一　　　i
P521i ‘Ubayd　Al互ah二品のホラーサーソ遠征 （Tahmasp　Mirz蕊）

≡

‘Ubayd　AU訪ヘラート近郊より去る

@（6月10日）

`皿ir琿誠がヘラートの有力者Amir
．Giya§a1－Dln　M的ammadを謀殺す

る（6月13日）

Da「1垣5理anのヘラート到着（11月7目）
D汽rmi§Han

1522 鎌mM玉r滋のヘラー・卜到着（8月10日） 　　　》tS翫m1U

1524 Vsah　lsm翫’i正披（5月23日） （sam　Mエrza）

＊ティムール朝時代は首都であるので，君主名を掲げた（その他はハーキムまたはダルガと呼
ばれる者達）。（）内は名目上の統治者でサファヴィー朝の王子。

130　（130）



喘
　
目
撃
者
の
記
述
に
見
る
占
領
時
の
情
況

16世紀初頭のヘラート（久保）

　
画
図
げ
助
蝕
¢
9
と
塞
げ
回
。
・
舗
石
．
離
各
々
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
を
目
撃
し
、
自
ら
の
著
書
の
中
に
貴
重
な
証
言
を
書
き
残
し
た
二
人
の
同
時

代
人
の
存
在
が
既
に
知
ら
れ
て
い
る
。
一
四
七
五
／
七
六
年
頃
お
そ
ら
く
ヘ
ラ
ー
ト
に
生
ま
れ
、
後
に
ム
ガ
…
ル
朝
君
主
に
仕
え
た
劇
ミ
ぎ
、

魯
B
貯
と
、
一
四
八
五
年
ヘ
ラ
ー
ト
に
生
ま
れ
、
後
に
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
の
統
治
者
に
仕
え
た
≦
樹
鰯
で
あ
る
。
本
稿

で
利
用
す
る
前
者
の
著
書
簿
ミ
鰹
ミ
ら
壁
ミ
は
、
　
一
五
二
四
年
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
恥
曝
治
下
の
ヘ
ラ
ー
ト
で
完
成
さ
れ
、
　
ヘ
ラ
ー
ト
の
統
治
者

σ
副
導
滋
¢
節
φ
砂
9
ー
ヨ
冨
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
墨
銀
ρ
煩
ρ
σ
笹
と
団
プ
ω
帥
薯
ρ
い
一
に
献
呈
さ
れ
た
歴
史
書
で
あ
り
、
後
者
の
著
書
切
§
9
，
、
画
．
9
㍗

き
Q
9
1
、
画
、
は
、
一
五
三
八
∠
瓢
九
年
に
完
成
さ
れ
、
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
の
統
治
者
閉
帥
≦
蝕
N
諺
ザ
ヨ
鉾
α
鉱
雪
の
甥
江
器
差
ω
露
萄
娼
に
献
黒
さ

　
　
　
　
　
　
　
③

れ
た
回
想
録
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
立
場
も
形
態
も
異
な
る
二
つ
の
史
料
に
書
き
残
さ
れ
た
目
撃
者
の
証
言
を
、
検
討
・
比
較
す
る
こ
と
は
、

ω
㊤
団
鼠
論
題
ぎ
並
び
に
ω
跨
♂
唐
餌
．
鵠
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
に
関
す
る
、
よ
り
正
確
な
情
報
を
得
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
倫
ρ
団
σ
似
巳
鉱
習
次
い
で
綬
げ
H
ω
唐
飾
．
認
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
の
情
況
に
つ
い
て
、
前
述
二
史
料
の
記
述
内
容
の
検
討
・
比
較

を
中
心
に
、
他
の
諸
史
料
で
適
宜
補
い
つ
つ
考
察
す
る
。

↓
　
欝
同
鍔
髭
朔
留
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
②

　
『
沁
＆
3
』
に
よ
る
と
、
ヘ
ラ
ー
ト
近
郊
で
ω
p
蜜
ぴ
汕
巳
劇
中
昌
が
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
軍
を
破
っ
た
の
は
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
二
二
年
ム
ハ
ヅ
ラ
ム

月
七
日
（
一
五
〇
七
年
五
月
一
九
日
）
の
こ
と
で
あ
る
〔
多
多
黛
。
。
刈
劇
ω
冨
〕
。
以
下
、
『
警
ミ
轡
』
に
従
っ
て
そ
の
後
の
経
過
を
辿
っ
て
み
る
。

　
戦
い
に
敗
れ
た
テ
ィ
ム
…
ル
朝
最
後
の
二
人
の
君
主
じ
σ
巴
圃
、
口
口
N
四
ヨ
9
冨
ぱ
N
9
1
と
冨
蕊
勉
臨
霧
厳
島
鎚
⇒
三
二
N
9
1
は
一
旦
ヘ
ラ
ー
ト
に

戻
り
、
翌
朝
逃
走
す
る
が
、
そ
の
際
冒
焉
ρ
睦
霞
朝
岳
㊤
団
β
竃
同
旨
鋤
は
ヘ
ラ
ー
ト
の
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
諺
臼
冒
○
嘗
鍔
巴
6
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

寓
忌
9
日
身
巴
と
ρ
丸
鋼
H
算
ぐ
9
1
円
巴
－
U
謬
仁
霧
毬
に
ヘ
ラ
ー
ト
の
防
御
に
関
し
て
援
助
を
求
め
た
〔
ω
謬
〕
。
こ
れ
ら
の
者
達
は
、
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「
町
の
保
護
は
軍
（
一
縁
犀
9
H
）
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
す
。
我
々
の
努
力
だ
け
で
は
、
効
果
は
な
い
で
し
ょ
う
。
」

と
答
え
て
取
り
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
〔
鵯
①
〕
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
麗
筆
と
軍
隊
の
姿
が
消
え
、
無
防
備
と
な
っ
た
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
い
て
、
あ

る
会
合
が
開
か
れ
た
。

　
　
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
八
日
目
五
月
二
〇
日
）
金
曜
日
の
朝
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
サ
イ
イ
ド
達
と
カ
ー
デ
ィ
ー
達
と
有
力
者
達
（
勢
9
1
げ
ぼ
屯
騨
9
、
冨
コ
）
が
シ
ャ
イ
フ
ル
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
イ
ス
ラ
ー
ム
の
マ
ド
ラ
サ
に
集
ま
り
、
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
出
来
事
に
関
し
て
協
議
を
行
っ
た
。
大
小
様
々
な
人
々
（
跳
似
σ
マ
考
帥
謬
凋
ε
　
の
心
は
、

　
　
竃
呂
ρ
旨
巳
銭
轡
貯
ω
霞
鼠
鼠
に
対
す
る
服
従
と
従
順
の
道
を
歩
む
こ
と
に
定
ま
り
、
筆
者
〔
1
1
弧
ぞ
ぎ
α
ρ
営
同
昌
に
こ
の
旨
を
認
め
た
上
奏
文
（
．
ρ
亀
甲

　
　
蝕
鰹
）
を
書
く
よ
う
命
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
書
状
を
町
の
ム
フ
タ
ス
ィ
ブ
で
あ
っ
た
寓
Q
乱
ぎ
9
1
．
¢
拙
論
9
の
甥
に
持
た
せ
て
派
遣
し
た
。
〔
Q
Q
謬
〕

こ
の
上
奏
文
に
対
す
る
趣
ρ
図
薮
賦
劇
鋤
郎
の
返
信
は
、
早
速
翌
朝
ヘ
ラ
ー
ト
に
届
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
土
曜
日
（
五
月
二
一
日
）
の
朝
、
蜜
p
考
団
。
同
じ
ご
地
蒔
．
圃
の
兄
弟
が
世
界
征
服
者
の
道
を
歩
む
者
の
オ
ル
ド
ゥ
（
軍
営
）
か
ら
ヘ
ラ
ー
ト
に
到
着
し
た
。
そ
し

　
　
て
、
王
権
の
巣
の
宮
廷
の
書
記
達
（
巴
蝿
⇔
Q
陰
受
ρ
鵠
）
が
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ρ
人
足
H
管
筆
勢
巴
6
忌
引
霧
9
昂
宛
に
書
い
た
勅
書
（
ご
誠
9
1
部
）
を
も

　
　
た
ら
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
「
…
…
（
中
略
）
…
…
勅
書
（
巳
鍛
昌
）
が
届
い
た
な
ら
ば
、
心
を
落
ち
着
け
安
心
し
て
世
界
の
避
難
所
．
の
宮
廷
へ
と
急
ぎ
、
有
力

　
　
者
達
（
器
蘇
h
乏
p
帥
．
団
ぎ
）
の
同
根
応
し
い
と
思
う
者
を
皆
同
行
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
〔
鵯
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

こ
の
要
請
に
応
じ
て
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
を
は
じ
め
一
〇
名
の
有
力
者
が
趣
ρ
団
σ
9
圃
佃
9
の
許
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
ω
塁
σ
似
鼠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

較
9
は
ヘ
ラ
ー
ト
近
郊
の
d
笹
切
σ
q
両
囚
9
象
ω
鼠
串
に
下
馬
し
て
い
た
と
い
う
〔
。
。
『
9
ω
ミ
〕
。
　
ヘ
ラ
ー
ト
の
有
力
者
達
を
出
迎
え
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
地
位
（
B
P
口
ω
ρ
げ
一
一
　
ω
ρ
山
国
目
ρ
酔
）
だ
け
で
な
く
無
制
限
の
権
力
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宗
務
長
官
）

「
固
結
ザ
帥
B
き
ρ
α
転
似
昌
の
p
図
σ
9
1
巳
の
宮
廷
に
お
い
て
サ
ド
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

っ
て
い
た
」
尾
帥
毒
団
鼠
、
跨
σ
臼
㊤
駅
菊
㊤
官
ヨ
同
工
匹
ω
醇
昌
圃
と
「
デ
ィ
ワ
ー
ソ
監
督
（
一
臨
口
吟
h
一
一
　
山
圃
づ
『
目
口
）
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
」
弧
≦
鋤
智

閑
9
ヨ
艶
巴
－
O
営
鼠
ρ
ザ
ヨ
鼠
G
。
凋
ρ
H
晦
で
、
こ
の
二
人
が
有
力
者
達
の
到
着
を
詮
議
σ
雪
圃
佃
9
に
伝
え
た
〔
ω
ミ
〕
。
そ
し
て
、
　
ハ
ー
ン
は

こ
の
二
人
の
高
官
に
あ
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
蜜
忌
㊤
ヨ
営
＆
頓
9
〔
Q
。
白
び
9
己
は
、
ま
ず
ヘ
ラ
ー
ト
累
算
の
、
〔
生
命
と
財
産
の
〕
安
全
保
障
金
と
献
上
金
の
額
（
冨
白
銀
冤
鋒
山
上
2
山
ρ
葦
葺
譲
ρ
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碧
玉
譲
≦
p
鍮
≦
自
序
轟
轟
ρ
目
餌
蕊
塙
づ
）
を
定
め
、
そ
れ
か
ら
有
力
者
達
（
㊤
冨
び
貯
毒
9
ρ
、
圃
昌
）
を
最
も
気
高
く
高
貴
な
会
合
に
出
席
さ
せ
る
よ
う
命
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
。
竃
ρ
乱
9
1
轟
、
諺
び
α
9
。
7
図
菩
冨
と
転
≦
乱
す
囚
ρ
ヨ
二
巴
－
∪
冒
竃
菩
ヨ
q
α
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
以
下
の
如
く
定
ま
っ
た
。
「
庶
民
と
手

…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

工
業
者
（
．
頭
ヨ
諺
甲
滋
δ
、
倒
属
類
㊤
諺
儲
算
定
に
9
1
叶
）
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
時
六
ケ
ペ
キ
ー
・
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
（
α
冒
茸
山
白
日
㊤
厨
）
で
流
通
し
て
い
た
一
ミ
ス
カ
ー
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
り
　
　
あ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

タ
ソ
ガ
チ
ャ
（
富
づ
σ
q
㊤
α
㊧
）
で
一
〇
万
里
ソ
ガ
チ
ャ
の
分
量
を
供
出
す
る
。
偉
大
な
る
有
力
者
と
ソ
ユ
ル
ガ
ル
（
恩
賜
地
）
の
所
有
者
（
躊
餌
甑
目
函
．
貫
助
羅
毒
9
・

。，

ﾌ
臼
σ
q
9
1
乙
弩
雪
）
は
、
ハ
ー
ン
個
人
へ
の
進
物
（
℃
識
冨
甑
冨
。
鴇
嵐
冨
口
）
と
し
て
全
部
で
二
万
タ
ソ
ガ
チ
ャ
の
分
量
を
納
め
る
。
ま
た
、
一
万
五
千
タ

ソ
ガ
チ
ャ
を
鼠
9
≦
衝
轟
．
》
σ
O
巴
－
幻
9
甘
B
に
献
上
す
る
。
」
〔
ω
ミ
ー
ω
団
○
。
〕

こ
の
後
ヘ
ラ
ー
ト
の
有
力
者
達
は
ハ
ー
ン
に
謁
見
を
許
さ
れ
、
そ
の
他
の
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
王
家
の
人
々
や
ア
ミ
ー
ル
達
と
も
会
見
し
た
後
、

町
へ
帰
っ
た
〔
・
。
刈
。
。
〕
。
ハ
ー
ン
と
有
力
者
達
と
の
会
見
で
何
が
話
さ
れ
た
か
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
会
見
の
後
砂
昌
募
鶏
畑
ぎ
が
「
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
の
熱
意
を
不
在
者
の
財
産
（
即
ヨ
芝
巴
芝
㊤
喜
鋒
占
覧
”
§
）
と
有
力
老
達
（
藻
蓼
一
H
）
が
受
諾
し
た
も
の
の
徴
収
に
充
て
た
」
と
い
う
〔
鵯
G
。
〕
の

で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
前
述
の
「
安
全
保
障
金
と
献
上
金
の
額
」
が
有
力
者
達
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ム
ハ
ッ
ラ

ム
月
一
一
日
（
五
月
二
三
日
）
、
「
課
税
人
と
兵
士
（
富
ヴ
曾
置
跨
9
謂
ρ
一
器
犀
鴛
薫
習
）
」
の
一
団
が
ヘ
ラ
ー
ト
に
到
着
し
、
前
述
の
額
を
一
週
間
で

徴
収
し
た
〔
鵯
Q
。
〕
。
較
≦
雪
α
9
津
冒
は
こ
れ
に
続
い
て
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
後
宮
の
婦
女
や
「
種
女
の
貯
え
と
貴
重
品
」
、
及
び
「
か
の
〔
テ
ィ
ム

ー
ル
家
〕
一
族
の
ア
ミ
ー
ル
達
と
重
臣
達
（
員
B
騨
触
似
い
　
婆
9
　
騨
目
犀
帥
⇔
高
　
α
餌
♂
く
一
P
け
一
一
　
騨
捧
　
鳥
雌
臥
房
餅
づ
）
」
所
有
の
「
現
金
（
⇒
郎
名
α
）
と
諸
物
品
」
が
掠
奪
に

晒
さ
れ
る
様
を
悲
嘆
を
込
め
て
描
写
し
て
い
る
〔
鵯
○
。
－
G
。
お
〕
。
ヘ
ラ
ー
ト
の
金
曜
モ
ス
ク
（
弓
㊤
魯
α
山
斗
首
．
）
で
、
フ
ト
バ
に
お
い
て
》
げ
麟
亀
，

　
　
　
　
⑬
　
　
（

轄
ρ
鴇
劇
曾
と
ω
ミ
σ
餌
言
上
9
の
名
が
読
ま
れ
た
の
は
、
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
一
五
濤
（
五
月
二
七
日
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
〔
ω
δ
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
ρ
巻
遺
旨
鉱
9
1
昌
が
ヘ
ラ
ー
ト
を
包
囲
・
攻
撃
す
る
ま
で
も
な
く
住
民
側
が
自
主
的
に
新

　
以
上
に
紹
介
し
た
『
智
ミ
い
』
の
記
述
内
容
は
、

し
い
支
配
者
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
掠
奪
者
集
団
と
し
て
の
ウ
ズ
ベ
ク
軍
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
尚
、
ヘ
ラ
ー
ト
住
民

か
ら
微
収
さ
れ
た
合
計
二
二
万
五
千
タ
ン
ガ
チ
ャ
と
い
う
額
に
つ
い
て
は
、
一
応
の
目
安
を
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
『
肉
＆
き
智
幽
（
一
四
九

一
／
九
二
年
完
成
）
に
よ
れ
ば
、
当
時
ア
ス
タ
ラ
ー
バ
ー
ド
地
方
（
h
P
騨
日
一
ρ
財
餌
仲
）
は
絹
生
産
が
盛
ん
で
、
商
人
が
各
地
に
絹
を
運
び
「
ホ
ラ
ー
サ
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i
ン
全
土
（
欝
白
山
昌
滋
乱
5
．
鋒
高
朝
貰
舘
雪
）
」
よ
り
も
多
く
の
「
現
金
（
N
鍵
）
」
を
得
て
お
り
、
　
こ
の
地
方
の
年
間
の
ザ
カ
ー
ト
（
こ
の
場
合

　
　
⑱

は
商
工
）
の
額
が
七
〇
ケ
ペ
キ
ー
・
ト
マ
ソ
（
葛
鑓
多
占
H
（
超
鴇
同
）
で
あ
っ
た
と
い
う
〔
物
魯
き
暑
ぷ
ト
⊃
り
り
〕
。
こ
れ
を
ケ
ペ
キ
ー
・
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
換
算
す
る
と
、
七
〇
万
ケ
ペ
キ
ー
・
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
と
な
る
が
、
先
述
の
微
収
額
一
三
万
五
千
タ
ン
ガ
チ
ャ
を
『
寒
ミ
禽
の
記
述
に
従
っ

て
ケ
ペ
キ
ー
・
デ
ィ
弓
ナ
ー
ル
に
換
算
す
る
と
、
八
一
万
ケ
ペ
キ
ー
・
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
と
な
り
こ
れ
を
上
回
る
の
で
あ
る
。
商
税
（
タ
ム
が
税
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
租
税
の
中
で
「
現
金
収
入
の
大
宗
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
　
こ
の
額
が
、
「
安
全
保
障
金
と
献
上
金
」
と
い
う
臨
時
の
微
収
と
し
て
如

何
に
重
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
但
し
、
こ
の
徴
収
額
を
決
定
し
た
の
が
の
9
団
9
臨
彊
曾
で
も
軍
の
指
揮
官
達
で
も
な
く
、

軍
人
階
級
に
属
さ
な
い
工
人
の
高
官
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

134　（134）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
回
想
録
で
あ
る
『
切
ミ
翫
”
厭
、
』
で
は
、
著
者
類
9
1
貫
剛
の
従
兄
弟
O
貯
留
巴
6
ぎ
安
里
9
ヨ
ヨ
㊤
α
な
る
人
物
に
ま
つ
わ
る
逸
話
の
一
つ
と
し

て
、
趣
醸
げ
魑
篇
輯
雪
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
二
二
年
の
ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
日
（
一
五
〇
七
年
五
月
目
ニ
日
）
、
　
≦
習
繍
と
○
ぐ
器
巴
－
U
冒
窓
¢
ザ
ρ
ヨ
白
巴
は
O
D
巳
戸
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

畑
轟
醸
5
蜜
ロ
路
の
王
妃
佃
曽
臼
す
b
U
①
σ
q
ぎ
の
乳
兄
弟
（
蓋
塁
囲
け
鍛
）
で
あ
る
諺
巳
亜
目
紅
毛
巴
帰
宅
で
の
会
合
（
ヨ
9
甘
ω
）
に
出
席
し
て
い

た
が
、
そ
こ
へ
突
然
に
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
軍
の
敗
北
と
詮
《
9
旨
湿
雪
到
来
の
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
〔
野
§
．
蝋
．
噛
二
8
高
H
O
G
。
〕
。
他
の
出
席
者
が

去
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
≦
留
蕎
と
Q
ぐ
器
㊤
甲
∪
冒
竃
＆
㊤
日
ヨ
巴
は
諺
津
㍑
ω
謬
≦
巴
圃
と
彼
の
家
族
や
下
女
達
に
助
け
を
求
め
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

彼
が
貯
え
て
い
た
財
宝
の
隠
匿
に
協
力
し
た
〔
じ
8
一
旨
お
〕
。
翌
日
（
五
月
一
一
三
日
）
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
後
宮
に
お
い
て
最
も
有
力
で
冨
焉
薮
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

切
岳
㊤
《
⇒
冒
高
畠
の
母
で
も
あ
る
弧
巴
二
ρ
ζ
d
Φ
σ
q
一
霞
は
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
「
全
有
力
者
（
富
旨
蝕
ヨ
躊
自
切
毒
ρ
㊤
．
欝
ぞ
ρ
巳
帥
毒
助
財
づ
、
ρ
ρ
．
融
h
毛
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

器
騒
h
毒
ρ
錠
ぴ
筈
毒
勲
ぎ
㌫
暮
p
巴
習
）
」
を
呼
び
寄
せ
て
、
町
の
防
衛
を
要
請
し
た
ロ
置
己
。
し
か
し
、
有
力
考
達
（
欝
替
ε
は
、

　
　
「
お
お
、
時
の
ビ
ル
キ
ー
ス
よ
。
時
の
ズ
バ
イ
ダ
よ
。
貴
女
の
仰
る
通
り
で
す
が
、
そ
れ
は
我
々
の
王
子
達
に
希
望
が
あ
れ
ば
の
話
で
す
。
…
…
（
中
略
）
…
…

　
　
彼
ら
の
喫
し
た
敗
北
は
再
興
の
可
能
性
を
残
さ
ぬ
も
の
で
す
。
彼
ら
の
ア
ミ
ー
ル
達
の
大
多
数
が
殺
さ
れ
、
そ
の
全
て
の
武
器
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
Q
。
3
、
び
鋳



掴
四
p
〔
難
Q
。
躇
鼠
泓
輯
餌
菖
は
非
常
に
執
念
深
い
王
（
唱
匿
綴
プ
）
で
す
。
も
し
我
々
が
抵
抗
を
示
す
な
ら
ば
、
征
服
後
、
我
々
を
一
人
と
し
て
生
か
し
て
お

か
ず
、
町
全
体
を
隷
属
さ
せ
、
掠
奪
す
る
で
し
ょ
う
。
一
〇
日
な
り
一
か
月
な
り
我
々
が
こ
の
行
為
を
為
せ
ば
効
果
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
こ
う
い

う
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
お
気
付
き
下
さ
い
。
」

16世紀初頭のヘラー5（久保）

と
言
っ
て
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
と
い
う
構
外
。
。
1
障
お
〕
。
こ
の
後
、
「
有
力
者
達
（
ρ
鼠
げ
貯
）
は
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
マ
ド
ラ
サ
に
集

ま
り
、
誠
門
の
鍵
（
冨
嵩
島
同
？
覧
伽
暫
巴
）
を
詮
《
げ
9
1
鼠
畑
貯
の
前
に
差
し
出
す
こ
と
を
決
定
し
た
」
口
嵩
⑩
〕
。
そ
し
て
、
翌
朝
（
五
月
二
四
臼
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
町
の
有
力
者
達
（
舞
菩
ε
は
、
頓
ぐ
9
1
σ
蟄
に
お
い
て
進
物
（
鷹
簿
解
毛
9
ω
ρ
≦
邑
）
と
共
に
城
門
の
鍵
を
ハ
ー
ン
の
前
に
も
た
ら
し
た
」
と

い
う
口
お
昌
。
一
方
、
毛
器
鋳
と
○
ぐ
9
1
ゆ
㊤
乍
∪
冒
冨
昌
㊤
日
口
切
は
、
戟
伊
鼻
骨
℃
ご
①
σ
q
弓
の
財
宝
の
隠
匿
や
ウ
ズ
ベ
ク
の
ア
ミ
…
ル
に
捕

え
ら
れ
た
頓
㊤
α
ご
ρ
じ
d
①
σ
q
ぎ
の
侍
女
の
救
出
に
奔
走
す
る
が
、
こ
う
い
つ
た
一
連
の
行
動
故
に
自
分
達
の
身
に
危
険
が
迫
り
、
　
一
旦
ヘ
ラ
ー

ト
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
ロ
一
b
。
①
一
璋
心
8
。

　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
日
付
や
、
ω
曙
σ
似
昌
較
9
ー
コ
と
ヘ
ラ
ー
ト
の
有
力
者
達
と
の
会
見
の
場
所
等
に
つ
い
て
は
若
干
の
翻
臨
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
以
上
の

『
費
禽
、
帖
、
』
の
記
述
内
容
は
、
有
力
者
達
が
合
議
の
上
価
醸
鼠
隣
町
雪
に
対
す
る
服
従
を
決
定
し
た
点
で
、
『
魯
守
魯
』
の
記
述
と
全
く
一
致

し
て
い
る
。
頓
ρ
繕
宣
b
J
㊦
σ
Q
冨
の
要
請
に
対
す
る
彼
ら
の
返
答
は
、
先
に
『
嘗
い
尋
』
に
見
ら
れ
た
冒
焉
ρ
議
碧
倒
更
更
葦
寓
溝
鼠
の
援
助
要
請

に
対
す
る
そ
れ
と
同
じ
く
、
よ
り
被
害
の
少
な
い
方
法
を
取
ろ
う
と
す
る
彼
ら
の
冷
静
で
現
実
的
な
姿
勢
を
象
徴
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
ヘ

ラ
ー
ト
の
有
力
者
達
の
間
で
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
残
存
勢
力
に
期
待
し
て
危
険
を
覚
悟
で
城
門
を
閉
ざ
そ
う
と
い
う
気
運
は
な
か
っ
た
の
で

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

あ
る
。
ま
た
、
『
切
鼠
漸
、
蝋
．
』
の
記
述
内
容
か
ら
、
ω
曙
σ
9
1
旨
生
玉
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
に
毛
9
1
貫
同
が
直
接
関
わ
っ
た
の
が
、
テ
ィ
ム
ー
ル

朝
君
主
の
王
妃
や
そ
の
乳
兄
弟
で
あ
る
ア
ミ
ー
ル
が
貯
え
た
財
宝
の
隠
匿
、
あ
る
い
は
婦
女
の
保
護
で
あ
り
、
ウ
ズ
ベ
ク
軍
の
関
心
が
専
ら
そ

れ
ら
の
行
方
に
注
が
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
側
側
の
史
書
に
よ
る
と
、
趣
塁
9
鼠
転
9
1
爵
は
「
o
。
鼠
臓
昌
江
島
醸
p
鼠
同
震
9
1

の
娘
達
、
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
達
の
妻
達
、
ベ
グ
達
の
ハ
ト
ゥ
ン
達
」
と
、
「
o
Q
巳
叶
9
ー
コ
輯
芝
生
め
冨
躍
N
ρ
し
づ
ρ
禽
．
巴
－
N
ρ
ヨ
9
、
コ
冨
ぱ
N
9
1
暫
そ
の
他
の
王

達
（
ω
飢
暮
ヨ
）
、
そ
し
て
ベ
グ
達
の
財
庫
」
を
手
に
入
れ
、
「
そ
の
軍
中
に
い
た
全
て
の
者
が
財
貨
で
裕
福
に
な
っ
た
」
と
い
う
〔
§
＆
翫
ミ
㍉
。
。
凹
。
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テ
ィ
ム
ー
ル
朝
王
家
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
ア
ミ
ー
ル
達
と
重
臣
達
」
の
「
現
金
と
諸
物
品
」
も
掠
奪
に
晒
さ
れ
た
こ
と
が
、
既
に
『
欝
い
魯
』

の
記
述
か
ら
確
認
さ
れ
て
お
り
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
王
家
と
関
係
の
深
か
っ
た
人
女
の
財
産
は
、
掠
奪
の
標
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
蔵
≦
雪
－

強
目
ロ
は
「
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
王
達
と
統
治
者
達
（
。
。
二
尊
ロ
≦
p
貫
け
鼠
導
）
に
仕
え
て
い
た
ワ
ズ
ィ
ー
ル
達
と
タ
ジ
ク
の
人
々
（
毛
郎
母
鼠
、
芝
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ヨ
霞
9
津
∴
羅
N
昆
）
」
の
中
に
、
ウ
ズ
ベ
ク
軍
の
「
不
正
と
暴
虐
」
を
恐
れ
て
山
中
に
身
を
．
隠
し
た
者
達
が
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
〔
畑
S
3

ω
謬
〕
。
ま
た
、
弧
p
α
認
p
ω
Φ
σ
q
一
B
の
乳
兄
弟
〉
五
二
礁
餅
げ
≦
巴
同
は
、
≦
跡
目
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
。

　
　
「
我
々
の
家
や
我
々
の
配
下
の
者
達
（
ヨ
暮
騨
、
p
霞
ρ
留
）
の
家
に
行
く
の
は
非
常
に
無
茶
な
こ
と
で
す
。
貴
方
の
家
も
同
様
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
貴
方

　
は
有
力
者
達
（
跨
似
げ
ε
や
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
大
変
特
別
な
付
き
合
い
が
あ
り
ま
す
。
き
っ
と
貴
方
の
家
は
何
事
も
な
く
安
全
に
守
ら
れ
て
い

　
　
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
」
〔
切
鼠
漸
．
画
、
”
置
鵠
〕

し
か
し
、
有
力
者
達
や
一
般
住
民
か
ら
も
相
当
な
額
が
徴
収
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
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以
上
の
考
察
に
よ
り
、
毅
畷
鼠
巳
輯
9
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
、
碑
塁
鼠
旨
鑓
9
が
新
し
い
支
配
者
と
し
て
住
民
側
か
ら
殆
ど
無
抵
抗
に

受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
王
家
と
そ
の
臣
下
達
の
財
産
や
妻
女
が
ウ
ズ
ベ
ク
軍
の
掠
奪
に
晒
さ
れ
た
こ
と
、
ヘ
ラ
ー
ト
住
民
全

体
か
ら
多
額
の
「
安
全
保
障
金
と
献
上
金
」
が
徴
収
さ
れ
た
こ
と
、
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

ヘ
ラ
ー
ト
住
民
の
生
活
を
圧
迫
し
た
の
が
伽
p
善
節
ほ
転
雪
と
ウ
ズ
ベ
ク
の
兵
士
達
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ヘ
ラ
ー
ト
住
民
か
ら
徴
収
す
る
額
を
デ
ィ
ワ
ー
ン
監
督
官
と
協
議
し
て
決
定
し
、
詮
《
σ
9
1
a
偶
貯
個
人
に
匹
敵
す
る
額
（
一
万
五
千
タ
ソ
ガ

チ
ャ
）
を
有
力
者
達
か
ら
手
に
入
れ
た
の
は
、
砂
超
び
帥
巳
佃
9
1
口
の
サ
ド
ル
蜜
㊤
≦
鑓
鼠
、
諺
ぴ
q
巴
－
切
ρ
甘
B
円
霞
匹
ω
鼠
昌
H
で
あ
っ
た
。
彼
は

ハ
ー
ン
の
寵
を
得
て
、
「
国
務
と
財
務
の
全
て
の
こ
と
（
密
旨
．
自
判
鯉
山
ヨ
三
断
≦
騨
ヨ
鑑
）
」
に
発
言
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
〔
畑
＆
悲
し
。
。
。
ご
。

儲
≦
曾
α
㊤
ヨ
副
は
こ
の
サ
ド
ル
の
悪
行
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
マ
ウ
ラ
i
管
下
は
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ソ
諸
地
方
（
旨
9
白
首
欝
）
の
ワ
ク
フ
物
件
（
ヨ
ρ
高
議
9
9
1
仲
）
を
自
分
の
息
子
達
〔
即
ち
〕
目
き
並
び
O
器
巨
”
く
q
ω
亀
の
間
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で
分
割
し
、
そ
の
収
益
の
一
〇
分
の
二
を
サ
ド
ル
税
（
同
P
ω
欝
　
ρ
一
一
ω
9
α
四
H
㊤
挫
）
と
し
て
、
　
一
〇
分
の
一
を
徴
収
費
（
欝
ω
ヨ
ρ
一
み
昌
覧
）
と
し
て
取
得
す
る
よ

　
う
定
め
た
。
彼
は
こ
の
悪
事
の
み
な
ら
ず
、
口
実
を
見
つ
け
て
は
ワ
ク
フ
に
割
り
付
け
（
げ
斜
毛
帥
藍
汁
）
を
行
い
、
寄
進
者
達
か
ら
望
み
の
も
の
を
取
り
上
げ

　
　
⑱

　
　
た
。
〔
畑
蟄
竃
鋼
ω
G
。
ω
〕

そ
し
て
、
「
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
（
N
p
欝
9
1
鵠
占
縛
ヨ
剖
ぢ
習
）
の
規
則
に
反
し
て
、
そ
の
頃
正
税
や
臨
時
税
（
ヨ
跳
≦
9
菩
簿
≦
ρ
一
質
a
鋒
）
が
ワ
ク

フ
物
件
に
割
り
付
け
ら
れ
た
」
た
め
に
、
「
慈
善
建
造
物
（
び
5
帥
£
冨
遷
ε
」
は
荒
廃
し
て
行
き
、
少
な
く
と
も
一
五
二
二
／
二
三
年
ま
で
は
、

そ
の
影
響
が
残
っ
て
い
る
〔
替
い
蔓
ω
。
。
ω
〕
の
で
あ
る
。
テ
ィ
ム
！
ル
朝
時
代
に
盛
ん
に
建
造
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
充
分
に
機
能
し
て
い
た
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
る
宗
教
施
設
の
荒
廃
は
、
ウ
ラ
マ
ー
や
学
生
達
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
切
節
σ
舞
は
、
密
蜜
σ
習
圃
転
9
が
「
ヘ
ラ
ー
ト
で
行
っ
た
行
う
べ
か
ら
ざ
る
行
為
」
の
一
つ
が
、
「
全
て
の
詩
人
達
と
才
人
達
（
す
B
同
、

昏
＝
鰹
．
同
≦
㊤
㊤
巴
ム
冨
σ
．
）
を
諸
巳
断
O
ご
一
鼠
、
國
（
本
章
註
⑤
）
に
取
ら
せ
た
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
、
じ
d
営
9
1
、
圃
に
よ
る
詩
人
の
財
産
の
収
奪
を

当
て
擦
っ
た
詩
を
記
載
し
て
い
る
〔
象
ぴ
ミ
る
8
ρ
〕
。
こ
の
b
U
一
斗
”
同
に
つ
い
て
後
代
の
詩
人
伝
は
、

　
諸
ρ
註
9
1
⇒
9
1
切
冒
倒
．
同
は
ハ
ー
ン
の
宮
廷
に
お
い
て
「
詩
人
の
王
」
の
地
位
（
邑
寒
魯
げ
占
諺
巴
嵐
山
詠
巨
P
鼠
．
一
）
を
得
、
彼
に
同
行
し
て
ホ
ラ
ー
サ
ー
ソ
に
赴

　
　
い
た
。
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
い
て
、
許
せ
な
い
こ
と
が
彼
〔
H
b
こ
ぎ
9
1
、
昌
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
。
一
つ
に
は
詩
人
税
（
ヨ
9
1
＝
鍛
．
露
）
を
人
々
に
割
り
付
け
（
冨
零
巴
ρ
）

　
　
た
こ
と
で
あ
る
。
〔
8
§
婁
閣
嵩
④
〕

と
伝
え
て
い
る
。
ω
超
薮
鼠
¢
9
の
宮
廷
で
地
位
を
確
立
し
て
い
た
サ
ド
ル
や
宮
廷
詩
人
も
、
文
化
都
市
ヘ
ラ
ー
ト
の
富
を
負
っ
た
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
◎
ゆ
諄
H
の
影
鋤
．
昌
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
一
五
一
〇
年
一
二
月
二
灘
メ
ル
ヴ
近
郊
で
誇
団
σ
四
更
無
口
を
破
っ
た
誹
び
H
の
ヨ
9
1
、
昌
は
、
メ
ル
ヴ
占
領
後
、
既
に
ウ
ズ
ベ
ク
軍
が
撤
退

し
て
い
た
ヘ
ラ
…
ト
の
占
領
に
着
手
し
た
。
『
冬
窯
禽
に
見
ら
れ
る
ω
倒
財
H
ω
呂
似
、
昌
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
の
過
程
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
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ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
一
六
年
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
八
日
（
一
五
一
〇
年
一
ご
月
九
日
目
の
朝
、
誹
げ
回
。
。
王
卿
．
魁
の
フ
ァ
ト
フ
・
ナ
ー
マ
（
勝
利
通
告
書
）
が
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
ら
れ
る
こ
と
を
既
に
知
っ
て
い
た
ヘ
ラ
ー
ト
の
「
サ
イ
イ
ド
達
と
有
力
者
達
（
臼
遺
式
ダ
、
ρ
㊤
、
戸
口
芝
自
警
讐
）
」
は
、
進
物
（
饗
鼠
ρ
≦
ρ
営
野
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

毒
ρ
路
芝
霞
剛
）
に
つ
い
て
話
し
舎
う
た
め
、
ω
巳
萄
巳
畷
ρ
の
サ
イ
イ
ド
の
館
（
α
弩
㍗
。
・
田
切
ρ
）
に
集
ま
っ
た
〔
魯
冒
黛
q
置
〕
。
こ
の
時
、
ヘ
ラ
ー

ト
の
町
に
暴
動
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
暴
徒
（
旨
即
同
α
員
旨
帥
⇔
1
一
　
騨
♂
く
び
鋤
螂
　
溶
く
㊤
　
け
餅
一
一
σ
開
廷
i
陣
　
⇔
け
⇔
ρ
）
の
一
団
が
攻
撃
の
叫
び
声
を
上
げ
、
抜
き
身
の
剣
を
持
っ
て
そ
の
建
物
に
入
っ
て
来
た
。
そ
し
て
、

　
　
町
の
シ
ャ
フ
ナ
（
警
吏
）
で
あ
っ
た
窯
自
ザ
即
日
ヨ
p
畠
U
p
σ
q
鍵
と
、
人
々
に
対
し
て
良
い
行
い
を
示
さ
な
か
っ
た
鼠
忌
斜
ヨ
ヨ
巴
、
｝
冒
、
跨
。
・
器
〔
、
蕊
蕊
は
「
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
落
し
の
意
〕
を
有
力
者
達
（
ρ
自
働
σ
ぼ
）
の
面
前
で
殺
害
し
た
。
騒
動
の
有
り
様
は
激
し
い
も
の
に
な
り
、
ウ
ズ
ベ
ク
族
（
ρ
ρ
ミ
欝
占
q
N
げ
鋳
）
と
少
し
で
も
関

　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
係
の
あ
っ
た
人
々
の
内
約
百
入
が
殺
さ
れ
た
。
〔
望
凸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

シ
ャ
ー
の
フ
ァ
ト
フ
・
ナ
ー
マ
を
携
え
た
諺
日
葡
客
a
き
（
鉱
－
U
営
Y
川
留
巳
の
部
下
（
ヨ
丁
目
N
ぎ
）
ρ
島
蜜
⇔
田
Φ
σ
q
は
、
同
日
中
に
ヘ
ラ
ー

ト
に
到
着
し
、
こ
の
暴
動
を
鎮
め
て
フ
ァ
ト
フ
・
ナ
ー
マ
を
有
力
者
達
（
器
H
鋒
ミ
9
ρ
、
審
昌
）
に
渡
し
た
〔
望
出
。

　
　
翌
日
（
一
二
月
一
〇
日
）
貴
賎
様
々
な
人
々
（
¢
㊤
芝
魑
粉
毛
即
、
㊤
窯
似
旨
ヨ
）
が
金
曜
モ
ス
ク
へ
と
急
ぎ
、
輯
帥
甘
N
醸
野
鶴
，
U
冒
N
落
9
1
H
舞
σ
q
帥
訂
が
シ
ャ
ー
の

　
　
フ
ァ
ト
フ
・
ナ
ー
マ
を
読
む
た
め
に
ミ
ソ
バ
ル
に
上
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
喜
び
に
満
ち
た
通
告
書
（
B
ρ
”
Q
o
螺
壇
）
を
美
声
と
魅
惑
的
な
調
子
で
読
み
上
げ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
し
か
し
、
ミ
ソ
パ
ル
の
下
に
い
た
信
仰
の
戦
士
達
（
σ
q
麟
N
受
斜
昌
）
に
指
示
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
雄
々
し
き
シ
ャ
ー
ー
彼
の
上
に
祝
福
と
許
し
あ
れ
一
と

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
対
立
す
る
者
達
へ
の
中
傷
（
酔
P
内
⇔
1
一
ヨ
ロ
7
餌
目
h
四
昌
1
一
鰍
飼
げ
）
を
述
べ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
彼
は
懲
罰
を
受
け
、
正
に
モ
ス
ク
の
中
で
、
ρ
巳
三
富
昌
の
剣
の

　
　
傷
に
よ
り
魂
を
死
の
使
者
に
引
き
渡
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
、
様
々
な
集
団
の
人
々
の
心
は
こ
の
上
な
い
恐
怖
に
支
配
さ
れ
、
モ
ス
ク
か
ら
散
り
散
り

　
　
に
逃
げ
出
し
た
。
厨
置
一
瓢
呂

こ
の
事
件
の
後
・
響
書
冨
思
錠
じ
・
葵
％
が
宥
力
量
（
鴇
鐸
≦
糞
壷
の
慰
撫
と
ア
ブ
ド
．
マ
ナ
↓
一
族
（
§
鼠
。
）
零

細
あ
る
宗
教
（
日
葭
暮
）
の
強
化
」
に
関
す
る
淘
げ
三
白
帥
．
ロ
の
勅
書
（
巳
劉
コ
）
を
ヘ
ラ
ー
ト
に
も
た
ら
し
、
金
曜
日
に
は
こ
の
勅
書
が
読
ま
れ
、

フ
ト
バ
に
お
い
て
「
＝
一
人
の
イ
マ
ー
ム
の
輝
か
し
い
行
為
」
が
語
ら
れ
た
〔
竃
呂
。
次
い
で
晦
日
冒
冥
a
ヨ
点
留
山
が
ヘ
ラ
ー
ト
に
到
着
し
、

138 （ユ38）



ω
燥
げ
H
ω
ヨ
四
、
圓
一
の
到
来
は
更
に
後
の
こ
と
で
、
「
〔
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
〕
二
〇
日
（
＝
一
月
二
皿
日
）
の
朝
、
有
力
者
達
（
躊
筈
貯
≦
p
ρ
．
鑑
≦
㊤
ρ
魯
替
薪

§
p
拭
妻
9
導
ρ
．
嘗
）
の
み
な
ら
ず
貴
賎
様
女
な
人
々
の
大
多
数
（
ρ
冨
巨
財
σ
露
助
脇
譲
㊤
、
署
餅
B
白
）
が
喜
び
に
満
ち
て
華
麗
な
る
天
の
行
列
を
歓

迎
し
た
」
と
い
う
欝
嵩
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
以
上
の
よ
う
な
『
欝
窯
薗
の
記
述
内
容
か
ら
、
“
9
1
び
H
ω
ヨ
似
．
認
が
似
p
唄
鼠
登
営
9
1
昌
の
場
合
と
同
様
に
、
新
し
い
支
配
者
と
し
て
無
抵
抗

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
加
え
て
、
轄
≦
鋤
邑
餌
ヨ
騨
が
誹
げ
H
ω
露
魑
．
羅
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
を
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
圧
政

か
ら
の
解
放
と
し
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
側
の
献
墨
史
書
と
い
う
性
格
と
不
可
分
の
こ
の
よ
う
な
描

き
方
は
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
圧
政
に
苦
し
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
人
々
の
暴
動
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
「
ウ
ズ
ベ
ク
族
と
少
し
で
も
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
フ
デ
イ
　

係
の
あ
っ
た
人
女
」
以
外
の
ヘ
ラ
ー
ト
住
畏
に
と
っ
て
、
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ
ュ
軍
は
ま
さ
し
く
救
世
主
軍
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

金
曜
モ
ス
ク
に
お
け
る
熾
餌
甘
N
塁
鵠
㊤
∵
∪
ぎ
殺
害
事
件
が
ヘ
ラ
ー
ト
住
民
に
「
こ
の
上
な
い
恐
怖
」
を
与
え
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ

る
。
「
シ
ャ
ー
と
対
立
す
る
者
達
」
と
は
、
一
体
如
何
な
る
人
々
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

16世紀初頭のヘラート（久保）

　
『
野
暑
．
軌
．
』
で
は
、
類
四
身
躊
の
友
人
冨
圃
生
餌
ゆ
ρ
饗
ρ
B
な
る
人
物
に
ま
つ
わ
る
逸
話
の
中
で
、
趣
鋳
H
。
。
B
帥
、
鵠
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
の

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
『
欝
寓
£
と
は
全
く
異
な
っ
た
立
場
か
ら
の
記
述
は
、
缶
鋤
昔
N
騨
葦
鉱
6
冒
殺
害
事
件
の
詳
細
を
含
め
、
非
常

に
興
味
深
い
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

　
あ
る
夜
、
渇
器
密
が
自
宅
で
友
人
達
と
趣
警
H
。
。
ヨ
餅
．
ロ
の
到
来
に
つ
い
て
語
り
舎
っ
て
い
た
蒔
、
諸
同
震
9
1
b
ヴ
㊤
饗
曽
B
が
震
え
な
が
ら
や

っ
て
来
て
、
伽
㊤
団
σ
油
鼠
転
9
1
瓢
の
倒
死
と
「
ρ
口
口
智
ゆ
と
い
う
名
の
諺
ヨ
膣
緊
a
B
点
ゆ
四
国
の
甥
が
似
警
H
の
ヨ
9
1
、
ロ
の
フ
ァ
ト
フ
・
ナ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
も
た
ら
し
た
」
こ
と
を
伝
え
た
〔
寒
幾
、
噛
、
」
8
ご
。
翌
朝
、
有
力
者
達
（
P
一
（
帥
げ
一
村
　
〆
く
ρ
　
節
㎝
μ
・
勲
｛
　
毒
節
　
鱒
げ
餓
囲
剛
　
ノ
く
ρ
　
9
、
帥
一
圃
　
♂
〈
勲
　
田
9
メ
く
鋤
一
剛
）
が
金
曜
モ
ス

ク
に
集
ま
り
、
「
寓
ρ
≦
鑓
コ
9
1
趣
鍵
鑑
巴
6
同
雷
N
蔓
財
ρ
茜
9
1
冨
の
子
孫
（
ρ
琶
鑑
）
の
一
人
で
あ
っ
た
切
四
身
N
銘
5
巴
む
同
［
二
が
選
ば
れ
て
フ

ァ
ト
フ
・
ナ
ー
マ
を
読
み
始
め
た
ロ
8
。
。
一
δ
8
〕
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
出
来
事
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。

139　（139）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
フ
ァ
ト
フ
・
ナ
！
マ
の
、
教
友
達
（
o
。
㊤
げ
騨
げ
9
）
の
内
一
七
人
に
呪
い
（
す
、
p
）
を
か
け
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
部
分
に
ま
で
達
す
る
と
、
起
飼
欝
N
醸
ロ

　
巴
－
U
冒
は
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
有
力
者
達
（
ρ
犀
9
1
び
貯
）
の
方
を
見
た
。
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
言
っ
た
。

　
　
　
　
「
お
お
、
ハ
ー
フ
ィ
ズ
よ
。
騒
動
を
起
こ
す
な
。
人
々
の
血
を
流
す
な
。
〔
フ
ァ
ト
フ
・
ナ
ー
マ
の
中
に
〕
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
全
て
雷
う
の
だ
。
」

　
起
似
甘
N
昌
詳
践
－
∪
冒
は
呪
い
に
関
す
る
凡
そ
一
〇
行
を
読
み
飛
ば
し
た
。
ρ
島
噛
p
は
怒
っ
て
言
っ
た
。

　
　
　
　
「
シ
ャ
ー
の
勅
書
（
口
栃
P
口
）
の
中
で
晒
し
を
為
す
と
は
何
と
い
う
奴
だ
。
」

　
　
〔
転
似
甘
N
ρ
団
鵠
ρ
Ψ
U
冒
と
対
立
し
て
い
た
〕
綴
飼
貸
朝
p
ω
ρ
ゆ
．
》
財
が
欝
つ
た
。

　
　
　
　
「
彼
が
ど
う
し
て
呪
い
を
か
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
名
は
N
昌
口
餌
甲
○
冒
箆
寒
し
口
§
黛
、
で
あ
り
、
彼
の
祖
父
の
名
は
ω
鍵
鋒
既
6
冒
．
S
§
§
で

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
　
あ
る
の
だ
か
ら
。
」

　
…
…
（
中
略
）
…
…
蜜
ロ
ρ
島
窟
昌
は
立
ち
上
っ
た
。
そ
し
て
、
朝
ρ
琶
賃
．
滋
同
臭
㊤
α
α
9
を
ミ
ソ
バ
ル
の
上
に
行
か
せ
た
。
乃
ち
〔
叔
ρ
冠
鍵
．
諺
断

　
冒
㊤
α
3
＃
は
〕
彼
の
髭
と
衿
を
掴
ん
で
言
っ
た
。

　
　
　
　
「
お
い
、
逸
脱
者
（
冨
H
ご
同
）
よ
、
早
く
呪
い
を
か
け
ろ
。
」

　
そ
し
て
、
彼
に
言
葉
を
発
す
る
暇
も
与
え
な
い
で
ミ
ソ
バ
ル
か
ら
引
き
摺
り
下
ろ
し
た
。
ま
だ
床
に
足
を
下
ろ
さ
な
い
う
ち
に
一
人
の
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ
ュ

　
　
（
會
N
夕
げ
舘
）
が
剣
を
彼
の
頭
に
打
ち
つ
け
、
彼
の
眉
の
間
が
裂
け
た
。
約
一
〇
人
の
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ
ュ
が
ミ
ン
バ
ル
の
下
で
彼
を
切
り
刻
ん
だ
。
そ
の
瞬

　
　
間
、
金
曜
モ
ス
ク
の
中
に
終
末
の
日
の
太
陽
が
昇
っ
た
。
確
か
に
冨
㊤
三
習
南
窓
副
帥
6
同
p
、
諺
び
α
p
甲
閃
率
直
ぎ
執
9
1
琶
圃
の
弟
子
（
目
μ
砿
α
）
の
一
人
で

　
あ
っ
た
良
き
ハ
ー
フ
ィ
ズ
が
言
っ
た
。

　
　
　
　
「
気
の
毒
な
こ
と
だ
。
朝
9
1
甘
N
畠
p
僧
￥
U
冒
は
殉
教
者
（
鐙
ぼ
α
）
と
な
っ
た
。
」

　
　
〔
キ
ズ
ィ
ル
パ
ー
シ
ュ
達
は
〕
彼
を
も
切
り
刻
も
う
と
し
た
。
あ
る
入
々
が
〔
美
名
を
〕
嘆
願
し
て
四
千
ハ
重
罪
ー
（
賞
9
1
嵩
）
を
請
け
負
っ
た
の
で
彼
は
救

　
　
わ
れ
た
。
〔
H
O
＄
i
巴
④
昌

こ
の
よ
う
な
出
来
事
に
金
曜
モ
ス
ク
の
中
は
騒
然
と
な
り
、
冨
㊤
三
習
9
1
、
諺
げ
蜘
ゆ
〒
菊
魯
ヨ
9
1
配
置
9
圃
の
患
子
、
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
、

そ
し
て
幾
人
か
の
有
力
老
達
（
鼠
輩
げ
ε
が
気
絶
し
て
外
へ
運
び
出
さ
れ
る
一
方
、
屋
根
の
上
に
い
た
人
々
の
多
く
が
下
に
落
ち
て
腕
や
脚
を
折
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り
、
凡
そ
七
人
が
死
ぬ
と
い
う
有
り
様
で
あ
っ
た
口
8
昌
。
金
曜
モ
ス
ク
に
い
た
≦
9
1
萌
茜
と
心
理
鼠
b
ご
9
団
三
日
は
、
そ
の
場
を
離
れ
て

ω
巳
富
⇔
較
ロ
ω
ゆ
饗
ρ
竃
一
著
9
1
の
マ
ド
ラ
サ
と
ハ
…
ン
カ
ー
の
前
ま
で
辿
り
着
い
た
ロ
0
2
i
ε
爲
〕
が
、
金
曜
モ
ス
ク
の
外
で
も
騒
動
が
起
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
　
金
曜
モ
ス
ク
か
ら
そ
の
場
所
に
到
着
す
る
ま
で
に
、
我
々
は
、
槍
に
突
き
刺
さ
れ
た
凡
そ
五
〇
の
首
を
見
た
。
〔
槍
を
持
っ
た
人
々
は
〕
運
び
な
が
ら
こ
う

　
　
言
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
「
お
お
、
逸
脱
し
た
ス
ン
ナ
派
の
犬
共
（
。
。
§
a
ω
p
σ
q
習
晶
冨
蕊
固
）
よ
。
戒
め
と
せ
よ
。
」

　
　
ま
た
、
有
名
な
背
教
者
（
縞
φ
禽
）
で
あ
っ
た
竃
跨
Q
り
弩
葺
錠
綴
が
教
友
達
に
対
す
る
呪
い
（
ご
．
昌
山
ρ
魯
9
1
び
）
を
イ
ラ
ー
ク
調
（
9
1
げ
窪
α
q
点
．
H
縞
ρ
）
で
吟
じ

　
　
た
。
そ
し
て
、
彼
の
下
に
約
千
人
が
集
ま
り
、
そ
の
〔
呪
い
の
〕
雷
葉
を
乞
え
な
が
ら
偶
嘗
9
1
げ
9
の
先
の
方
へ
と
向
か
っ
た
。
彼
ら
と
同
行
す
る
こ
と
に

　
　
な
っ
た
者
は
誰
も
引
き
返
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
〔
こ
の
集
団
は
〕
常
に
〔
誰
か
の
〕
首
を
槍
に
突
き
刺
し
な
が
ら
進
み
、
鼠
ρ
≦
高
畠
賭
臼

　
　
巴
6
冒
、
諺
げ
幽
ρ
劉
如
菩
白
9
1
渇
智
難
回
の
廟
（
b
P
ρ
N
9
巴
）
の
所
に
到
着
し
た
。
約
一
万
人
が
集
ま
っ
て
い
た
。
　
そ
の
建
物
の
何
処
か
に
あ
っ
た
扉
、
窓
、
椅

　
　
子
、
板
を
全
て
マ
ウ
ラ
ー
の
墓
（
ρ
㊤
酵
）
の
上
に
投
げ
た
。
そ
の
高
さ
は
、
廟
の
イ
ー
ワ
ー
ソ
の
先
端
程
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
火
を
放
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
…
…
（
中
略
）
…
…
私
と
冒
冒
鵠
ゆ
ミ
話
露
は
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
寓
仁
ρ
昌
唄
9
1
旨
の
街
区
（
営
騨
ザ
巴
獲
）
の
辺
り
で
は
、
群
衆
が
呪
い
を
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
た
。
私
と
数
年
来
の
付
き
合
い
で
、
ス
ン
ナ
派
教
徒
（
ω
§
菖
）
で
あ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
（
白
器
巴
B
魑
p
）
で
あ
る
と
儒
じ
て
い
た
一
人
の
学
生
（
富
慰
び
漏

　
　
、
㎏
8
）
が
現
れ
た
。
私
は
彼
に
言
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
「
お
お
、
友
よ
。
我
々
は
ど
う
し
て
〔
こ
ん
な
所
に
〕
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
下
ら
な
い
琶
葉
を
い
つ
ま
で
聞
く
の
だ
ろ
う
。
さ
あ
、
一
緒
に

　
　
　
　
行
こ
う
。
」

　
　
そ
の
不
吉
な
る
者
が
叫
ん
だ
。

　
　
　
　
「
お
お
、
友
だ
ち
よ
。
来
て
く
れ
。
見
よ
、
逸
脱
者
（
冨
且
圃
）
だ
。
」

　
　
こ
の
よ
う
に
彼
が
窺
う
と
、
そ
の
人
込
み
が
亡
い
た
。
私
は
す
ぐ
に
自
分
の
頭
を
下
げ
て
人
込
み
の
中
に
入
り
込
み
、
そ
の
悪
党
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
。
〔
群

　
　
衆
は
〕
私
を
捜
し
始
め
た
。
口
O
①
b
。
l
H
8
ω
〕
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そ
し
て
、
≦
君
済
は
命
を
狙
わ
れ
逃
げ
惑
う
が
、
結
局
こ
の
集
圃
は
、
別
人
を
芝
習
漆
と
間
違
え
て
殺
害
し
、
そ
の
首
を
槍
に
突
き
刺
し

て
去
っ
て
行
っ
た
と
い
う
口
O
逡
l
H
8
①
〕
。

　
『
寒
§
就
．
』
の
記
述
内
容
に
従
え
ば
、
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ
ュ
に
よ
る
鵜
似
嘗
N
ρ
讐
巴
－
U
圃
二
殺
害
の
原
因
は
、
彼
が
一
七
人
置
教
官
に
対

す
る
呪
い
を
読
み
飛
ば
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
と
対
立
し
て
い
た
煩
9
1
嘗
煽
霧
窪
、
と
固
の
発
言
内
容
か
ら
、
一
七
人
の
教
友
の
中

に
初
代
と
第
三
代
の
正
統
カ
リ
フ
、
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
と
ウ
ス
マ
ー
ン
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
『
智
冒
守
』
よ
り
後
の

ω
習
H
ω
勇
9
1
、
ロ
史
で
は
、
掴
餅
嘗
N
㊤
春
野
む
営
が
「
第
三
代
ま
で
の
カ
リ
フ
に
対
す
る
呪
い
（
冨
、
巳
9
或
甲
胤
強
聴
」
を
拒
絶
し
た
た
め
に

殺
害
さ
れ
た
と
し
て
お
り
〔
』
§
塁
ミ
し
逡
σ
〕
、
　
較
芝
習
q
ρ
鑓
騨
の
息
子
は
、
「
両
シ
ャ
イ
フ
（
跨
菩
p
題
）
即
ち
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
と
ウ
マ
ル
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
事
件
が
起
っ
た
と
伝
え
て
い
る
〔
智
9
嘩
8
菖
。
こ
の
よ
う
な
諸
史
料
の
記
述
か
ら
、
先
に
『
嘗
黛
い
』
に
見
ら
れ
た

「
シ
ャ
ー
と
対
立
す
る
者
達
」
と
い
う
言
葉
が
、
世
事
代
ま
で
の
正
統
カ
リ
フ
を
含
む
一
七
人
の
教
友
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

類
帥
曾
N
9
図
⇒
巴
b
営
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
シ
ー
ア
主
義
の
犠
牲
者
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
類
習
濤
が
記
す
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ

ス
ラ
ー
ム
の
彼
に
対
す
る
忠
告
は
、
住
民
の
安
全
の
た
め
に
敢
え
て
麗
筆
に
対
す
る
呪
い
を
容
認
す
る
と
い
う
態
度
も
あ
り
得
た
こ
と
を
示
し

て
お
り
、
に
圃
曾
N
騨
団
⇔
巴
－
∪
営
の
如
き
厳
格
さ
が
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
根
拠
は
何
処
に
も
な
い
。

　
こ
の
如
帥
嘗
N
ρ
団
⇒
㊤
Ψ
∪
冒
殺
害
事
件
を
契
機
と
し
て
起
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
　
ス
ン
ナ
派
狩
り
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
暴
動
と
、
鼠
ρ
妻
－

蘇
鼠
．
〉
σ
α
ρ
甲
屠
ρ
ゲ
日
9
1
自
門
ヨ
四
域
の
破
壊
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
冒
騨
乱
言
帥
、
》
ぴ
α
巴
－
深
山
ザ
B
四
⇔
冒
B
固
は
ス
ン
ナ
派
の
ナ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

シ
ュ
バ
ン
デ
ィ
…
教
団
に
属
す
る
神
秘
主
義
者
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
に
関
す
る
『
b
冒
ミ
勘
、
帖
．
』
の
記
述
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

中
に
「
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ
ュ
」
と
い
う
語
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
ス
ン
ナ
派
狩
り
と
高
名
な
ス
ン
ナ
派
の
神
秘
主
義
者
の
聖
廟
破
壊
が

ヘ
ラ
ー
ト
倥
民
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
特
に
、
護
㊤
三
9
1
鼠
、
諺
σ
α
巴
三
白
ヨ
9
1
昌
一
9
1
日
圏
廟
の
破
壊
は
、
こ
れ
ま
で
ヘ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ー
ト
に
お
け
る
弥
留
H
ω
9
餅
、
ロ
並
び
に
キ
ズ
ィ
ル
パ
ー
シ
ュ
の
狂
信
的
行
為
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
だ
け
に
、
時
習
馨
の
証
番
は

貴
重
で
あ
る
。
で
は
、
ヘ
ラ
ー
ト
住
民
の
内
如
何
な
る
人
々
が
如
何
な
る
理
由
で
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
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ス
ン
ナ
派
狩
り
の
標
的
と
な
っ
た
の
が
、
実
際
に
厳
格
な
ス
ン
ナ
派
教
徒
達
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
≦
霧
難
を
ス
ン
ナ
派
狩
り
の
標
的

と
し
た
の
は
、
「
ス
ン
ナ
派
教
徒
で
あ
る
」
と
「
信
じ
て
い
た
」
自
身
の
友
人
で
あ
り
、
≦
留
鰯
が
「
（
お
そ
ら
く
教
友
達
に
対
す
る
）
呪
い
」
を

「
下
ら
な
い
言
葉
」
と
言
っ
た
こ
と
が
そ
の
直
接
の
原
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
友
人
は
、
共
に
毛
習
黙
を
追
跡
す
る
人
々
に
対
し

て
次
の
よ
う
に
も
言
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
「
此
奴
〔
口
と
く
帥
。
。
罵
同
〕
は
、
ω
蓼
器
欝
餌
．
凱
と
そ
の
一
門
へ
・
。
一
巨
冨
）
を
全
て
風
刺
し
た
人
物
だ
。
シ
ャ
ー
に
対
す
る
贈
物
と
し
て
彼
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
。
」

　
〔
切
蟄
織
織
．
軌
．
u
　
一
〇
①
朝
〕

鈴
げ
H
。
。
日
9
1
、
ロ
に
阿
る
た
め
に
数
年
来
の
友
人
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
一
学
生
の
姿
と
、
不
用
意
な
発
言
の
た
め
に
「
逸
脱
者
」
と
し
て
ス
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ナ
派
狩
り
の
標
的
と
な
っ
た
≦
習
蕎
の
姿
が
、
こ
の
時
の
ヘ
ラ
ー
ト
の
情
況
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
成
立
以
前
の
東
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
い
て
、
ス
ン
ナ
派
と
シ
ー
ア
派
の
区
分
や
対
立
を
考
え
る
時
、
そ
こ
に
は
混
沌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

と
し
た
環
境
が
浮
び
上
が
り
、
サ
ブ
一
・
ヴ
ィ
ー
朝
創
設
期
の
シ
ー
ア
主
義
も
確
固
た
る
学
問
的
伝
統
に
基
づ
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
頃
シ
ー
ア
派
表
明
の
証
し
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
既
に
国
．
○
ド
ω
ω
Φ
p
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
三
代
ま
で
の
正

統
カ
リ
フ
に
対
す
る
呪
い
（
ぴ
．
冨
げ
）
と
シ
ャ
ー
の
崇
拝
（
。
。
ご
匹
p
）
で
あ
り
、
厳
格
な
ス
ン
ナ
派
学
老
の
代
蓑
と
さ
れ
る
閏
㊤
住
と
筋
げ
げ
．
拶
欝
－

σ
鏑
習
が
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
i
朝
の
一
三
イ
マ
…
ム
派
シ
ー
ア
主
義
を
攻
撃
す
る
の
も
、
正
に
こ
の
二
点
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
鴇
ミ
蓉
”
ω
リ
ア

　
　
　
⑳

ω
o
。
。
・
蕗
。
〕
。
こ
の
よ
う
に
形
式
的
で
単
純
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
宗
派
を
尺
度
と
し
て
暴
動
に
舶
わ
っ
た
者
達
と
そ
の
被
害
者
達
を
区
分
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
に
は
、
金
曜
モ
ス
ク
に
お
け
る
出
田
⇔
咽
N
騨
蜜
⇒
ρ
窄
U
ぽ
殺
害
事
件
に
よ
っ
て
恐
慌
状
態
に
陥
っ
た
北
面
が
、
自

分
の
身
を
守
る
た
め
、
あ
る
い
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
巻
に
阿
る
た
め
に
、
窯
騨
駆
雪
暮
野
縁
の
如
き
扇
動
者
の
言
葉
に
扇
ら
れ
て
こ
の
よ
う

な
暴
動
を
起
こ
し
、
適
当
な
口
実
の
見
出
せ
る
人
物
を
「
逸
脱
者
」
と
し
て
殺
害
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
砂
跨
H
ω
諺
帥
、
ロ
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
、
跨
げ
H
。
。
白
餌
．
ロ
が
詮
団
鼠
巳
輯
9
の
場
合
と
同
様
に
住
民
側
か
ら
無
抵
抗
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に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
、
住
民
の
一
部
が
、
ウ
ズ
ベ
ク
族
と
関
係
の
あ
っ
た
人
々
に
対
す
る
報
復
を
行
っ
た
こ
と
、
金
曜
モ
ス
ク
に
お
け
る

キ
ズ
ィ
ル
パ
ー
シ
ュ
の
残
虐
な
行
為
が
、
住
民
の
一
部
を
反
ス
ン
ナ
派
の
暴
動
へ
と
導
い
た
こ
と
、
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
尚
、
紛
げ
H
ω
露
帥
、
ロ
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
に
つ
い
て
は
、
軽
≦
9
α
ρ
巳
騨
と
毛
洋
陶
の
外
に
、
同
じ
く
ヘ
ラ
ー
ト
在
住
の
》
密
冒
m
ρ
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

巴
6
ぼ
ω
口
＃
9
1
口
H
σ
鼠
嘗
ヨ
諺
営
見
舞
が
、
ω
9
1
げ
H
ω
ヨ
9
1
、
昌
の
依
頼
で
執
筆
し
た
そ
の
著
書
寒
“
轟
ミ
傷
口
ミ
の
中
で
、
証
言
を
書
き
残
し

て
い
⑱
本
稿
で
は
・
こ
の
史
書
の
原
文
は
奮
州
で
き
な
か
・
た
が
・
い
雪
ぎ
に
よ
る
と
誌
飼
・
露
量
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
覆
・
シ
・

イ
バ
ー
ン
朝
時
代
に
横
領
さ
れ
て
い
た
耕
地
（
《
　
　
　
　
監
ρ
嶋
錠
）
と
不
動
産
（
ρ
試
論
）
が
元
の
所
有
者
に
返
還
さ
れ
た
こ
と
や
、
ワ
ク
フ
文
書
の
確
定
が

為
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
け
る
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
三
朝
の
善
政
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
、
他
方
で
は
、
キ
ズ
ィ
ル
パ
ー
シ
ュ
に
よ
っ
て
財
産
を
強
奪
さ
れ
た
カ
ー
デ
ィ
ー
の
存
在
を
も
伝
え
て
い
る
と
い
う
。
ウ
ズ
ベ
ク
軍
と
同
じ

く
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ
ュ
軍
も
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
い
て
掠
奪
行
為
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
場
合
に
は
、
シ
ャ
イ
バ
ー

ン
朝
に
お
け
る
サ
ド
ル
や
宮
廷
詩
人
の
如
き
、
軍
人
階
級
に
属
さ
な
い
掠
奪
者
の
存
在
は
確
認
さ
れ
な
い
。

144 （144）

①
頓
毛
創
鼠
騨
ヨ
冒
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
も
の
で
は
あ
る
が
起
’
轟
鼠
9
ヨ
劉

　
さ
書
藁
嵩
ミ
鼠
ミ
魯
、
⑦
α
．
8
．
○
§
ユ
霊
団
、
O
P
旨
σ
凱
α
σ
q
ρ
H
O
δ
に
付
せ
ら
れ

　
た
序
文
が
参
考
に
な
る
。
≦
四
曾
碑
と
そ
の
著
書
鴨
ミ
勘
”
焼
、
霜
㍗
§
禽
”
帖
．
に
つ
い

　
て
は
、
ω
鐸
算
①
冨
望
H
㊤
謬
㌧
ミ
ー
α
㊤
…
ミ
貸
ミ
匙
h
§
葱
、
、
ミ
§
ミ
。
、
§
さ
鴛
逡
ミ
§

　
執
§
§
3
》
羨
㌣
〉
↓
2
一
Φ
⑦
Φ
b
一
丁
占
謡
を
参
照
で
き
る
が
、
最
も
詳
細
な
研
究

　
〉
。
エ
。
膨
。
き
び
6
①
じ
ロ
㌧
O
D
寒
雫
＆
－
働
、
ミ
b
ロ
ミ
、
意
藍
鼠
動
ミ
§
ミ
h
ミ
ミ
ミ
職
ミ
戴
き
k
「
ミ

　
（
9
ミ
ミ
ミ
魯
、
爲
ミ
。
織
曾
。
い
ミ
懸
ミ
y
O
器
軽
鍔
Q
銘
℃
お
零
は
今
回
利
用
で
き
な

　
か
っ
た
。
尚
、
切
騒
翁
．
帖
．
ミ
ー
§
禽
、
蝋
、
の
概
略
は
〉
』
山
・
切
。
配
員
鵠
需
炉
、
、
ヨ
Φ
ン
蔓
呂
¢

　
ω
慈
甲
録
－
田
口
器
じ
d
o
窪
魯
噌
＝
（
艮
嗣
剛
0
8
蓄
【
決
旗
出
鵠
｝
一
ω
釜
Φ
田
田
剛
塗
』
7
↓
図
霊
。
噛
剛
）
釜
ω
＝
潤

　
O
℃
o
建
集
〉
も
。
晒
簑
課
×
0
9
0
霊
9
碁
鎚
α
2
霧
×
く
一
×
≦
切
ζ
。
‘
．
、
ミ
動
ミ
。
ミ
曾
自

　
恥
8
ミ
。
§
、
o
逗
動
亀
q
ミ
器
巽
。
。
。
。
曹
≧
ミ
ミ
§
や
冨
（
H
り
G
。
り
）
〔
以
下
、
、
切
。
鎧
ひ
6
露

　
お
ω
り
”
、
と
略
記
〕
”
鈴
ω
－
凶
①
O
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

②
ω
目
顔
σ
四
島
較
似
⇒
の
事
蹟
と
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
征
服
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
〉
・
〉
・

　
O
窪
。
き
切
、
へ
．
霞
①
ま
撃
〒
越
＝
嵩
ω
呂
。
ゆ
器
塁
①
霧
｛
哨
闘
7
ヨ
Φ
導
一
刷
［
ゴ
闘
7
蔓
で
琵
8
㌧
．
．

　
ミ
智
》
瞭
隷
◎
ミ
ミ
＆
さ
職
6
0
抽
×
昏
冥
（
お
鰹
）
〔
以
下
、
、
6
窪
窪
畠
山
り
鐙
p
”
．

　
と
略
記
〕
が
詳
し
い
が
、
堀
川
徹
「
シ
ャ
イ
バ
ー
二
一
・
ハ
ソ
と
ア
ル
ク
ー
ク
城
」

　
『
史
林
』
六
ニ
ー
六
（
一
九
七
九
）
、
四
八
一
五
八
に
お
い
て
も
簡
潔
に
ま
と
め
ら

　
れ
て
い
る
。
ω
9
望
ぴ
習
同
¢
叫
コ
の
そ
の
他
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
間
野
英
二
「
バ

　
ー
ブ
ル
・
バ
ー
デ
ィ
シ
ャ
ー
プ
と
ハ
イ
ダ
ル
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
1
そ
の
相
互
関
係

　
－
」
『
東
洋
史
研
究
』
四
六
－
三
（
一
九
八
七
）
、
駐
⑬
参
照
の
こ
と
。

③
以
上
の
三
名
は
本
稿
の
衷
H
「
ヘ
ラ
ー
ト
の
主
要
な
有
力
者
達
」
の
番
号
①
、

　
④
、
⑥
の
人
物
（
後
述
）
。

④
　
表
∬
1
①
の
人
物
に
よ
っ
て
建
造
さ
れ
た
も
の
〔
〉
一
一
〇
コ
　
一
㊤
○
○
一
㌧
　
一
膳
b
o
〕
。
本
稿

　
で
言
及
す
る
ヘ
ラ
ー
ト
の
街
区
や
建
造
物
及
び
そ
れ
ら
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
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、
．
と
冨
ロ
一
㊤
Q
。
一
、
、
参
照
の
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

⑤
　
ヘ
ラ
ー
ト
出
身
の
詩
人
で
、
ぺ
．
ル
シ
ャ
語
散
文
の
象
混
一
蕊
－
励
§
｝
§
の
著
者
。

　
　
　
　
　
く

　
零
冒
．
〉
胃
Q
D
冒
甥
”
乏
酬
．
回
に
疎
ま
れ
て
ヘ
ラ
ー
ト
を
離
れ
、
ア
グ
・
コ
ユ
ソ
ル
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
の
ω
三
園
臨
く
”
、
息
σ
の
下
で
保
護
を
受
け
た
後
、
今
度
は
ω
喜
び
ぎ
H
偶
ぎ
の

　
宮
廷
で
地
位
を
確
立
し
て
い
た
〔
ω
取
手
発
受
H
O
蚕
匿
全
這
。
。
〕
。

⑥
表
∬
で
取
り
上
げ
た
人
々
（
後
述
）
。

⑦
ヘ
ラ
ー
ト
近
郊
（
ヘ
ラ
ー
ト
の
東
）
に
あ
っ
た
牧
草
地
〔
≧
｝
①
p
δ
。
。
ど
。
。
。
。
〕
。

⑧
　
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
初
期
の
サ
ド
ル
の
職
務
内
容
は
未
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い

　
が
、
デ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
の
サ
ド
ル
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
に
関
す
る
職
務
を
有
す
る

　
潜
達
（
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
除
く
）
を
統
轄
し
、
ワ
ク
ブ
を
管
理
し
た

　
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〔
国
噛
謁
。
口
o
o
ヨ
①
さ
的
鷺
ミ
題
ミ
達
ミ
§
§
喪
§
導
ミ
ミ
§
題
賛

　
　
　
て

　
b
翁
の
＆
尊
9
轟
ミ
勘
§
恥
．
嵐
ミ
ミ
、
§
』
§
憶
さ
ミ
ミ
き
瀞
慢
ミ
恥
ミ
ミ
」
蕊
さ
ミ
、
畑
曲
§
鱗

　
≦
貯
ω
σ
p
。
島
Φ
P
一
㊤
O
N
一
二
∴
心
窃
…
間
野
英
二
「
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
社
会
」
『
岩
波

　
講
座
世
界
歴
史
』
入
（
一
九
六
九
）
〔
以
下
「
間
野
　
一
九
六
九
」
と
略
記
〕
、
三

　
一
〇
1
三
一
一
〕
。
実
際
に
こ
の
人
物
は
、
　
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
治
下
の
ヘ
ラ
ー
ト

　
に
お
い
て
新
た
に
カ
ー
デ
ィ
ー
、
ム
フ
タ
ス
ィ
ブ
等
を
任
命
し
、
ワ
ク
フ
の
運
営

　
に
も
介
入
し
て
い
る
（
後
述
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

⑨
　
ト
ゥ
ル
キ
ス
タ
ー
ソ
地
方
（
シ
ル
河
中
流
域
）
の
出
身
で
、
ω
還
σ
習
M
頼
蟹
が

　
「
ト
ゥ
ル
キ
ス
タ
ー
ソ
の
境
域
に
到
着
し
た
晴
」
そ
の
臣
下
に
な
っ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
〔
昏
笥
黛
ω
。
。
昌
。
尚
、
ト
ゥ
ル
キ
ス
タ
ー
ン
地
方
は
ω
ミ
σ
ぎ
剛
気
ぎ
の
勢
力
基

　
盤
で
あ
る
〔
堀
川
、
前
掲
論
文
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

⑩
彊
毛
髪
魯
ヨ
冒
は
別
の
簡
所
で
同
じ
人
物
が
、
ω
醸
σ
倒
嵩
娼
ぎ
の
宮
廷
に
お

　
け
る
「
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
監
督
官
の
地
位
（
5
ロ
餌
コ
ω
9
一
）
一
一
　
一
己
門
創
刊
一
一
　
伍
同
！
く
倒
膨
）
」
に
あ
っ

　
た
こ
と
を
債
え
て
い
る
〔
閑
R
窃
祠
守
、
　
㎝
一
ω
〕
。
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
監
督
宮
に
つ
い
て
は
、

　
本
稿
第
二
章
註
⑳
参
照
の
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
く

⑪
　
こ
の
人
物
は
ω
畠
σ
雪
両
国
習
の
敗
死
後
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
受
け
入
れ
ら

　
れ
、
「
財
務
官
の
地
位
（
導
き
超
び
占
芝
齢
9
舞
看
脚
悪
闘
属
び
－
扇
島
’
贔
嵩
）
」
を
手
に

　
入
れ
る
〔
讐
鷺
黛
窪
ω
1
鰹
出
。

⑫
ケ
ペ
キ
ー
・
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
¢
ロ
・
切
も
弓
。
き
き
、
、
寄
a
2
＝
圃
。
3

　
暑
窪
齢
．
、
0
9
ミ
詫
ミ
ミ
、
H
H
歯
M
も
。
ω
参
照
。

　
　
く

⑬
　
ω
曙
げ
似
島
較
ぎ
の
祖
父
で
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
王
家
の
祖
（
一
四
一
ニ
ー
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
六
八
）
。
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
は
ω
四
憎
げ
餅
嵩
置
訓
二
を
創
設
者
と
す
る
が
、
そ
の
王

　
　
　
く

　
家
は
ω
契
σ
倒
島
家
で
は
な
く
〉
菖
ρ
7
頓
ρ
胃
家
で
あ
っ
た
。
〉
σ
郎
旦
－
較
ρ
覧

　
家
の
系
図
は
、
｝
㌦
い
．
切
9
0
ρ
口
？
Ω
錘
重
き
。
昌
♂
、
．
ご
剛
6
い
に
8
0
窪
9
5
窪
⑦
血
⇔

　
℃
境
貯
8
ω
Φ
け
篇
、
9
℃
堕
＝
”
σ
q
o
。
。
螢
σ
岱
．
＝
【
一
三
望
凱
α
8
、
、
．
6
§
鳶
湊
ミ
“
き
謡
§
錘
窮
鷲

　
ミ
句
。
ミ
“
馬
鳶
§
「
×
緊
○
。
（
H
¢
ざ
y
島
Q
。
ム
ト
。
㊤
に
見
ら
れ
る
。

　
　
く

⑭
　
ω
ρ
畷
σ
倒
忌
叔
鍛
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
に
関
す
る
『
に
き
＆
』
の
記
述
は
、
O
義
強
δ
じ
¢

　
一
Φ
緯
ρ
①
辛
⑦
Φ
で
も
比
較
的
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑱
イ
ル
・
ハ
ソ
国
時
代
、
モ
ン
ゴ
ル
族
に
よ
っ
て
イ
ラ
ン
に
導
入
さ
れ
た
商
税
（
タ

　
ム
が
税
）
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
に
は
シ
ャ
リ
ー
ア
の
規
定
に
合
わ
せ
る
た
め

　
に
ザ
カ
ー
ト
と
偽
称
さ
れ
た
〔
≦
．
二
言
斜
．
．
U
㊤
ω
ω
8
鐸
。
コ
＜
①
ω
o
口
O
ω
露
p
簿
？

　
ロ
。
昌
ω
一
日
δ
．
漏
玉
目
一
①
■
冒
ぼ
一
石
＆
o
ユ
、
、
、
導
ミ
9
0
（
一
①
8
）
㌧
一
㊤
一
－
一
8
〕
。

　
尚
、
タ
ム
が
税
に
つ
い
て
は
、
本
田
實
信
「
タ
ム
ガ
（
↓
〉
三
「
〉
）
税
に
就
い
て
」

　
『
和
田
博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
陳
（
一
九
六
〇
）
が
参
考
に
な
る
。

⑯
貨
幣
単
位
と
し
て
の
ト
マ
ソ
は
一
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
を
指
す
〔
切
ご
畠
。
」
．
穿
箕
。
き
き

　
、
、
口
①
℃
2
鑑
2
ハ
上
国
餌
員
ヨ
呂
7
＝
m
O
冨
躍
O
鎚
観
岬
O
宍
O
詠
，
お
4
Φ
↓
醤
≧
盤
曳
躍
ρ
、
、
O
O
ミ
ミ
や

　
ミ
い
き
H
〈
㌔
ω
b
。
ω
1
ω
駆
。
凸
。
　
〉
．
〉
．
∩
2
窪
。
¢
コ
は
七
〇
万
ケ
ペ
キ
ー
・
デ
ィ
ー
ナ
ー

　
ル
を
換
算
し
て
、
三
五
万
ル
ー
ブ
リ
と
い
う
数
字
を
導
き
出
し
て
い
る
〔
〉
．
｝

　
O
r
。
寓
⑦
＝
8
ヤ
、
、
凋
山
2
8
↓
O
℃
z
①
画
塁
ま
お
頴
O
O
同
（
9
δ
竃
ヨ
（
O
塁
ヨ
O
讐
≡
3
、
亀
↓
鎚
×
堵
8
袖
常
〒

　
寓
＝
℃
ω
ぼ
（
一
海
①
Φ
1
一
q
O
O
）
㌧
、
、
§
題
ミ
§
為
9
も
§
馬
ミ
ミ
。
玉
込
§
ミ
塁
ま
嚢
竃
寒
へ
》
電

　
冨
◎
§
h
ミ
ミ
＆
O
O
卸
H
＜
（
6
朝
も
。
y
謬
〕
。

⑰
本
田
、
前
掲
論
文
、
八
四
三
。
ま
た
、
マ
ー
・
ワ
ラ
ー
ン
・
ナ
フ
ル
、
ホ
ラ
ー

　
サ
ー
ン
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
ス
タ
ー
ソ
の
中
間
に
位
置
す
る
交
易
の
中
心
地
カ
ー
ブ
ル
に

　
お
い
て
、
一
六
世
紀
の
初
頭
に
切
釧
σ
霞
が
得
て
い
た
収
入
は
、
タ
ム
．
ガ
税
の
み
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で
あ
る
〔
b
ロ
§
崎
§
嵐
㊤
呂
。

⑱
表
亜
1
④
の
人
物
と
は
全
く
の
別
人
。

⑲
　
当
言
の
ヘ
ラ
ー
ト
で
は
、
詩
人
、
楽
士
、
朗
唱
家
な
ど
を
集
め
て
詩
や
音
楽
を

　
楽
し
み
、
多
く
の
場
合
酒
を
飲
ん
で
四
方
山
話
に
興
じ
る
と
い
っ
た
、
私
的
な
社

　
交
の
場
を
提
供
す
る
会
合
が
頻
繁
に
開
か
れ
て
い
た
。
§
ミ
識
動
と
称
さ
れ
る
こ

　
の
よ
う
な
会
合
に
つ
い
て
は
『
b
尊
笥
爵
．
帖
．
』
に
多
く
の
記
述
が
見
ら
れ
、
既
に
そ
の

　
う
ち
の
一
部
は
英
訳
さ
れ
て
い
る
〔
ω
β
σ
＄
官
畷
H
曾
P
嵩
↓
凸
δ
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

⑳
≦
麟
曾
自
と
〉
ヨ
冒
ω
餌
σ
ヌ
δ
冨
の
息
子
が
師
（
昌
。
・
萄
山
）
弟
（
鋒
σ
q
搾
O
）
関
係

　
に
あ
っ
た
と
い
う
〔
寒
§
．
帖
．
・
訟
O
。
。
・
ド
お
㊤
〕
。

⑳
　
こ
の
王
妃
は
し
ば
し
ぼ
政
治
に
介
入
し
た
。
主
な
と
こ
ろ
で
は
、
の
a
葺
口

　
鎧
装
選
コ
蜜
臨
時
9
1
と
ω
p
禽
．
ρ
㍗
N
9
千
島
竃
冒
N
四
の
不
和
の
原
因
と
な
っ
た

　
寓
β
ヴ
騨
旨
諺
9
a
窯
潭
”
ヨ
冒
鎮
冒
鼠
（
b
σ
写
象
、
．
螢
駅
N
四
望
9
蜜
同
誕
似
の
息
子
）
謀
殺

　
窺
件
を
仕
綴
み
〔
切
口
・
ω
◎
切
膣
。
箕
。
ま
き
．
、
笹
子
マ
〉
出
〒
日
＝
唱
一
調
。
譜
｛
白
4
0
0
誇
国

　
》
剛
韓
蟹
7
、
、
O
o
・
ミ
詫
ミ
ミ
」
目
I
b
◎
」
祁
㎝
O
〕
、
ω
長
話
p
頓
q
ω
契
＝
鼠
冒
撞
残
時
に
は
、
バ

　
ル
ラ
ー
ス
部
の
ア
ミ
ー
ル
達
と
共
に
最
年
長
の
王
子
ご
σ
騨
島
、
ρ
一
－
N
p
ヨ
闘
ロ
㌶
冒
N
四

　
の
単
独
即
位
を
妨
げ
た
〔
O
の
竃
Φ
顕
O
切
　
一
Φ
α
心
帥
㌧
　
①
b
o
〕
つ

＠
　
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
蓑
H
l
①
、
③
、
④
、
⑥
の
四
人
。

⑳
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
表
H
l
①
、
④
、
⑥
の
三
人
。

⑳
　
ヘ
ラ
ー
ト
の
誠
壁
か
ら
誠
外
へ
北
に
伸
び
る
大
通
り
〔
〉
一
一
①
昌
．
一
Φ
o
◎
一
、
　
心
①
〕
。

⑮
　
『
し
尊
a
爵
．
凡
、
』
に
記
さ
れ
て
い
る
年
代
や
日
付
は
、
．
写
塞
に
よ
る
異
同
が
多
く
、
．

　
僑
二
重
に
欠
け
る
〔
切
。
長
び
も
爵
お
ω
ρ
卜
。
O
己
。

⑳
『
魯
ミ
ぴ
』
で
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
統
治
者
認
β
冨
§
諺
琶

　
窯
p
暑
ω
貯
窯
腎
N
鱗
が
、
『
じ
σ
ミ
勘
”
帖
．
』
．
で
は
該
蝦
冨
日
毎
巨
霊
喜
ω
皇
別
習
N
創
と
そ

　
兄
弟
で
メ
ル
ヴ
の
統
治
者
〉
σ
鋤
巴
－
鼠
忌
ω
貯
鼠
胃
鏑
が
大
軍
を
率
い
て
へ
．
ラ
ー

　
ト
に
到
着
し
た
と
い
う
誤
報
が
広
ま
っ
た
こ
と
を
低
え
て
お
り
〔
嘗
ミ
黛
ω
『
ご

　
切
ミ
勘
．
帖
、
、
一
一
お
蟻
酸
O
〕
、
　
こ
の
知
ら
せ
に
勇
気
付
け
ら
れ
た
暴
徒
（
毎
呂
a
芝
p

　
ρ
’
〈
σ
剖
）
が
ヘ
ラ
ー
ト
城
外
に
い
た
ウ
ズ
ベ
ク
の
兵
士
約
三
百
人
を
殺
害
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
い
う
〔
讐
ミ
黛
ω
ミ
〕
。
こ
れ
は
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
有
力
者
達
と
ω
選
σ
似
島
繋
ぎ
の

　
会
見
以
前
の
出
来
纂
で
あ
る
が
、
誤
報
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
判
明
し
、
有
力
者

　
達
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
．

⑳
逃
亡
中
ウ
ズ
ベ
ク
軍
に
殺
害
さ
れ
た
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
存
在
も
確
認
で
き
る

　
〔
驚
勘
昏
防
守
㌧
　
ω
c
Q
H
〕
。
但
し
、
山
中
に
身
を
隠
し
て
い
た
叢
書
の
一
部
（
名
前
が
挙
げ

　
ら
れ
て
い
る
の
は
六
人
組
は
、
や
が
て
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
に
仕
え
る
こ
と
に
な
る

　
〔
ミ
⇔
賊
⇔
℃
　
c
◎
刈
O
〕
。

⑱
　
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
の
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
け
る
ワ
ク
フ
の
在
り
方
を
伝
え
る
も
の

　
　
　
　
　
　
く

　
に
鼠
冒
、
〉
嵩
ω
冒
男
餌
≦
似
、
回
の
ワ
ク
フ
文
書
が
あ
り
、
そ
の
ペ
ル
シ
ャ
語
抄
訳

　
（
原
文
は
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ト
ル
コ
語
）
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
ン
息
、
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
旨
∬
ρ
p
α
α
㊤
巳
甲
覧
旨
蕊
ρ
嘗
嘗
¢
b
O
I
悼
α
〕
。
．
そ
の
中
に
は
、
「
サ
ド
ル
達
の
委
託
者

　
達
（
α
q
q
ヨ
習
雷
σ
q
ぎ
同
量
自
傷
）
と
管
理
人
達
（
ヨ
幕
p
屯
巴
一
越
冒
）
は
、
決
し
て
こ

　
の
要
綱
（
白
・
ゆ
碁
騨
）
の
実
施
に
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
（
鴇
鋤
、
＃
）

　
が
あ
る
〔
き
ミ
㌧
b
。
α
〕
。
．
尚
、
こ
の
ワ
ク
フ
文
書
の
詳
し
い
内
容
は
、
昭
和
六
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
一
〇
月
乾
燥
ア
ジ
ア
談
話
会
に
お
け
る
川
本
正
知
琉
の
研
究
発
表
「
竃
胃
、
〉
嵩
ω
賢

　
の
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
」
で
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑳
ド
と
冨
。
は
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
け
る
免
税
保
証
と
し
て
の
ワ
ク
フ
制
度
の
重
要

　
性
、
ワ
ク
フ
を
通
じ
て
の
「
ト
ル
コ
人
費
族
（
目
舞
三
三
鼠
ω
8
9
鴛
《
）
」
と
ウ

　
ラ
マ
ー
の
共
生
関
係
に
よ
る
ヘ
ラ
ー
ト
の
繁
栄
を
力
説
し
て
い
る
〔
〉
一
一
①
コ
一
㊤
。
。
。
。
、

　
お
ム
α
〕
。

　
　
く

⑳
　
ω
倒
ぴ
訂
諺
倒
、
昌
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
O
’
ω
舞
’
く
p
5
ミ
無
。
曙
曼
寒
き
国
q
ミ
勘
、
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
噸
ミ
冨
宅
器
量
9
＜
＜
o
『
ぎ
H
㊤
Q
。
O
旧
殉
巴
里
き
鏑
O
？
鷲
山
門
聖
く
P
動
ミ
㍗
帖
旨
噛
砧
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
さ
象
『
§
”
愚
亭
N
慧
§
偽
勧
ミ
込
焼
の
勘
凄
N
鶏
§
、
嵩
乱
動
§
さ
到
↓
昌
昌
9
P
一
も
。
直
一
が
詳

　
し
い
。

⑪
　
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
心
葉
1
①
、
③
、
④
、
⑥
、
⑦
の
六
千
。

＠
目
■
≧
冨
p
は
、
　
サ
イ
イ
ド
の
系
譜
確
定
に
関
わ
る
施
設
で
あ
っ
た
の
で
は
な

　
い
か
と
推
測
し
て
い
る
〔
〉
一
一
①
嵩
　
隔
り
Q
Q
一
㌔
　
一
〇
q
〕
。
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⑳
　
こ
の
人
物
が
ヘ
ラ
ー
ト
の
シ
ャ
フ
ナ
と
な
っ
た
の
は
、
ω
超
σ
馴
a
戯
冒
の
ヘ

　
ラ
ー
ト
占
領
よ
り
前
、
少
な
く
と
も
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
最
後
の
二
人
の
露
主
の
即
位

　
時
（
一
五
〇
六
年
）
に
遡
り
〔
畑
黛
笥
黛
G
。
黛
〕
、
ま
た
、
ウ
ズ
ベ
ク
軍
が
撤
退
し
た

　
後
も
ヘ
ラ
ー
ト
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
土
着
の
ヘ
ラ
ー
ト
住
昆
で
あ

　
る
と
思
わ
れ
る
。

⑧
　
本
来
の
名
は
く
理
〉
ケ
日
巴
較
自
N
習
同
で
、
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
有
力
者
の
家

　
系
に
属
し
、
当
時
ω
響
討
ヨ
倒
、
昌
の
ワ
キ
ー
ル
と
し
て
軍
事
・
行
政
・
財
政
の

　
全
て
に
権
勢
を
振
っ
て
い
た
〔
羽
田
正
「
フ
ー
ザ
ー
ニ
ー
家
の
人
々
一
東
方
イ

　
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
一
名
家
の
歴
史
1
」
『
史
学
雑
誌
』
九
六
一
一
（
一
九
八

　
七
）
〔
以
下
「
羽
田
一
九
八
七
」
と
略
記
〕
、
四
七
－
四
九
旧
榊
｝
昌
σ
貯
、
、
、
図
貯
島
①
ω

　
ω
ρ
3
く
ご
①
ω
」
”
ω
似
げ
器
旨
倒
、
ロ
象
冨
ω
旨
。
欝
σ
δ
。
。
α
ぐ
。
一
、
H
舜
ρ
娼
。
誘
四
P
．
、
旨
楠
ミ
｝
N
ミ

　
ミ
、
ぎ
肉
8
嚇
§
｝
§
ミ
三
碧
。
無
ミ
ミ
黙
。
曽
＆
畑
ぎ
○
蕊
§
W
㌧
麟
占
（
お
8
）
〔
以

　
下
、
．
〉
郎
σ
貯
お
詔
”
、
と
略
記
〕
”
①
刈
一
ざ
〕
。

⑳
　
ア
ス
タ
ラ
ー
バ
ー
ド
に
お
け
る
最
も
有
力
な
家
系
（
元
は
モ
ン
ゴ
ル
系
）
に
属

　
し
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ソ
遠
征
途
上
の
ω
倒
7
謬
ヨ
創
、
昌
の
下
に
伺
候
し
て
そ
の
ワ
ズ

　
イ
ー
ル
と
な
っ
た
Q
・
〉
麟
ぼ
P
鴨
隔
菊
①
く
O
冒
¢
8
0
三
潔
Φ
簿
O
O
一
拓
霞
〈
簿
冴
目
①
．

　
い
①
。
。
。
・
o
薄
身
9
じ
酵
①
識
P
一
9
0
1
嵩
＝
（
自
ε
α
o
G
。
ω
餌
｛
9
＜
註
①
ω
．
H
H
．
）
吻
、
．
き
黛
§

　
O
き
ミ
ミ
O
ミ
§
寄
ミ
恥
斜
H
（
お
。
。
画
）
〔
以
下
．
．
〉
＝
σ
貯
搭
。
。
心
、
、
と
略
記
〕
噛

　
δ
ー
ミ
〕
。

　
　
く

E
⑯
　
ω
倒
7
討
ヨ
倒
、
臨
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
に
関
す
る
『
畑
＆
鐸
』
の
記
述
は
、
菊
菩
同
ヨ
ー

　
N
毬
ρ
魯
。
鼠
“
こ
N
畠
歯
鮒
に
お
い
て
も
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑰
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
蓑
H
一
①
、
②
、
③
、
④
、
⑥
他
七
四
。

⑱
　
ど
ち
ら
の
ハ
ー
フ
ィ
ズ
に
フ
ァ
ト
フ
・
ナ
…
マ
を
読
ま
せ
る
か
、
有
力
者
間
で

　
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
〔
鳴
旧
套
、
焼
、
し
O
＄
〕
。

⑳
続
い
て
、
こ
の
発
言
内
容
が
正
し
い
と
す
る
者
（
竃
鎮
萄
磯
似
畠
α
Q
9
♪
磐
貿
9
1
－

　
σ
倒
象
）
と
句
瑞
咽
N
9
こ
口
9
7
U
冒
の
名
は
．
」
嵩
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
（
表
聾

　
1
④
の
人
物
）
の
口
論
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
『
さ
§
蝿
ミ
』
の
記
述
に
従
え
ば
、

　
戟
創
甘
N
騨
嘱
昌
㊤
ワ
U
冒
の
名
は
、
鼠
ミ
で
あ
る
〔
き
§
蝿
ミ
、
一
逡
σ
〕
。
彼
の
祖
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
、
寓
聖
く
鍼
コ
9
1
ω
胃
鋒
ρ
7
U
冒
、
魯
§
勘
§
N
ぞ
理
母
σ
Q
倒
露

　
と
い
う
名
の
人
物
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
〔
竃
騨
乙
倒
鼠
男
9
貿
9
－
u
冒
、
〉
芦

　
駅
亭
魯
鋤
こ
．
議
聴
§
a
㍗
警
壕
§
9
■
．
と
同
〉
応
護
蜜
q
．
冒
ぞ
習
㌧
b
。
＜
9
ω
‘
月
。
冨
露
、

　
b
⊃
α
ω
9
Q
◎
b
σ
己
。

⑩
　
『
智
謡
踵
の
当
該
箇
所
で
は
、
貯
憲
塁
蕊
の
前
の
語
〔
お
そ
ら
く
挺
さ
（
侮
辱
）
〕

　
が
塗
り
潰
さ
れ
、
ミ
物
為
、
（
敬
意
の
表
明
）
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

⑧
い
〉
口
三
ロ
は
、
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ
ュ
の
シ
ー
ア
主
義
の
実
践
と
し
て
、
マ
フ

　
デ
ィ
ー
信
仰
に
基
づ
く
君
主
の
崇
拝
、
第
三
代
ま
で
の
カ
リ
フ
に
思
す
る
呪
い
、

　
ス
ン
ナ
派
著
名
人
の
墓
の
破
壊
、
ス
ン
ナ
派
の
モ
ス
ク
の
習
濱
、
頑
強
な
ス
ン
ナ

　
派
教
徒
を
焚
刑
に
処
す
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
Q
．
〉
召
σ
一
ジ
．
、
い
㊤
℃
o
葎
β
ま

　
『
巴
茜
｛
窪
器
号
ω
朝
p
鍵
く
置
Φ
ρ
、
．
寺
詣
軸
、
馬
髪
冠
帆
§
§
ミ
偽
、
勺
p
吋
貫
一
㊤
『
9
卜
。
ω
Q
。
〕
。

⑫
　
ナ
ク
シ
ュ
バ
ソ
デ
ィ
ー
教
団
、
及
び
こ
の
教
団
が
厳
密
に
ス
ン
ナ
と
シ
ャ
リ
ー

　
ア
を
守
ろ
う
と
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
間
野
英
二
「
ナ
ク

　
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ
ー
教
団
に
関
す
る
最
近
の
諸
研
究
に
つ
い
て
」
『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』

　
二
一
（
一
九
八
三
）
、
川
本
正
知
「
ナ
ク
シ
ュ
バ
ソ
デ
ィ
ー
教
団
の
修
業
法
に
つ

　
い
て
」
『
東
洋
史
研
究
』
四
二
！
二
（
一
九
八
三
）
が
参
考
に
な
る
。

＠
≦
四
牲
爵
は
、
金
曜
モ
ス
ク
で
の
出
来
事
に
続
い
て
、
「
金
曜
モ
ス
ク
の
上
か
ら

　
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ
ュ
の
一
団
が
人
々
の
頭
上
に
金
貨
（
m
F
弥
「
ρ
｛
同
一
目
麟
）
を
注
い
で
い

　
た
」
〔
野
虫
、
帖
、
”
一
〇
象
〕
と
記
す
の
み
で
あ
る
。

⑧
例
え
ば
、
》
》
．
∩
Φ
7
蕾
。
団
＼
．
蓼
冨
器
E
①
ま
鴇
醐
闘
碧
鋭
q
8
a
三
巴
セ
奮
①
冨
－

　
浄
福
掌
、
．
ミ
智
》
ミ
§
◎
ミ
ミ
ミ
。
織
0
6
沖
×
圏
緊
一
（
H
り
切
鵜
）
〔
以
下
．
．
O
o
ン
凶
窪
畠

　
お
綬
σ
．
、
と
略
記
〕
し
這
㎞
国
．
と
α
q
賞
．
．
8
9
賭
8
ω
葛
塁
9
。
巳
・
コ
ρ
嘆
？

　
に
∋
貯
ρ
蔓
ω
貰
く
2
0
h
搾
ω
三
。
。
帥
。
蔓
ρ
鼠
。
α
粛
嵩
嵩
8
昌
8
、
、
1
9
楠
ミ
ミ
㌃
、
ミ
言
ミ
℃

　
メ
い
【
＜
（
一
㊤
♂
）
”
戸
爵
な
ど
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

⑯
　
『
じ
ロ
ミ
犠
”
帖
、
』
に
は
、
亀
、
紙
ミ
込
馬
＄
貯
薔
兄
a
口
O
O
鱒
〕
や
亀
、
無
ミ
略
馬
O
鼠
ミ
魯

　
〔
¢
O
α
〕
と
い
っ
た
表
現
も
あ
り
、
ω
響
房
ヨ
似
．
昌
の
無
、
詮
ミ
が
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
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教
団
の
系
譜
そ
の
も
の
を
指
す
と
は
解
し
難
い
。
「
一
門
」
と
訳
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
く

⑯
≦
劉
牲
跡
は
、
ω
畠
σ
9
1
昌
戟
習
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
後
ム
ダ
ッ
リ
ス
（
マ
ド
ラ
サ

　
の
教
授
）
と
な
っ
た
人
物
の
下
で
学
ん
で
お
り
〔
切
裂
溝
、
帖
、
、
一
り
㊤
凸
一
し
。
〕
、
ヘ
ラ
…

　
ト
を
離
れ
て
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
赴
い
た
（
一
五
一
二
年
）
直
後
に
も
、
サ
マ
ル
カ

　
ソ
ド
で
ム
ダ
ッ
リ
ス
と
な
っ
た
人
物
の
下
に
学
ぶ
学
生
（
蜀
一
δ
ム
為
ニ
ヨ
）
で
あ
っ

　
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
〔
切
ミ
勘
、
賊
、
噂
謁
為
①
〕
。
従
っ
て
こ
の
時
、
ノ
＜
邸
鴇
跨
自
身
も

　
マ
ド
ラ
サ
で
学
ぶ
学
生
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
．

⑰
　
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
し
ば
し
ば
昌
議
及
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
〉
β
σ
ヨ

　
δ
α
ρ
し
π
軽
一
気
嚇
ω
噛
｝
》
二
9
5
即
撚
9
§
馬
い
蕎
袋
駄
。
さ
蔓
O
o
織
ミ
民
～
ミ
ミ
気
§
§

　
さ
趨
§
嵩
、
需
馬
鳶
鴫
。
起
り
㌧
o
魯
職
偽
ミ
O
ミ
ミ
ミ
ミ
恥
。
亀
田
N
G
斎
ミ
砧
馬
帖
掴
い
ミ
、
帖
誉
㌧
ミ
嵩

　
、
き
謡
暮
恥
b
恥
覧
§
職
匿
偽
8
嵩
℃
9
0
置
＄
σ
q
P
お
Q
◎
心
〔
戯
悩
評
開
桜
北
忍
啓
子
『
オ
リ

　
エ
ン
ト
』
二
八
一
二
（
一
九
八
五
）
H
ド
8
1
H
O
①
な
ど
。

⑱
　
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
お
け
る
シ
ー
ア
派
の
学
問
は
、
ジ
ャ
バ
ル
・
ア
ー
ミ
ル
、

　
イ
ラ
ー
ケ
・
ア
ラ
ブ
、
パ
フ
ラ
イ
ン
と
い
っ
た
地
域
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
る
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
の
イ
ラ
ン
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
の
シ
ー
ア
派
ウ
ラ
マ
ー
と

　
そ
れ
ま
で
の
イ
ラ
ン
名
家
の
ウ
ラ
マ
ー
の
勢
力
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
ω
・
〉
．

　
〉
こ
。
ヨ
一
山
の
研
究
が
あ
る
〔
〉
こ
。
ヨ
碧
0
愚
．
ミ
‘
営
㌣
一
例
〕
。

⑲
　
⇔
．
O
冨
ω
乙
。
o
P
、
、
ω
o
げ
騨
プ
房
ヨ
9
6
、
昌
轡
自
p
山
貸
。
瞑
げ
⑦
9
0
α
q
2
μ
ω
o
貯
。
『
N
Φ
津
層
．
．

　
b
ミ
N
旨
§
、
×
い
く
崇
H
（
δ
『
卜
。
）
〔
以
下
．
．
Ω
寅
ω
鴇
ロ
6
鳶
、
、
と
略
記
〉
　
ま
学

　
ト
コ
①
Q
。
●

⑩
　
こ
の
人
物
の
生
涯
と
著
作
に
つ
い
て
は
、
＜
・
竃
ぎ
。
邑
蔓
㌧
、
ミ
笥
ミ
§
墨
b
。

　
ミ
N
恥
ー
ミ
℃
O
．
議
匿
織
ミ
執
爵
ミ
帖
ミ
9
務
、
ミ
ご
蕊
＆
建
ミ
ミ
鷺
｝
警
勘
隷
び
き
勘
鳶

　
さ
．
ミ
慧
．
恥
円
ミ
罫
や
噛
、
込
N
ミ
嵩
轟
藁
受
焼
き
蔦
隷
馴
》
ピ
。
”
α
0
7
旧
り
切
8
7
Q
。
…
言
●

　
〉
。
。
宣
筥
”
、
．
論
罪
α
7
¢
＝
曽
げ
切
ぎ
漁
民
N
σ
旨
鋤
昌
巴
－
厨
獄
プ
二
部
、
．
、
智
ζ
§
ミ
ミ
暮
馬

　
試
無
ミ
特
的
。
亀
恥
童
＆
㌧
碁
瀞
臨
窺
斜
×
凸
（
躍
り
①
窃
）
参
照
の
こ
と
。

⑳
切
9
a
＞
嵩
置
9
濁
㎝
N
三
げ
響
り
は
、
一
字
イ
マ
…
ム
派
シ
ー
ア
主
義
を
イ
ス
ラ

　
ー
ム
の
一
分
派
（
導
ρ
節
）
と
し
て
認
め
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
領
土
は
異
教
圏
（
象
『

　
ρ
工
属
ヨ
）
で
は
な
く
イ
ス
ラ
…
ム
圏
（
（
衝
【
巴
蔽
。
6
蜀
営
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

　
そ
の
出
湯
（
p
ε
）
に
は
、
他
の
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
場
合
と
岡
様
の
対
応
を
示
す
べ

　
き
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
キ
ズ
ィ
ル
パ
ー
シ
ュ
に
関
し
て
は
、

　
　
　
赤
い
面
子
の
粗
暴
な
集
団
（
犠
、
隷
㌣
覧
細
α
マ
ぞ
午
覧
臓
ρ
ぞ
p
－
覧
し
。
些
暑
）
と

　
　
　
は
戦
う
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
彼
ら
は
偶
像
崇
拝
（
・
・
萱
，
－
》
四
達
轟
ヨ
）

　
　
　
と
両
シ
ャ
イ
フ
の
侮
辱
（
ω
p
σ
σ
ム
雪
望
冨
巻
）
で
教
え
に
背
い
て
い
る
か
ら

　
　
　
で
あ
る
。

　
と
主
張
し
て
い
る
〔
句
椅
．
馬
N
葛
神
℃
　
ω
㊤
圃
－
ω
O
◎
Q
〕
。
『
智
9
砧
』
に
よ
れ
ば
、
「
両
シ
ャ
イ
フ
」

　
と
は
、
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
と
ウ
マ
ル
の
こ
と
で
あ
る
〔
O
①
ダ
＝
α
乱
。
局
ρ
負
と
扇
財

　
一
）
・
菊
副
三
三
コ
は
、
「
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
と
ウ
マ
ル
を
侮
辱
す
る
者
は
皆
、
宗
派

　
に
関
わ
ら
ぬ
教
義
に
よ
り
異
数
徒
（
弼
貯
）
と
な
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
〔
恥
ミ
薄
、

　
島
の
〕
。

⑫
　
》
丸
ミ
ミ
乱
鰍
勘
鳶
及
び
そ
の
著
者
に
つ
い
て
は
、
鵡
・
〉
・
∩
↓
8
〒
δ
・
望
9
？

　
お
碧
ご
　
ξ
農
曾
、
ミ
論
　
ミ
h
ミ
電
蟄
ミ
、
Q
」
財
寒
O
二
審
、
§
ぐ
。
、
窺
急
蜜
§
ら
ミ
ミ
　

o
魯
。
》

　
ω
〈
9
ω
■
㌧
窯
O
O
｝
6
勲
ド
㊤
圃
N
Q
Q
α
O
－
Q
◎
O
b
ユ
一
〉
」
≦
●
ヨ
【
も
8
①
や
、
．
団
長
O
唱
m
ω
O
O
O
切
↓
O
勺
O

　
《
屋
貧
盤
霞
錠
出
夢
器
》
”
、
．
魯
0
9
§
“
§
恥
。
鳥
ミ
臭
。
題
智
き
静
δ
①
O
占
く
参
照
の
こ

　
と
。

⑳
　
〉
三
）
貯
一
り
Q
◎
歩
一
Q
◎
占
ρ

⑭
　
〉
号
冒
搭
。
。
倉
ぎ
8
卜
。
O
α
・
こ
の
カ
ー
デ
ィ
ー
は
、
表
H
1
⑥
の
人
物
（
後
述
）
。
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二
　
ヘ
ラ
ー
ト
の
主
要
な
有
力
者
達
の
動
向

16世紀初頭のヘラート（久保）

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
よ
る
ヘ
ラ
ー
ト
支
配
の
始
ま
り
は
、
か
な
り
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
殆
ど
無
抵
抗
に
服
従
し
て
き
た
住
民
に
対
し
、
前
面
は
経
済
的
な
打
撃
を
与
え
、
後
者
は
宗
教
上
の
聞
題
を
投
げ
掛
け
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
王
朝
が
ヘ
ラ
ー
ト
住
民
に
示
し
た
対
応
と
政
権
交
代
の
影
響
を
、
よ
り
具
体
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
加
え
て
、

住
民
の
中
の
様
た
な
集
団
や
個
人
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
ま
ず
第
一
に
注
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

が
、
『
智
ミ
＆
や
『
穿
暑
．
帖
．
』
に
お
い
て
主
に
＆
奇
9
ー
ミ
黛
（
大
人
達
）
、
象
驚
ミ
（
貴
人
達
）
、
＆
、
随
勘
蕊
（
要
人
達
）
と
い
っ
た
語
で
示
さ
れ
、
筆
者
が

一
貫
し
て
「
有
力
者
達
」
と
訳
し
て
き
た
人
々
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
過
程
を
通
じ
て
、
彼
ら
が
支
配
集
団
に
対
す
る
住
民

全
体
の
立
場
を
決
定
し
、
住
民
の
代
表
と
し
て
支
配
集
団
と
の
交
渉
を
行
う
役
割
と
実
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、
既
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
①

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
有
力
者
達
」
に
属
さ
な
い
ヘ
ラ
ー
ト
住
民
に
つ
い
て
は
十
分
な
考
察
の
手
掛
り
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
、

史
料
の
現
状
で
も
あ
る
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
ω
ρ
菩
9
1
叢
雨
鍵
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
有
力
者
一
〇
人
が
要
請
に
応
じ
て
ω
伊
善
餓
巳
釦
助
⇔
の
オ
ル
ド

ゥ
に
赴
き
、
「
安
全
保
障
金
と
献
上
金
の
額
」
を
受
諾
し
た
こ
と
が
『
智
目
配
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
者
達
が
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
政
権
崩
壊

の
時
点
で
、
ヘ
ラ
ー
ト
住
民
の
代
表
と
な
る
資
格
を
持
ち
、
有
力
者
達
の
中
で
も
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

輯
≦
習
O
ρ
墨
書
は
彼
ら
の
名
前
を
全
て
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
内
九
字
ま
で
は
、
『
智
ミ
禽
を
は
じ
め
諸
史
料
に
少
な
か
ら
ず
登
場
す
る
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
あ
る
（
表
皿
）
。
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
（
表
1
一
①
）
は
雷
う
に
及
ば
ず
、
表
皿
1
②
～
④
、
⑥
、
⑦
の
人
物
も
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
有
力
者

と
し
て
ま
ず
名
前
の
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
（
第
一
章
註
③
、
⑳
、
魎
、
③
、
⑰
）
。
そ
こ
で
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
主
要
な
有
力
者
と
し
て
こ

の
九
人
を
取
り
上
げ
、
テ
ィ
ム
…
ル
朝
、
シ
ャ
イ
バ
…
ン
朝
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
各
支
配
時
代
を
通
じ
て
の
個
々
の
経
歴
と
動
向
を
諸
史
料

か
ら
跡
付
け
て
、
そ
れ
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
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表皿ヘラートの主要な有力者達

人 名

ティムール朝時

代

（～1507年5月）

　　Mawlanat　Sayf　al－Dln

（Z）　1　AI）mad　al－Taftazani

シャイフル・イ

スラーム（1483

年以降）

シャイバーン
朝時代
（1507年5月～
1510年12月）

シャイフル・

イスラーム

サファヴィー朝

時代　　　　　付
（1510年12月～）

記

刑死（1510年12　多くの弟子を

月）．　　㌍二二
　　　　　　　　派

　　Amir　Jamal　al－Din

＠1　tAta’　Allah

　　　al－Husayni

マドラサとバーi

ソカーでの教職i
（数年）　　i

i隠遁（1522／23年　サイイド，

i以前），　　　　　低承学者

i肝が後任

③

Amir　Nizam　a1－Din　　　，

@イAbd　a1－Q義dir（aレ）

@Ma曲ad工

マドラサでの教E
（
長
年
）
，
ナ
キ
ー
プ
，
カ
ー
デ
ィ
ー

ナキープ，

蜴�[ディー

反サファヴィー

ｩの立場，

?残（15エ9年）

サイイド

　　Amir　Giyas　al－Dln

＠1　Mul）ammad　b．　Amir

　　　YUsuf　al－Razi

　　　　　　　　　マドラサでの教　Saybani耳an

耳哉（数年）　　　　に厚遇される

カーディー，ササイイド，
鹸話葛一ル’1－tzイ蘭

（1521年）

　　Amir　Sadr　al－Din

　　　Y歳nus　al一耳usayn工
＠

3つのマドラサ

での教職（長年）

ムスタスィブ　バルフのシャイ　サイイド

！↓朔膨。フル・…一
イフル・イス　ム・
ラーム　　　　刑死（1513年）

　　QEφ工Ibtiyar　aレDエn

＠　1　1：lasan　al－Turbatl

最有力のカーーデ　カーディー

イー

帰郷・隠遁（1510　！・ナフィー派，

年・2月購），誕父鰯
病披（1521／22年）出身

　　Qa晦§adr　a1－Dln　　　カーディー

⑦M晦ammad　aHmamエ（1486年以降）

カーディー シャイフル・イ　　ソユルガルと

スラーム（2～　免税地の保持

3年），隠遁

　　Amir　Radi　al－Din

＠1　‘Abd　al－Awwal

　　　a1一恥saynエ

2っのマドラサi
のムダ。リス　i

i死殻（1521年） サイイド

　　Uwzaja　Jamal　al一．Din

＠1　‘Ata’Anah

デ
督
　
5

，
監
，
年

ル
ン
官
0
6

一
一
書
1
5
）

イ
ワ
勅
（
降

ズ
一
，
二
輪

ワ
イ
官
隠
月

隠遁 隠遁，親サファ　アミールやワ

ヴィー朝の立場，ズィールの顧

病訴（1521年）　　間的存在

　　琢waja　Ni痴m　al－Din

＠1　‘Abd　al－Llayy

　　　＄ahib－i　‘Iyatr

〔不　　明〕

瀬1励一ゴ‘秒4γ

は「試金者」の

意

①～⑩の番号は91Uabib』に記されている順番〔Habib，377〕に従っている。
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16世紀初頭のヘラート（久保）

　
罎
麟
≦
討
嶺
騨
の
9
嘱
h
曽
㌍
U
胃
》
ゲ
目
拶
鎌
髄
屠
同
髄
暁
繍
N
蘭
嵐
（
表
丑
一
①
）

　
こ
の
人
物
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
創
設
者
》
日
岬
日
蔭
鐸
（
一
三
三
六
一
一
四
〇
五
）
時
代
の
高
名
な
学
者
鼠
㊤
を
蘇
鼠
ω
㊤
、
血
巴
－
∪
ぎ
鷺
霧
．
＆

　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ρ
甲
円
既
萄
銭
巳
の
曾
孫
に
当
り
、
自
身
も
コ
ー
ラ
ン
註
釈
学
、
伝
承
学
、
法
学
の
知
識
を
有
す
る
学
者
で
、
父
の
俗
趣
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ

ー
ム
と
な
り
、
約
三
〇
年
間
こ
の
地
位
に
あ
っ
た
〔
欝
鰹
8
一
鰹
》
　
Q
Q
膳
り
〕
。
勿
論
彼
の
父
（
一
四
八
三
年
妓
）
も
ω
留
幻
昌
冨
副
N
9
1
（
在
位
一
四
〇
九
一

一
四
四
七
）
時
代
か
ら
の
巳
獄
ゆ
恒
易
曽
岩
竃
小
誌
時
代
に
か
け
て
の
ヘ
ラ
ー
ト
の
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
り
〔
智
§
」
O
①
〕
、
こ
の

タ
フ
タ
ー
ザ
ー
二
一
家
が
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
諸
地
方
（
今
織
欝
鋤
貯
）
に
お
け
る
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
…
ム
を
輩
出
し
て
き
た
と
い
う
〔
寒
い
ミ
”
H
ミ
び
〕
。

蜜
曽
暮
雪
9
1
ω
ρ
鷲
9
甲
U
冒
は
、
脇
婁
げ
9
1
巳
儲
9
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
後
も
「
ハ
ー
ン
の
指
示
（
凶
鐡
雷
門
）
」
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
通
り
「
世
襲
の

地
位
（
急
き
零
σ
両
日
署
昌
ゆ
固
）
」
を
受
け
入
れ
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
〔
家
財
墨
。
。
。
。
・
。
〕
。
し
か
し
、
ω
跨
H
ω
ヨ
似
．
昌
が
ヘ
ラ
ー
ト
を
支
配
下
に
置
い

た
一
五
一
画
面
一
二
月
、
「
私
心
あ
る
者
達
の
誹
誘
（
。
。
一
、
碧
暮
山
p
魯
鯛
σ
高
α
㍗
ρ
寅
α
）
」
に
よ
っ
て
彼
の
懲
罰
と
逮
捕
を
命
じ
た
勅
令
（
剛
舞
ヨ
習
）
が

出
さ
れ
、
「
王
の
判
断
（
富
諏
臼
屍
∴
℃
践
劉
財
）
」
に
基
づ
い
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
〔
魯
ぽ
黛
ω
お
〕
。
ま
た
、
先
述
の
凄
ミ
曽
ミ
試
算
割
ミ
は
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
鐙
げ
目
ω
B
四
、
昌
の
サ
ド
ル
ω
㊤
鴇
覧
α
趣
霞
罵
⑫
ゲ
U
同
ロ
．
と
同
の
儀
牲
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
。

　
こ
の
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
殺
害
の
場
面
を
最
も
詳
し
く
伝
え
る
同
時
代
史
料
と
し
て
『
沁
轟
ミ
曲
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
記
述
に
よ

れ
ば
、
の
夢
目
ω
日
箇
、
昌
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
、
教
友
達
（
霧
冨
げ
）
に
呪
い
（
ド
．
昌
）
を
か
け
て
シ
ー
ア
派
（
B
呂
冨
び
高
弩
ρ
）
に
従
う
よ
う
命
じ
ら
れ

た
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
三
朝
の
シ
ー
ア
主
義
を
徹
底
的
に
侮
辱
し
、
こ
れ
に
激
怒
し
た
設
げ
H
ω
B
鋤
．
牒
自
ら
が
放

っ
た
矢
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〔
肉
＆
§
口
8
げ
』
曾
2
穿
鰍
§
＼
銅
・
。
ω
切
凸
。
。
①
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
者
竃
ぱ
鼠
蔵
曙
α
錠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

自
身
が
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
シ
ー
ア
主
義
を
憎
悪
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
厳
格
な
ス
ン
ナ
派
教
徒
の
殉
教
と
す
る
こ
の
よ
う
な
描
き
方

を
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
恒
平
平
N
塁
昌
ゆ
∵
∪
ぎ
に
対
す
る
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス

チ
ー
ム
の
忠
魯
の
内
容
は
、
決
し
て
頑
強
な
ス
ン
ナ
派
教
徒
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
穏
当
な
考
え
を
表
し
て
い
る
。
『
肉
試
ミ
己
と
は
逆
に

シ
ー
ア
派
の
立
場
で
書
か
れ
た
翼
、
§
§
§
』
で
は
、
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
処
刑
の
理
由
は
、
ω
巳
骨
9
、
口
畑
器
p
図
感
冒
騨
鼠
時
代
の
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ヘ
ラ
ー
ト
に
お
け
る
、
あ
る
事
件
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
三
代
ま
で
の
正
統
カ
リ
フ
を
中
傷
（
貫
．
昌
）
し
、
呪
い
（
一
ρ
．
⇒
）
を
か
け

た
た
め
に
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
前
に
引
っ
立
て
ら
れ
た
コ
ム
出
身
の
あ
る
サ
イ
イ
ド
を
、
彼
が
ω
鐵
拭
石
槌
岳
㊤
覧
蜜
圃
旨
9
1
の
所
へ

連
れ
て
行
き
、
ミ
ー
ル
ザ
ー
に
処
飛
を
命
じ
さ
せ
た
〔
」
§
も
、
§
§
§
M
。
。
望
。
。
①
〕
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
サ
イ
イ
ド
の
親
族
（
げ
≦
砂
留
）
は
ω
四
げ

H
ω
B
四
、
昌
に
事
の
次
第
を
上
奏
し
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
征
服
が
成
れ
ば
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
殺
害
を
許
可
す
る
と
い
う
勅
令
（
隔
旨
き
似
昌
）

を
得
て
、
実
際
に
、
ω
帥
け
H
。
。
B
似
、
ロ
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
後
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
を
捕
え
、
シ
ャ
ー
の
承
認
の
下
に
殺
害
し
た
と
い
う

〔
き
も
、
§
§
慧
’
o
。
⑦
〕
・
後
代
の
史
料
で
あ
る
『
さ
ぎ
藝
』
三
門
〇
二
年
完
成
）
の
記
述
茎
面
的
揺
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
輪
こ
れ
と

極
め
て
似
通
っ
た
出
来
事
を
他
な
ら
ぬ
薫
習
鰯
が
書
き
留
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
≦
9
1
貫
圃
に
よ
る
と
、
ω
習
H
ω
営
四
．
隷
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領

の
一
五
年
前
、
佃
器
磐
．
諺
旨
冒
巴
α
魯
な
る
人
物
が
「
預
言
者
の
教
友
（
心
墨
σ
占
嚇
話
ρ
B
び
母
）
」
の
一
人
に
呪
い
（
冨
．
昌
）
を
か
け
た
た
め
、

先
述
の
毛
起
強
の
友
人
冨
冒
鼠
ヒ
d
ρ
団
類
ヨ
ら
は
彼
を
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
：
ム
の
所
に
連
れ
て
行
き
、
そ
の
背
教
（
三
田
繭
）
を
証
言
し
て

殺
害
し
た
〔
ヒ
ロ
匙
翫
、
帖
、
”
δ
ま
ム
8
δ
。
そ
し
て
、
転
げ
H
ω
き
魑
．
認
に
よ
る
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
の
六
か
月
後
、
頓
田
塁
、
跨
嵩
冒
9
α
島
ザ
の
兄
弟
が

鼠
副
N
9
1
u
σ
ρ
属
ρ
B
に
復
讐
す
べ
く
、
イ
ラ
ー
ク
か
ら
ヘ
ラ
ー
ト
に
や
っ
て
来
た
た
め
、
寓
騨
鼠
切
帥
属
ρ
き
は
ヘ
ラ
ー
ト
を
離
れ
た
と
い
う

〔
じ
ロ
南
辻
”
嬬
、
し
O
認
占
O
認
〕
。
雨
霧
碧
．
諺
冒
寓
巴
α
似
廿
が
コ
ム
の
サ
イ
イ
ド
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
過
去
の
事
件
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

充
分
に
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
竃
p
薯
醸
鼠
ω
ρ
覧
曽
学
∪
貯
に
対
す
る
「
誹
誘
」
の
要
因
と
な
り
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
シ
ー
ア
派
を
除
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
⑫

「
そ
の
他
の
諸
宗
派
（
ヨ
＆
跨
勘
げ
）
と
諸
宗
教
（
ρ
身
習
）
の
礎
を
根
刮
に
し
た
」
と
伝
え
ら
れ
る
〔
壽
．
参
ω
・
。
㎝
〕
サ
ド
ル
も
。
騨
尊
鐵
詮
隷

臨
6
ぎ
、
》
嵩
が
彼
の
処
刑
に
直
接
関
与
し
た
の
も
、
こ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
②
帥
曾
圃
鐸
嘗
母
9
。
囲
む
冒
燦
麟
。
。
。
帥
目
曵
－
目
霧
げ
9
剛
（
表
豆
－
⑥
）

　
こ
の
人
物
は
ザ
ー
ヴ
ニ
地
方
（
三
一
曙
舞
）
の
出
身
で
、
ヘ
ラ
ー
ト
に
赴
い
て
修
学
、
G
。
巳
萄
口
笛
器
ρ
団
昌
重
岡
旨
9
1
の
晩
年
に
カ
ー
デ
ィ
ー
と
な

り
、
「
首
都
ヘ
ラ
ー
ト
の
全
て
の
カ
ー
デ
ィ
口
達
の
中
で
最
も
権
力
を
持
ち
、
最
も
儒
頼
さ
れ
た
」
と
い
う
〔
誉
寓
9
。
。
綬
凸
留
〕
。
そ
し
て
、
会

合
に
お
い
て
は
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
上
座
を
争
い
、
「
若
干
の
会
合
（
津
p
芸
G
・
）
で
は
、
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
が
ρ
助
費
H
算
好
鋒
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よ
り
上
席
を
占
め
、
ま
た
別
の
若
干
の
会
合
で
は
後
者
が
そ
の
上
席
を
占
め
た
」
〔
象
鰹
ミ
一
嵩
り
呂
程
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
詮
団
σ
似
巳
頓
習
が

ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
に
町
に
送
っ
た
勅
書
が
、
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
こ
の
ρ
助
臼
同
女
好
賢
巴
⇔
ヨ
宛
の
も
の
で
あ
っ
た
（
既
述
）
こ
と

も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
彼
が
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
冒
帥
≦
5
昌
ω
㊤
旨
巴
6
冒
と
並
ん
で
ヘ
ラ
ー
ト
の
有
力
者
の
筆
頭
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
た
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ρ
騨
禽
H
嘗
落
鍵
巴
む
ぢ
は
醗
畷
σ
騨
鵠
輌
留
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
後
も
「
引
き
続
い
て
」
カ
…
デ
ィ

ー
に
任
じ
ら
れ
た
〔
欝
§
”
。
。
q
ρ
ω
。
。
鉾
が
、
砂
ρ
巻
画
巳
佃
9
の
敗
死
後
、
故
郷
に
帰
っ
て
農
耕
に
従
事
し
、
病
残
（
一
五
一
二
／
二
二
年
）
後
は

同
地
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
い
う
〔
魯
寒
い
。
。
ま
〕
。
頓
閤
雪
畠
B
ぼ
は
こ
の
人
物
の
帰
郷
を
詮
唄
9
巳
転
々
の
敗
死
後
と
す
る
が
、
設
げ

H
ω
B
鋤
．
ロ
の
フ
ァ
ト
フ
・
ナ
ー
マ
が
読
ま
れ
た
時
ま
で
、
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
け
る
存
在
が
確
認
さ
れ
（
第
一
章
註
＠
）
、
ぎ
鳳
愚
9
ー
ミ
い
奪
画
で
は
、

キ
ズ
・
ル
バ
ー
シ
蓬
が
こ
の
人
物
か
ら
・
欝
と
し
て
多
額
の
現
金
を
強
奪
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
袖
現
金
（
N
ゆ
巴
）
辛
め
る
こ

と
と
吝
奮
ぶ
り
（
巨
の
欝
）
で
こ
の
上
な
く
有
名
で
あ
っ
た
」
η
ま
署
”
お
〕
ρ
餅
禽
H
嘗
ぐ
胃
騨
r
U
ぢ
の
財
産
を
奪
う
た
め
、
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ

芦
達
は
如
何
な
る
口
実
を
用
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
仕
打
ち
に
も
拘
ら
ず
ρ
9
1
禽
同
上
ぐ
騨
巴
6
国
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
一
朝
の

版
図
外
へ
は
逃
亡
せ
ず
、
彼
が
故
郷
に
帰
っ
て
か
ら
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
無
げ
H
。
。
ヨ
餅
．
ロ
賞
賛
の
詩
句
さ
え
伝
え
ら
れ
て
い
る
嘗
悼
ミ
9
お
〕
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
塾
側
と
の
良
好
な
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
で
は
、
彼
の
息
子
が
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝

治
下
の
シ
ャ
ブ
リ
・
サ
ブ
ズ
で
カ
ー
デ
ィ
ー
の
地
位
に
就
い
て
い
る
の
で
あ
る
〔
ミ
黛
§
広
広
ミ
？
菖
。

　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
跨
舅
貯
O
ぐ
器
麟
デ
⇔
百
審
錫
尉
麟
ヨ
ヨ
塑
伽
げ
●
跨
匿
冒
蘭
巴
鷺
巴
－
⇔
白
扇
帥
器
騰
巴
－
凋
帥
鵠
（
表
皿
一
④
）

　
前
述
二
者
と
対
照
的
な
経
緯
を
辿
る
こ
と
に
な
る
こ
の
人
物
は
、
レ
イ
の
サ
イ
イ
ド
の
家
系
に
属
し
、
父
親
が
ヘ
ラ
ー
ト
に
移
住
し
た
た
め

に
ヘ
ラ
…
ト
で
育
っ
た
〔
↓
袋
書
層
ω
出
。
著
名
な
学
者
で
あ
っ
た
自
身
の
お
じ
や
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
窯
飴
乱
9
1
鼠
も
Q
卒
論
巴
－
∪
冒
の

下
で
学
ん
だ
後
、
彼
自
身
も
数
年
マ
ド
ラ
サ
で
教
育
（
氏
ρ
目
ω
　
ノ
く
P
　
一
h
伽
α
ρ
）
に
従
事
し
、
ω
三
富
⇒
に
島
p
鴫
5
鼠
謬
鼠
算
後
は
、
O
ご
巴
同
げ
7
N
砂
8
9

鍔
同
旨
餓
と
冨
g
蟹
ぬ
幾
畑
話
p
《
⇔
寓
畔
畠
、
次
い
で
鐙
団
σ
飼
巳
劇
四
ロ
に
厚
遇
さ
れ
た
と
い
う
〔
嘗
富
戸
q
。
。
岩
蟹
。
。
・
。
〕
。
し
U
似
σ
霞
が
詮
蜜
鼠
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

頓
ぎ
討
伐
を
夢
見
て
ホ
ラ
ー
サ
イ
ン
を
訪
れ
た
時
（
一
五
〇
六
年
）
、
王
子
達
と
共
に
切
餅
σ
罎
を
出
迎
え
た
の
が
前
述
の
ρ
日
豊
H
嘗
ぐ
習
ρ
や
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∪
冒
と
こ
の
》
ヨ
響
○
ぐ
習
ρ
∵
∪
貯
の
二
人
で
あ
り
〔
寒
⇔
ミ
払
謬
呂
、
ウ
ズ
ベ
ク
軍
に
敗
れ
た
竃
口
雷
融
胃
彊
ロ
ω
ρ
団
自
旨
旨
N
9
，
が
シ
ャ
イ

フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
、
こ
の
二
人
に
対
し
て
ヘ
ラ
ー
ト
防
御
の
援
助
を
求
め
た
（
既
述
）
こ
と
な
ど
か
ら
、
彼
は
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
有
力
者
達
の
中

で
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
竃
㊤
≦
翼
竜
G
。
帥
旨
旨
6
ヨ
や
ρ
四
禽
目
算
ぐ
警
巴
－
U
冒
に
次
い
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
跨
ヨ
騨
O
蔓
締
巴
b
冒
は
「
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
弟
子
（
翁
α
q
一
巳
）
で
あ
っ
た
」
が
、
「
後
に
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

自
分
の
地
位
（
団
①
巴
）
に
彼
を
据
え
た
」
と
い
う
罵
§
ミ
”
嵩
旨
〕
。
お
そ
ら
く
、
高
齢
の
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
代
役
を
果
た
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
設
げ
囲
ω
ヨ
9
1
．
昌
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
後
、
彼
は
更
に
権
勢
を
振
う
こ
と
に
な
る
。
句
切
財
H
ω
き
⑳
、
鳳
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
「
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
全
土
（
冨
ヨ
鋤
巨
－
国
営
即
B
豊
牌
）
の
カ
ー
デ
ィ
ー
の
地
位
」
を
得
た
〔
欝
寒
”
銀
9
朝
。
。
・
。
〕
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
五
一
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

諺
ヨ
饗
楼
9
筈
ρ
芝
牲
缶
（
一
五
二
〇
年
ま
で
は
諺
巳
冒
ω
三
口
p
の
呼
称
）
が
ヘ
ラ
ー
ト
の
統
治
者
と
な
る
と
、
そ
の
サ
ド
ル
の
地
位
に
も
就
い
た

〔
畑
＆
3
㎝
綬
〕
。
一
五
一
八
年
ω
習
H
ω
曇
四
．
ロ
に
謁
見
し
た
時
に
は
、
「
イ
ラ
ー
ク
や
ア
ー
ゼ
ル
バ
ー
イ
ジ
ャ
ー
ン
の
境
界
か
ら
ト
ハ
ー
リ
ス
タ

ー
ソ
ま
で
の
ホ
ラ
ー
サ
イ
ン
諸
地
方
（
三
一
曙
9
，
叶
）
」
に
お
け
る
「
ワ
ク
フ
物
件
の
管
理
（
仙
ρ
暮
柵
戸
雪
暮
高
旨
ρ
≦
ρ
離
似
汁
ご
が
任
さ
れ
、
　
ヘ
ラ
ー

ト
の
統
治
者
》
日
演
劇
9
1
昌
匿
ρ
更
無
二
は
、
「
そ
の
他
の
国
務
と
財
務
の
重
要
事
（
ヨ
蝶
三
醤
ヨ
騨
ム
讐
巳
寓
毒
即
ヨ
鋤
ε
」
も
幽
き
冒
○
蔓
溜
p
甲

∪
冒
の
承
認
の
下
に
決
定
し
、
「
ヘ
ラ
ー
ト
河
地
万
（
豊
叔
饗
け
）
の
正
税
（
旨
旺
≦
餌
一
日
置
げ
）
を
彼
の
従
者
達
の
俸
給
に
要
す
る
経
費
（
≦
ρ
甘
嵩

日
磐
愚
σ
占
軍
需
助
N
巨
艦
）
に
充
て
る
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
と
い
う
〔
誉
ぴ
罫
㎝
蕊
〕
。
こ
の
》
ヨ
ぱ
○
六
芸
巴
－
］
）
ぽ
は
「
軍
事
と
指
揮
官
と

し
て
の
（
ω
弼
鋒
同
－
一
ゐ
げ
銀
。
。
碧
畠
同
由
ρ
）
仕
事
に
あ
ま
り
に
も
熱
狂
し
」
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
〔
b
σ
き
ミ
し
δ
p
〕
が
、
シ
ャ
ー
に
謁
見
し
た
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
こ
の
時
、
「
太
鼓
と
旗
と
馬
と
従
士
の
持
主
（
協
甘
σ
点
冨
瓢
≦
ρ
．
銑
p
営
門
ρ
げ
ρ
胤
≦
p
冨
㎝
9
讐
）
」
と
な
り
、
「
サ
ド
ル
と
ア
ミ
ー
ル
の
地
位

（
ヨ
ゆ
目
ψ
ρ
げ
5
一
　
ω
節
α
帥
目
ρ
庁
　
毒
P
　
一
白
似
村
ρ
げ
）
」
を
合
わ
せ
持
っ
た
の
で
あ
る
〔
欝
ぽ
黛
宅
9
切
。
。
b
。
〕
。

　
処
刑
さ
れ
た
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
弟
子
で
あ
り
、
代
役
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
跨
ヨ
冒
○
ぐ
習
ρ
一
－
∪
貯
が
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー

朝
時
代
に
何
故
こ
の
よ
う
な
権
勢
を
振
い
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
毒
紛
蕎
は
、
彼
を
「
ω
9
1
げ
H
ω
8
餅
、
昌
の
代
理
人
（
過
量
㊤
）
」
と
呼
び
〔
窪
§
”
凡
、
”

ω
H
。
。
〕
、
非
難
の
調
子
を
込
め
て
「
趣
似
げ
同
。
。
ヨ
帥
．
ロ
の
時
代
、
野
心
の
た
め
偽
り
の
井
戸
に
落
ち
、
シ
ー
ア
派
へ
の
帰
属
（
審
㎝
塁
署
．
）
を
表
明
し
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て
、
彼
ら
の
一
門
（
。
。
臨
ω
臨
9
）
の
中
で
代
理
人
の
地
位
（
ヨ
二
審
び
占
σ
踏
鼠
α
q
圃
）
に
就
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
〔
津
§
、
帖
．
口
①
①
〕
。
ま
た
、
ω
鋤
び
舞
も

こ
の
人
物
が
「
シ
ー
ア
派
教
徒
（
警
．
矧
）
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
伝
え
〔
強
い
ミ
噂
嵩
㊤
£
、
後
代
の
シ
ー
ア
派
教
徒
列
伝
に
お
い
て
も
、
》
B
ぱ
○
ぐ
習

鈴
∵
∪
厨
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
〔
」
§
い
．
噛
ミ
ミ
詳
α
ω
b
。
凸
。
。
ω
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
ω
帥
び
圏
ω
ヨ
9
1
、
ロ
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
に
金
曜
モ
ス
ク
で

揖
鋤
昔
N
ミ
昌
巴
－
U
冒
擁
護
の
立
場
を
取
っ
た
〔
野
§
．
帖
、
」
0
8
（
第
一
集
註
⑧
ご
冒
“
N
鱗
3
σ
』
討
〕
こ
と
や
、
諺
巳
冒
冥
a
量
目
ゆ
9
1
巳
の
マ
ー
・

ワ
ラ
ー
ン
・
ナ
フ
ル
遠
征
に
随
行
し
た
時
（
一
五
一
二
年
）
に
カ
ル
シ
に
お
け
る
大
虐
殺
（
ρ
艶
－
一
、
助
B
旨
）
を
未
然
に
防
ご
う
と
し
た
〔
畑
＆
聾
総
。
。
〕

こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
そ
の
後
の
ヘ
ラ
ー
ト
に
言
及
す
る
諸
史
料
の
中
に
も
、
諺
曇
冒
○
嘗
締
巴
－
U
圃
⇒
に
よ
る
ス
ン
ナ
派
虐
待
を
裏
付

け
る
よ
う
な
記
述
は
、
何
一
つ
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
ら
の
師
で
あ
る
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
冒
9
妻
出
門
9
1
の
㊤
鷲
巴
6
同
工
が

教
友
達
に
対
す
る
呪
い
を
容
認
し
よ
う
と
し
た
如
く
、
彼
が
住
民
の
代
表
者
・
保
護
者
と
し
て
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
側
に
柔
軟
な
対
応
を
示
し

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
諺
ヨ
剛
○
ぐ
謬
巴
6
冒
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
三
朝
治
下
の
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
い
て
、
「
シ
ー
ア
派
の
諸
問
題

（
白
餌
匂
◎
麟
魑
置
一
一
　
欝
ρ
畠
げ
ρ
げ
鳳
一
　
㎝
図
職
ρ
）
を
学
ん
で
い
る
」
人
物
に
対
し
次
の
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
。

　
　
「
ま
さ
し
く
そ
う
あ
る
べ
き
だ
。
宗
派
の
悲
し
み
（
σ
q
ゆ
ヨ
占
導
㊤
α
冨
げ
≦
騨
ヨ
讐
暮
）
を
味
わ
う
こ
と
は
、
宗
教
の
最
も
重
要
な
こ
と
（
魯
㊤
ヨ
旨
旨
餌
ぼ
白
－

　
日
理
高
臼
ロ
）
の
一
つ
で
あ
る
。
」
〔
切
蟄
織
9
1
、
噛
．
”
　
ω
H
C
Q
一
ω
一
〇
〕

一
五
一
三
年
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
ゴ
吐
出
ω
巳
血
気
（
。
。
ρ
誉
餌
二
二
助
⇔
の
息
子
）
は
こ
の
よ
う
な
諺
ヨ
マ
O
ぐ
習
巴
6
冒
に
対
し
て
殺
意
を
抱

き
〔
書
寒
い
認
①
〕
、
ま
た
、
逆
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
ヘ
ラ
ー
ト
の
統
治
者
｝
ヨ
ぱ
佃
習
鑓
ρ
≦
畏
露
は
、
シ
ャ
ー
の
寵
厚
き
こ
の
人
物
を
妬

ん
で
、
一
五
二
一
年
、
謀
殺
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
〔
誉
鰹
登
切
。
。
b
。
凸
。
。
ω
〕
。

　
ヘ
ラ
レ
ト
の
有
力
者
達
の
中
で
、
特
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
三
人
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
他
の
有
力
者
達
に
つ

い
て
も
興
味
深
い
動
向
を
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⑫

　
b
語
胃
臼
僧
影
緯
巴
－
⇔
ヨ
．
b
富
、
跨
一
一
夢
牌
劉
煩
蕊
㊤
矯
臨
（
表
E
l
②
）

　
シ
ー
ラ
：
ズ
の
サ
イ
イ
ド
の
家
系
に
属
す
る
こ
の
人
物
は
、
伝
承
学
に
秀
で
た
自
身
の
お
じ
と
岡
じ
く
、
「
伝
承
学
を
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
で
彼

ほ
ど
に
よ
く
知
っ
て
い
る
者
は
他
に
は
い
な
か
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
る
〔
b
ロ
き
ミ
”
ミ
。
。
菖
高
名
な
伝
承
学
者
で
、
数
年
マ
ド
ラ
サ
と
ハ
ー
ン
カ
ー

で
教
育
（
α
ρ
目
の
　
≦
P
　
一
日
帥
鳥
騨
）
に
従
事
し
、
週
に
一
度
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
金
曜
モ
ス
ク
で
有
力
者
達
（
器
勲
臣
9
路
四
σ
ε
を
教
導
（
譲
注
≦
帥
塁
覗
聞
悪
け
）

し
て
い
た
と
い
う
〔
畑
§
登
ω
詔
〕
。
お
そ
ら
く
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
か
ら
こ
の
よ
う
な
職
務
を
有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
頓
≦
9
α
僧
露
冒

が
こ
の
》
暴
瑠
逆
目
巴
里
－
O
冒
の
略
伝
を
腐
し
て
い
た
時
（
一
五
二
二
／
二
三
年
目
、
彼
は
既
に
隠
遁
し
、
息
子
が
そ
の
後
任
（
号
．
雪
曇
呂
二
軍
）

と
し
て
教
育
（
α
即
目
ω
　
譲
ρ
　
一
h
似
α
P
）
に
従
事
し
て
い
た
が
、
諺
ヨ
貯
冒
ヨ
歳
歳
－
U
貯
自
身
も
ヘ
ラ
ー
ト
に
留
ま
っ
て
い
た
様
子
で
、
当
時
の
王
達

（
。
。
9
習
圃
p
）
や
統
治
者
達
（
嘗
犀
雲
霞
）
は
「
か
の
塗
下
の
所
に
伺
候
す
る
こ
と
（
日
巳
帥
轟
B
p
け
）
が
志
の
保
護
（
駐
導
ヨ
購
買
ぽ
B
B
帥
げ
）
に
必
要
で
あ

る
と
知
っ
て
い
」
た
と
い
う
〔
畑
＆
登
ω
紹
〕
。
隠
遁
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
趣
ρ
畷
ぴ
倒
巳
転
9
、
φ
及
び
設
び
H
。
。
日
帥
、
昌
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
に
関

わ
り
な
く
、
》
白
歯
智
B
雛
巴
む
ぎ
と
そ
の
家
系
は
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
い
て
高
い
地
位
を
保
持
し
続
け
た
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
設
げ

H
ω
B
帥
、
昌
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
、
フ
ト
パ
に
お
い
て
二
二
人
の
イ
マ
ー
ム
達
の
輝
か
し
い
行
為
」
を
語
っ
た
の
が
、
r
他
な
ら
ぬ
こ
の
〉
臼
岸

冒
日
三
巴
6
営
で
あ
る
〔
畑
§
登
鎌
㎝
〕
。
彼
が
仁
帥
欝
N
p
団
昌
既
－
O
ぢ
の
如
き
厳
格
な
ス
ン
ナ
派
の
立
場
を
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
実
際
に
、
前
述
の
》
き
騨
○
帯
溜
騨
一
－
O
冒
と
同
じ
く
後
代
の
シ
ー
ア
派
教
徒
列
伝
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
〔
き
↑
．
ミ
§
§
”
認
下

α
・
。
り
〕
。

　
卜
匿
冒
2
貫
節
葺
題
劉
U
ヨ
．
睡
ぴ
脳
騨
窄
O
蘭
畠
酵
（
暫
ご
蜜
騨
警
僧
島
（
表
皿
一
③
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
人
物
は
、
ω
巳
萄
口
争
撃
壌
⇒
護
岡
同
鼠
の
時
代
に
長
年
マ
ド
ラ
サ
で
教
育
（
薮
α
p
）
に
従
事
し
、
長
い
間
ナ
キ
ー
プ
の
地
位
と
ホ
ラ
ー
サ

…
ン
地
方
（
邑
P
2
日
一
ρ
犀
ρ
け
）
の
カ
ー
デ
ィ
ー
職
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
〔
嘗
§
”
。
。
鰹
〕
。
次
い
で
、
趣
醸
ぴ
9
1
鼠
個
習
の
ヘ
ラ
…
ト
占
領
後
も
、

ナ
キ
ー
プ
と
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
諸
地
方
（
B
斜
B
筥
障
）
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
（
3
富
ρ
甲
ρ
呂
舞
）
の
地
位
が
与
え
ら
れ
る
〔
畑
尋
誉
。
。
。
。
卜
。
〕
。
と
こ
ろ
が
、

OD

ｯ
H
。
・
B
帥
、
口
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
後
、
こ
の
諺
露
ぱ
器
温
津
ε
。
r
u
ぎ
が
如
何
な
る
役
職
を
保
持
し
た
の
か
全
く
確
認
で
き
な
く
な
り
、
》
げ
q 156 （156）
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巴
－
ρ
留
冒
じ
d
ρ
冨
圃
の
乱
（
一
五
一
三
年
）
に
お
い
て
、
彼
は
反
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
…
朝
の
立
場
を
取
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
内
乱
は
、
ヘ
ラ
ー
ト
を
一

時
（
ニ
ー
三
か
月
）
占
領
し
て
い
た
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
爵
ヨ
貯
。
。
目
黒
自
が
マ
ー
・
ワ
ラ
ー
ン
・
ナ
フ
ル
に
退
却
し
た
後
、
爵
白
波
ω
三
戸
コ

の
下
で
「
副
官
の
位
（
ヨ
霞
夢
σ
㌣
覧
三
携
げ
ρ
梓
ご
に
あ
っ
た
諺
σ
凶
巴
わ
霧
冨
ゆ
移
鱗
と
い
う
人
物
が
、
接
近
し
つ
つ
あ
る
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
誌

面
か
ら
ヘ
ラ
ー
ト
を
守
ろ
う
と
し
て
親
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
有
力
者
達
と
対
立
し
、
逆
に
約
二
千
の
急
募
兵
を
率
い
て
ヘ
ラ
ー
ト
を
攻
撃
す
る

〔
魯
§
噸
器
？
㎝
鵯
〕
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
諺
ヨ
ぱ
蜜
鴇
B
巴
－
∪
冒
は
掛
げ
口
巴
わ
四
。
。
旨
じ
d
昌
踏
を
支
援
（
訂
埼
賢
鍵
同
）
し
、
そ
の

軍
に
合
流
し
た
と
い
う
〔
響
§
℃
認
ご
。
最
終
的
に
、
こ
の
内
乱
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
長
唄
の
軍
事
力
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
、
諺
ヨ
ぱ
蜜
鈷
ヨ
巴
－
∪
矧
口

は
逃
走
し
た
〔
誉
§
▼
器
。
。
〕
。
こ
れ
以
降
、
こ
の
人
物
の
動
向
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
彼
年
（
一
五
一
九
年
）
だ
け
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
〔
魯
ぎ
り

。。

p
＆
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
劇
宅
巴
幽
』
糟
憲
鑑
螢
竪
㊤
ヨ
．
》
富
．
》
剛
団
ぽ
（
表
且
一
⑨
）

　
前
述
の
》
σ
繭
巴
わ
画
。
。
ぎ
切
ρ
冨
國
の
乱
に
お
い
て
佛
欝
H
q
。
B
9
1
．
ロ
へ
の
好
意
（
号
乱
ρ
暮
鼠
ぽ
）
を
明
ら
か
に
し
、
親
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の

立
場
を
取
っ
た
有
力
者
の
一
人
が
こ
の
人
物
で
あ
る
〔
智
§
』
ω
謡
。
表
H
一
①
～
⑨
の
有
力
者
達
の
中
で
、
こ
の
側
毒
麟
智
宣
房
二
巴
6
貯

だ
け
が
所
謂
ウ
ラ
マ
ー
に
属
さ
な
い
。
彼
は
ω
巳
甘
9
1
ゆ
に
蕊
㊤
鷹
冒
冒
跳
の
治
世
半
ば
に
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
な
り
、
次
い
で
「
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

督
官
の
地
位
（
β
P
㊤
昌
o
o
ρ
び
一
一
　
一
㈲
巴
鈎
h
一
一
　
α
圃
一
働
昌
）
」
を
得
、
ω
巳
萄
娼
畑
島
ρ
巻
藁
四
民
鼠
の
晩
年
に
は
、
更
に
「
勅
書
官
の
地
位
（
ヨ
毬
留
げ
ム
暑
巴
猿

謹
ρ
膨
暑
習
㊤
）
」
を
も
合
わ
せ
持
っ
た
と
い
う
〔
畑
§
費
ω
認
〕
。
そ
れ
で
い
て
鉱
≦
思
p
参
差
9
1
一
孚
。
7
U
冒
は
、
「
信
仰
の
厚
い
人
物
」
〔
蜜
鰹
ミ
蝸

嵩
㌶
〕
で
、
「
圏
務
と
財
務
の
重
要
事
（
露
霜
餅
直
覧
旨
旨
巳
犀
毒
ρ
欝
邑
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
職
務
に
従
事
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
義
務
的

あ
る
い
は
自
発
的
な
宗
教
の
務
め
を
片
時
も
怠
っ
た
り
軽
ん
じ
た
り
し
な
か
っ
た
」
〔
野
並
”
ω
。
。
・
。
〕
。
ω
正
嘉
昌
煩
口
鋸
巻
竃
貯
鼠
残
像
は
如
何

な
る
君
主
に
対
し
て
も
仕
漏
す
る
こ
と
を
固
辞
し
た
が
、
「
ヘ
ラ
ー
ト
の
ア
ミ
ー
ル
達
と
ワ
ズ
ィ
ー
ル
達
は
、
如
何
な
る
重
要
事
も
、
か
の
閣

下
の
理
解
と
承
認
な
し
に
は
何
一
つ
決
定
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
〔
掴
暮
聲
ω
認
〕
。
露
主
と
の
結
び
付
き
が
強
く
政
争
の
影
響
を
受
け
易
い
高

級
官
僚
の
経
歴
を
持
つ
も
の
の
、
「
宗
教
の
務
め
」
に
熱
心
で
世
俗
の
官
職
に
執
着
し
な
か
っ
た
こ
の
人
物
に
対
し
、
周
囲
の
信
頼
は
厚
か
っ
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た
よ
う
で
あ
る
。
側
宅
9
1
宣
智
奪
弩
巴
－
U
冒
は
、
自
ら
の
死
（
一
五
一
二
年
）
に
先
立
っ
て
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
ヘ
ラ
ー
ト
の
統
治
者
諺
霊
湯

弧
習
霞
9
甫
毘
茜
と
そ
の
ア
ミ
ー
ル
達
や
副
官
達
（
崖
零
言
σ
）
の
各
女
に
自
身
の
財
産
（
蒼
鋒
婁
ρ
日
暮
ρ
暑
中
三
三
）
の
一
部
を
譲
渡
す
る
よ
う

定
め
た
と
い
う
〔
智
“
豊
。
。
ω
ω
〕
。
跨
ぴ
凶
既
わ
似
除
掬
し
d
菩
驚
の
乱
後
も
、
彼
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
黄
老
に
好
意
的
で
あ
り
続
け
た
と
思
わ
れ
、
良

好
な
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。

　
》
冨
胃
頓
騨
傷
噌
巴
－
⇔
冒
網
薗
渉
葛
讐
一
－
燭
器
㊤
網
昌
（
表
丑
1
⑤
）

　
こ
の
人
物
は
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
著
名
な
サ
イ
イ
ド
の
家
系
に
属
し
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
、
長
年
三
つ
の
マ
ド
ラ
サ
で
教
育
（
M
㌫
α
暮
）
に
従
事

し
て
い
た
〔
穿
憲
”
ω
給
〕
。
詮
菩
9
1
雪
転
9
の
ヘ
ラ
：
ト
占
領
後
は
、
「
単
独
で
」
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方
（
e
話
壇
）
の
ム
フ
タ
ス
ィ
ブ
（
市
場
監

督
官
）
と
な
る
〔
誉
鰹
登
ω
㎝
b
。
”
ω
。
。
b
。
〕
が
、
　
一
－
二
年
で
こ
の
地
位
か
ら
退
き
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
バ
ル
ブ
の
統
治
者
の
要
請
に
よ
り
ヘ
ラ
ー

ト
を
離
れ
て
、
今
度
は
バ
ル
フ
の
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
地
位
に
就
い
た
〔
畑
S
蔓
ω
総
〕
。
と
こ
ろ
が
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
U
剛
≦

ω
巳
萄
⇔
男
ロ
ヨ
一
q
が
バ
ル
ブ
の
統
治
者
と
な
っ
た
時
（
一
五
一
三
年
）
、
幾
人
か
の
「
悪
し
き
者
達
（
即
三
野
終
H
曲
舞
）
」
の
中
傷
に
よ
っ
て
息
子
と

　
㊧

共
に
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
〔
畑
§
聾
・
。
紹
〕
。
》
日
副
0
ρ
曾
巴
－
O
冒
は
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
時
代
既
に
ヘ
ラ
ー
ト
の
主
要
な
有
力
者
と
は
呼
べ

な
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
人
物
個
人
の
生
涯
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
と
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
下
で
保
持
し
得
た
高
い
地
位
と

栄
誉
を
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
下
で
自
ら
の
生
命
と
共
に
失
っ
た
と
言
え
よ
う
。
一
五
一
一
年
バ
ル
ブ
が
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
版
図
に
加
え
ら

れ
た
〔
畑
＆
登
ヨ
Φ
〕
時
、
ρ
写
帥
塁
巴
－
∪
貯
測
器
p
団
昌
と
い
う
名
の
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
サ
イ
イ
ド
が
バ
ル
ブ
に
派
遣
さ
れ
、
「
そ
の
地
方

（
塚
簿
ρ
）
の
シ
ャ
リ
ー
ア
の
重
要
事
（
日
二
四
白
日
ム
㎝
賃
、
蔓
p
）
を
イ
マ
ー
ム
派
の
気
高
き
宗
教
（
ヨ
日
舞
嵩
．
ρ
ξ
ρ
虫
＝
白
助
旨
饗
）
に
適
う
よ
う
定

め
た
」
と
い
う
〔
野
“
畑
“
”
　
①
O
c
◎
〕
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
直
接
》
ヨ
副
m
ρ
費
巴
6
矧
口
の
立
場
に
影
響
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
○
響

ω
巳
縞
昌
図
q
津
津
が
バ
ル
ブ
の
統
治
者
と
な
っ
た
の
は
、
　
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
に
一
旦
バ
ル
ブ
を
奪
回
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
、
こ
の
時
バ
ル
ブ

の
有
力
者
達
（
器
鼠
一
議
ρ
勲
、
唄
習
）
は
、
先
に
ウ
ズ
ベ
ク
軍
に
服
従
し
た
こ
と
で
懲
罰
を
受
け
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
た
〔
畑
＆
登
認
㌣

課
O
〕
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
跨
曇
削
O
p
母
ρ
憎
∪
貯
の
処
刑
は
、
ウ
ズ
ベ
ク
軍
に
対
す
る
服
従
の
罪
を
問
う
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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16世紀初頭のヘラート（久保）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
の
帥
舎
頓
髄
画
腎
騎
。
屠
U
ヨ
呂
塵
拶
帥
舅
壁
麟
儀
暫
一
－
囮
≡
働
冨
凶
（
蓑
且
一
⑦
）

　
カ
ー
デ
ィ
ー
職
を
「
世
襲
の
地
位
（
h
P
ρ
コ
。
α
ρ
ぴ
一
一
　
営
㊤
≦
吐
O
肋
回
）
」
と
す
る
家
系
に
属
す
こ
の
人
物
は
、
カ
ー
デ
ィ
ー
で
あ
っ
た
父
の
袈
（
一
四
八
六

年
）
後
、
そ
の
地
位
と
ソ
ユ
ル
ガ
ル
や
免
税
地
（
白
蝦
、
讐
圏
練
）
を
相
続
し
た
〔
畑
尋
養
。
。
ω
望
ω
。
。
①
〕
。
の
ρ
蜜
げ
帥
為
楽
留
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
後
も
、
「
従

来
通
り
」
「
引
き
続
い
て
」
カ
！
デ
ィ
ー
に
任
じ
ら
れ
た
〔
較
＆
登
ω
ω
ρ
ω
。
。
・
。
〕
。
そ
し
て
、
ω
夢
同
ω
唇
餅
、
ロ
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
後
に
は
、
シ
ャ
イ

フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
地
位
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
〔
警
ミ
9
。
。
。
。
①
〕
。
こ
の
の
色
身
0
ρ
母
9
Ψ
U
冒
が
、
処
飛
さ
れ
た
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ

ー
ム
属
餌
毒
填
詞
ω
p
紙
巴
6
貯
の
後
任
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
が
ヘ
ラ
ー
ト
の
名
門
力
ー
デ
ィ
ー
家

か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
は
、
至
極
穏
当
に
思
え
る
が
、
こ
の
新
任
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
ニ
ー
三
年
で
そ
の
地
位
か
ら
退
い
て
し
ま
っ

た
〔
智
ミ
黛
ω
ω
①
〕
。
も
っ
と
も
、
退
任
の
際
に
彼
が
詠
ん
だ
詩
は
、

　
地
位
（
旨
伊
口
ω
ρ
げ
）
よ
り
無
位
（
一
）
劉
臼
窪
。
呂
同
）
へ
と
向
か
う
／
如
何
な
る
地
位
に
も
無
位
は
勝
る

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
ヘ
ラ
ー
ト
に
居
住
し
て
、
様
々
な
此
々
か
ら
信
頼
さ
れ
親
し
ま
れ
て
い
た
と
い
う
〔
智
§
”
ω
ω
①
〕
。
ρ
似
貸

m
p
臼
巴
6
冒
の
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
退
任
の
背
景
に
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
東
側
の
圧
力
は
感
じ
取
れ
な
い
。

　
b
旨
冒
開
”
脅
ε
。
ぞ
⇔
冨
．
ト
ぴ
衛
鎗
・
b
詔
詔
巴
曽
炉
劃
崖
審
望
溶
凶
（
表
∬
一
⑧
）

　
先
述
の
諺
露
冒
留
母
巴
6
貯
（
表
H
l
⑤
）
の
甥
で
あ
り
、
著
名
な
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
年
代
記
作
家
冒
㊤
鼠
得
点
．
諺
び
α
巴
－
霊
薬
N
9
1
ρ

ω
ρ
ヨ
震
ρ
ρ
巳
圃
の
外
孫
に
も
当
る
こ
の
人
物
は
、
若
く
し
て
二
つ
の
マ
ド
ラ
サ
の
ム
ダ
ヅ
リ
ス
（
マ
ド
ラ
サ
の
教
授
）
と
な
り
、
一
五
二
一
年
、

四
三
歳
で
愛
し
た
と
い
う
〔
欝
鰹
墨
。
。
紹
〕
。
》
罵
領
国
ゆ
朗
詠
6
冒
が
ム
ダ
ッ
リ
ス
と
な
っ
た
の
は
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
の
こ
と
で
あ
る
と
思

わ
れ
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
各
支
配
時
代
を
通
じ
て
の
彼
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
が
、
ヘ
ラ
ー
ト
を
離
れ
た
と
い
う
形
跡

は
認
め
ら
れ
な
い
。

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
主
要
な
有
力
者
達
の
動
向
に
は
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
時
代
で
は
な
く
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
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朝
時
代
に
お
い
て
著
し
い
変
化
が
見
出
さ
れ
る
（
表
1
1
①
、
③
～
⑥
の
人
々
）
。
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
支
配
は
有
力
者
達
の
地
位
や
存
在
を
脅
か

す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
彼
ら
は
、
殆
ど
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
と
変
わ
ら
ぬ
高
い
地
位
を
保
持
し
得
た
。
既
に
第
一
章
で
見
た

よ
う
に
、
ヘ
ラ
ー
ト
の
有
力
者
達
が
無
抵
抗
に
支
配
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
点
で
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
場
合
も
全
く
同
様
で
、
彼
ら
が
敢
え

て
シ
ー
ア
主
義
を
拒
ま
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
三
朝
側
が
示
し
た
対
応
は
仮
借
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
中
で
も
、
彼
ら
の
筆
頭

に
位
置
付
け
ら
れ
る
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
岩
ρ
乱
四
鼠
ω
ρ
風
ρ
Ψ
U
冒
と
ρ
卿
魯
H
高
下
曽
ρ
智
U
冒
が
、
前
老
は
処
刑
さ
れ
、
後
者

は
財
産
を
強
奪
さ
れ
て
ヘ
ラ
ー
ト
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
時
代
に
軍
事
面
で
の
権
力
ま
で
握
っ
た
》
B
冒
○
露
営

巴
6
冒
の
如
き
存
在
も
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
が
ヘ
ラ
ー
ト
の
主
要
な
有
力
者
達
に
示
し
た
こ

の
よ
う
な
対
応
は
、
如
何
な
る
人
々
の
意
図
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
場
合
、
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
：
ム
の
任
命
は
趣
㊤
団
げ
働
巳
較
働
昌
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
、
ナ
キ
ー
プ
、
カ
ー
デ
ィ
ー
、

ム
フ
タ
ス
ィ
ブ
、
ム
ダ
ッ
リ
ス
等
を
任
命
し
た
の
は
先
述
の
貧
欲
な
サ
ド
ル
竃
帥
甫
団
鼠
．
》
σ
α
巴
肉
㊧
甘
B
6
角
臨
ω
繍
昌
剛
で
あ
っ
た
〔
魯
憲
”

ω
。
。
昏
。
〕
。
　
一
方
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
場
合
は
、
　
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
処
刑
は
狂
信
的
な
サ
ド
ル
ω
p
団
絃
α
“
鶏
鳳
p
∵
U
冒
、
≧
同
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
ρ
帥
禽
H
告
ぐ
9
1
周
鶴
6
営
の
財
産
を
強
奪
し
た
の
は
キ
ズ
ィ
ル
バ
ー
シ
ュ
達
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
蜜
ミ
智
蕊
智
ミ
に

よ
れ
ば
、
醗
げ
H
ω
臼
鯛
．
昌
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
「
イ
ラ
ー
ク
の
統
治
者
達
（
ザ
爵
厨
ヨ
）
は
ホ
ラ
ー
サ
ー
ソ
の
人
女
の
諸
家
系
の
実
質
を
知
ら
な

か
っ
た
の
で
、
ソ
ユ
ル
ガ
ル
の
分
量
の
決
定
と
そ
れ
ら
の
地
位
の
区
別
は
ω
㊤
胤
㊤
甲
∪
貯
姐
≦
巴
p
ζ
乱
悪
頃
ρ
N
（
第
一
発
註
⑳
）
の
公
正
な
意

見
に
依
存
し
た
」
と
い
う
。
「
有
力
者
達
の
慰
撫
と
ア
ド
ブ
・
マ
ナ
ー
フ
一
族
の
栄
誉
あ
る
宗
教
の
強
化
」
の
た
め
シ
ャ
ー
に
先
ん
じ
て
ヘ
ラ

ー
ト
を
訪
れ
た
（
既
述
）
ワ
ズ
ィ
ー
ル
佃
≦
四
智
寓
象
亀
鴛
じ
d
配
陣
圃
の
存
在
も
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
達
の
間
に
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
は
こ
れ
ら
の
者
達
と
ω
鍛
点
語
9
1
、
ロ
や
そ
の
実
権
の
代
行
者
諺
塁
謬
翼
9
。
冒
ム
留
自
（
第
一
章
註
⑧
）
の
問
に
、
共
通
す
る
意
図
が
あ
っ
た

と
は
考
え
難
い
。
例
え
ば
、
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
護
ρ
乱
暴
似
Q
Q
㊤
鷺
巴
6
貯
の
死
は
サ
ド
ル
Q
Q
塁
図
置
趣
気
層
h
巴
－
U
ぎ
、
諺
躍
の
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

脚
の
原
因
に
な
り
得
た
が
、
一
旦
は
ヘ
ラ
：
ト
の
名
門
力
ー
デ
ィ
ー
家
に
与
え
ら
れ
た
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
地
位
に
、
や
が
て
ア
ラ

160 （160）



ブ
の
シ
ー
ア
派
ウ
ラ
マ
…
が
進
出
し
て
来
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。

16世紀初頭のヘラート（久保）

①
　
こ
の
よ
う
な
襲
撃
は
、
多
く
の
場
含
名
門
の
家
系
に
属
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、

　
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
名
家
に
つ
い
て
は
、
既
に
幾
つ
か
の
研
究
が
あ
る
〔
多
ρ
乱
幣

　
貯
σ
Q
－
N
o
9
ρ
N
魯
ぎ
§
§
贈
ζ
．
§
ミ
＆
．
誉
壽
さ
ミ
民
ミ
静
男
器
一
一
）
門
罵
σ
q
㌧
お
。
。
ρ

　
曽
O
も
劔
ω
い
羽
田
　
一
九
八
七
〕
。
ま
た
、
情
況
は
異
な
る
が
、
マ
ー
・
ワ
ラ
ー
ソ

　
・
ナ
フ
ル
に
お
い
て
ナ
ク
シ
ュ
バ
ン
デ
ィ
ー
教
団
の
長
頓
’
＜
割
宣
≧
冨
9
1
目
が
果
た

　
し
た
役
割
は
、
大
い
に
参
考
に
な
る
〔
廻
本
正
知
「
ホ
…
ジ
ャ
・
ア
フ
ラ
ー
ル
と

　
ア
ブ
ー
・
サ
イ
…
ド
ー
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
に
お
け
る
聖
者
と
支
配
選
一
」
『
西
南

　
ア
ジ
ア
研
究
』
二
五
（
…
九
八
六
）
〕
。

②
　
『
誉
ミ
昏
』
刊
本
で
は
、
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
の
名
が
≧
ゴ
習

　
さ
ミ
ミ
ρ
7
U
冒
、
〉
細
、
〉
＝
倒
7
ρ
学
樹
戸
届
二
巴
嵩
と
な
っ
て
い
る
〔
欝
昏
導
・
ω
『
刈
〕

　
が
、
一
二
七
一
年
の
テ
ヘ
ラ
ン
版
で
は
、
表
∬
で
示
し
た
よ
う
に
〉
ヨ
胃
腎
ミ
ミ

　
9
－
U
ヨ
、
〉
細
、
〉
＝
讐
9
甲
倒
暴
p
団
島
で
あ
る
〔
員
ど
G
。
6
〕
。

③
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
の
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
サ
ド
ル
（
第
一
章
註

　
⑧
）
の
管
轄
下
に
な
く
、
他
の
ウ
ラ
マ
ー
と
は
別
格
の
存
在
で
あ
っ
た
〔
匁
。
①
ヨ
Φ
『
㌧

　
§
・
ミ
・
、
嵩
ご
間
野
　
一
九
六
九
、
三
一
二
〕
。

④
　
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
三
橋
富
治
男
「
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
初
期
に
於
け
る

　
ア
ナ
ト
リ
ア
と
マ
ワ
ラ
ン
・
ナ
フ
ル
の
学
術
交
流
」
『
史
学
』
三
二
一
二
（
一
九

　
五
九
）
、
一
四
に
も
簡
単
な
紹
介
が
見
え
る
。

⑤
　
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
に
属
し
た
〔
し
尊
き
幅
§
ミ
㊤
σ
〕
こ
の
人
物
の
弟
子
（
矧
q
q
一
乙
）

　
と
し
て
、
表
∬
一
④
の
人
物
を
は
じ
め
二
五
人
の
学
者
（
α
鋤
堅
目
⑯
ヨ
餌
昌
伽
）
が
挙
げ
ら

　
れ
る
と
い
う
〔
葡
ぬ
瓠
州
織
押
　
一
b
o
刈
σ
…
　
肉
霜
鰍
刷
糺
闘
＼
o
り
℃
　
も
Q
α
一
〕
。

⑥
シ
ー
ラ
ー
ズ
出
身
で
、
…
五
〇
九
年
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
初
代
ワ
キ
ー
ル
に
よ

　
リ
サ
ド
ル
職
が
与
え
ら
れ
た
〔
＞
5
σ
貯
一
撃
P
①
メ
＄
〕
。

⑦
〉
需
三
昌
お
G
。
蒔
払
◎
。
’

⑧
護
軽
骨
仁
伊
二
三
は
、
そ
の
著
雷
の
中
で
自
身
の
従
兄
弟
で
あ
り
保
護
者
で
も

　
あ
っ
た
じ
5
謬
母
に
言
及
す
る
時
、
常
に
敬
意
を
込
め
た
表
現
を
用
い
る
が
、
サ

　
フ
ァ
ヴ
ィ
…
朝
の
援
助
を
受
け
た
サ
マ
ル
カ
ン
ド
再
征
服
時
（
一
五
一
一
年
）
の

　
シ
ー
ア
主
義
採
用
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
り
〔
∩
o
ン
お
巴
じ
コ
一
り
鐙
σ
㌧
這
凸
、

　
じ
ご
9
霞
の
援
助
に
赴
い
た
＞
3
冒
宮
餌
言
占
留
篤
軍
に
対
す
る
ウ
ズ
ベ
ク
軍
の

　
勝
利
を
称
え
て
い
る
〔
O
①
ン
【
O
頴
O
切
　
一
㊤
㎝
鼻
σ
㌧
　
一
G
Q
α
〕
。
ま
た
、
　
ヘ
ラ
ー
ト
の
金
曜
モ

　
ス
ク
に
お
け
る
綴
9
1
曾
N
帥
≦
ド
四
7
U
冒
殉
教
に
つ
い
て
も
、
死
を
覚
悟
し
た
彼

　
が
「
教
友
達
（
8
葛
σ
）
の
名
を
古
く
か
ら
の
慣
行
通
り
に
讃
美
と
栄
誉
と
共
に
読

　
み
始
め
た
」
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
し
〔
需
琶
闘
寒
し
。
、
O
σ
に
窓
踏
ミ
＼
図
、
卜
。
撃
〕
、

　
か
な
り
意
図
的
に
、
勇
敢
で
厳
格
な
ス
ン
ナ
派
教
徒
の
殉
教
と
し
て
描
い
て
い
る
。

⑨
　
鄭
O
冨
ω
ω
窪
も
、
こ
の
『
ミ
四
へ
．
ミ
帖
蔦
謹
の
記
述
を
紹
介
し
て
は
い
る
が
、
結

　
局
『
沁
蕊
ミ
心
に
従
っ
て
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
死
を
厳
格
な
ス
ン
ナ
派

　
教
徒
の
殉
教
と
見
倣
し
て
い
る
〔
O
冨
ω
ω
o
昌
ド
リ
鵡
、
L
。
O
占
。

⑩
　
こ
の
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
　
五
〇
五
年
一
〇
月
一
…
五
日
付
で
オ
ス

　
マ
ソ
朝
の
ω
三
3
算
し
5
9
1
看
N
冠
二
世
宛
に
書
簡
を
送
っ
て
お
り
、
　
一
五
〇
七
年

　
七
／
八
月
付
の
ω
三
響
μ
し
d
倒
饗
N
嵐
二
世
の
返
信
の
存
在
も
確
認
さ
れ
る
〔
物
興
∵

　
鳥
自
鵠
し
彰
①
ざ
寒
ミ
旨
、
ミ
ー
艦
の
ミ
ミ
§
㌧
H
、
H
m
↓
舘
一
σ
三
、
お
刈
《
ω
①
心
1
ω
①
O
〕
。
こ
の
書

　
簡
交
換
は
、
ヘ
ラ
ー
ト
で
ム
ダ
ッ
リ
ス
と
な
っ
て
い
た
ル
…
ム
出
身
の
ウ
ラ
マ
ー

　
の
帰
国
に
闘
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
「
誹
諺
」
の
要
困
に
は
成
り
得
た

　
か
も
し
れ
な
い
。

⑭
　
こ
の
部
分
は
訳
者
彊
9
5
ヨ
0
り
雲
譲
合
分
ヨ
ヨ
9
色
ρ
ρ
・
撃
茎
昌
に
よ
る
加
筆
。

＠
　
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
お
け
る
サ
ド
ル
は
、
明
ら
か
に
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
や
ア
ク
・
コ

　
ユ
ン
ル
朝
の
制
度
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
…
朝
人
置
期
で

　
は
、
そ
の
権
限
は
元
来
の
職
務
に
適
わ
な
い
も
の
で
あ
る
〔
〉
ユ
。
筥
§
瓦
窯
．
ミ
こ

　
H
器
－
話
継
、
ω
一
〇
）
。

⑬
他
に
の
豊
國
甚
二
愚
こ
ω
曙
覧
山
H
墨
譜
覧
二
ω
p
毯
乙
与
臨
論
門
a
6
冒161 （161）



　
彊
9
終
p
な
ど
の
呼
称
を
持
つ
。

⑭
〉
暮
貯
δ
。
。
倉
ぎ
8
8
9

⑮
他
に
〉
ヨ
胃
竃
昌
雷
5
ヨ
匿
山
〉
ヨ
群
く
認
＝
ご
謡
扇
ン
宣
属
諺
ヨ
巴
占
く
。
誓
ご

　
詔
鐸
冨
旨
旨
巴
山
竃
冒
鴫
O
誓
h
な
ど
の
呼
称
を
持
つ
。
殉
．
竃
。
o
り
騨
く
。
蔓
は
、
サ

　
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
初
期
の
地
方
統
治
に
関
連
し
て
、
こ
の
人
物
に
か
な
り
詳
し
く
言

　
及
し
て
い
る
〔
濁
■
鼠
．
ω
碧
o
H
ざ
、
．
6
Q
o
ヨ
①
ぼ
0
8
ω
o
鵠
畠
。
勺
H
o
謡
口
9
9
＞
争

　
ヨ
ぎ
δ
け
話
畠
。
瓢
o
h
跨
。
国
撃
。
円
一
望
O
p
h
畏
く
達
．
心
霊
讐
り
ρ
．
、
切
組
O
転
蟄
×
×
＜
飯
山

　
（
お
象
y
搭
令
誌
①
〕
。

⑯
　
こ
の
時
の
情
況
に
つ
い
て
は
、
間
野
英
二
「
．
ハ
ー
ブ
ル
と
ヘ
ラ
ー
ト
」
『
オ
リ

　
ェ
ン
ト
』
二
三
一
二
（
｝
九
八
○
）
が
詳
し
い
。

⑰
　
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
窯
聖
≦
ぎ
酬
ω
P
）
義
9
－
U
冒
は
、
「
七
〇
歳
近
く

　
ま
で
集
団
礼
拝
に
欠
席
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
〔
ヒ
。
奪
§

　
　
　
　
　
　
く

　
ミ
刈
σ
〕
が
、
ω
問
7
H
ω
ヨ
似
、
昌
の
ヘ
ラ
ー
ト
占
領
時
に
は
、
既
に
八
○
歳
前
後
に
達

　
し
て
い
た
〔
勾
琶
ミ
押
δ
冨
旧
沁
駄
ミ
刷
＼
司
”
卜
。
ω
O
〕
。
彼
が
代
役
を
必
要
と
し
た
理

　
由
は
、
こ
の
よ
う
な
高
齢
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
タ
フ
タ
ー
ザ
ー
ニ
ー
家

　
に
属
さ
な
い
〉
旨
冒
O
財
溜
麟
一
－
O
冒
が
代
役
に
選
ば
れ
た
の
は
、
諸
豪
蜀
轟

　
ω
ρ
嘱
h
騨
∵
U
冒
の
死
後
タ
フ
タ
ー
ザ
ー
二
…
家
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ

　
〔
じ
g
尋
ミ
い
嵩
『
σ
〕
、
彼
の
息
子
の
存
在
が
諸
史
料
か
ら
確
認
で
き
な
い
こ
と
と
、

　
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
く

⑱
　
㌻
へ
慧
昏
ミ
丸
恥
鋤
ミ
に
よ
る
と
、
前
述
の
ρ
四
三
岡
ゲ
試
冤
理
p
7
U
H
謬
（
ハ
ナ
フ
ィ

　
一
派
）
の
後
任
に
な
っ
た
と
い
う
〔
》
自
σ
一
〇
　
一
〇
Q
◎
蒔
℃
　
口
O
汁
O
　
悼
O
窃
〕
。

⑲
〉
昔
日
Ω
ぞ
溜
餌
7
U
冒
の
後
任
の
カ
ー
デ
ィ
ー
が
任
命
さ
れ
た
の
は
、
そ
の

　
殻
後
の
こ
と
で
あ
り
〔
畑
島
ミ
黛
頓
。
。
お
、
そ
れ
ま
で
彼
は
カ
L
デ
ィ
ー
と
サ
ド
ル
の

　
地
位
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

⑳
　
軍
・
隊
　
の
摺
揮
官
の
地
位
を
表
す
「
ア
ミ
ー
ル
」
と
、
こ
の
〉
き
H
『
O
ぞ
9
1
鵬
9
ヤ

　
O
冒
を
は
じ
め
蓑
H
1
②
、
③
、
⑤
、
⑧
の
人
物
（
全
て
サ
イ
イ
ド
）
に
見
ら
れ

　
る
敬
称
と
し
て
の
「
ア
ミ
ー
ル
」
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑳
　
こ
の
時
の
情
況
に
つ
い
て
は
、
O
①
蓄
き
脇
一
ゆ
鐙
草
お
一
占
ω
◎
。
で
詳
し
く
述
べ

　
ら
れ
て
い
る
。

＠
　
他
に
〉
ヨ
胃
》
ヨ
摯
巴
－
U
冒
…
〉
管
回
門
島
ヨ
9
1
一
a
－
U
冒
、
＞
3
．
〉
一
瓜
田
ρ
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
㌶
忌
㊤
盆
献
脚
雫
U
器
芭
畠
面
一
－
ω
回
乱
撃
な
ど
の
呼
称
を
持
つ
。

⑭
　
弧
≦
9
1
【
巳
欝
白
畔
は
、
〉
彰
冒
冒
旨
理
巴
－
U
冒
の
略
　
仏
の
前
の
部
分
で
「
現
年

　
代
、
即
ち
九
二
九
年
」
と
記
し
〔
魯
白
魚
二
二
－
罐
O
〕
、
後
の
部
分
で
も
「
年
代

　
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
二
九
年
に
至
っ
た
最
近
ま
で
」
と
記
し
て
い
る
〔
欝
ミ
黛
ω
。
。
磁
。

⑭
　
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
の
ナ
キ
ー
プ
は
、
サ
イ
イ
ド
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
サ
イ
イ

　
ド
間
の
序
列
確
定
を
そ
の
任
務
と
す
る
〔
鶯
o
o
ヨ
①
び
。
》
鼠
馬
・
”
霊
㊤
…
間
野
　
一

　
九
六
九
、
三
＝
〕
。

⑮
ω
ξ
細
餌
困
噛
二
鈴
《
影
蜜
圃
旨
同
時
代
の
「
パ
フ
シ
の
ア
ミ
ー
ル
達
（
駕
旨
p
悉
、
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
σ
影
踏
）
」
の
一
人
で
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
政
権
崩
壊
後
は
Q
。
選
鼠
呂
H
，
國
習
に
厚
遇

　
さ
れ
た
と
い
う
〔
§
守
刷
鋤
」
　
切
Q
ゆ
O
〕
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
時
代
の
パ
フ
シ
と
は
、
「
軍
務

　
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
（
篇
圃
’
く
凹
P
－
一
　
け
鎧
’
＜
訓
α
同
）
」
に
所
属
す
る
ト
ル
コ
人
書
記
の
こ
と

　
で
あ
る
〔
夘
。
。
旨
。
さ
愚
．
ミ
‘
嵩
O
嚇
間
野
　
一
九
六
九
、
三
〇
九
〕
。

⑳
単
に
較
毛
均
す
．
去
似
、
と
亜
ご
¢
下
智
．
〉
岱
、
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

⑳
　
具
体
的
な
職
務
内
容
は
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の
人
物
は
、
「
ワ
ズ
ィ
…
ル
職

　
の
座
（
帥
ゴ
砂
団
瓢
P
O
一
一
　
♂
く
一
民
似
『
P
け
）
を
踏
み
越
え
て
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
監
督
官
の
地
位
の

　
手
綱
を
手
に
し
、
あ
る
期
間
、
ア
ミ
ー
ル
達
と
ワ
ズ
ィ
ー
ル
達
の
中
で
検
査
済

　
（
蒼
9
p
．
p
、
p
冨
写
三
）
の
印
と
し
て
署
名
（
3
≦
ρ
同
、
）
し
て
い
た
」
と
い
う
〔
畑
縞
驚
黛

　
ら
。
詑
〕
。

㊥
　
起
を
斜
コ
α
ρ
ヨ
胃
に
よ
る
と
、
「
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
王
達
（
乙
。
騨
一
四
ρ
同
コ
8
一
　
日
一
諺
口
円
一
）

　
の
隣
代
に
は
、
王
権
の
中
枢
の
栄
誉
あ
る
地
位
（
」
p
毎
．
ロ
ヨ
濡
鼠
豊
ぴ
－
一
終
論
理
－
一

　
。
。
ρ
慧
舘
声
σ
）
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
と
い
う
〔
畑
＆
き
、
Q
。
凹
O
〕
。

⑳
　
別
の
二
人
の
息
子
は
、
そ
の
後
も
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
…
朝
治
下
の
ヘ
ラ
…
ト
で
修
学

　
し
て
お
り
〔
寓
斜
守
刷
O
㌔
　
ω
α
b
Q
〕
、
家
系
自
体
が
絶
や
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

⑳
　
鉱
芝
似
す
σ
q
一
ρ
倒
岳
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
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⑳
〉
魯
貯
お
。
。
継
℃
一
N
　
引
用
部
は
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
の
重
訳
。

⑫
　
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
統
治
権
と
領
蒋
権
（
ぞ
鑓
同
署
㊤
α
側
感
”
回
）
が
〉
二
千
窯
p
甘
9
∴

　
ゆ
似
嵩
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
ω
警
質
素
倒
、
同
一
の
勅
令
（
h
自
白
警
）
が
現

　
存
す
る
〔
〉
鐸
σ
一
嵩
　
一
り
◎
o
膳
”
　
邸
O
〕
。

⑳
〉
巳
貯
お
。
。
心
し
。
。
・

⑭
　
　
五
一
＝
／
二
二
年
ω
ρ
冤
σ
N
越
昌
p
〒
U
冨
．
〉
財
が
ヘ
ラ
ー
ト
に
お
い
て
シ

　
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
大
力
ー
デ
ィ
…
（
甲
ρ
舞
ρ
一
ゐ
且
理
）
に
任
じ
ら
れ
、

約
二
年
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
〔
起
＆
醐
受
勲
O
〕
が
、
こ
の
人
物
は
、
ジ
ャ
バ
ル
・

ア
ー
ミ
ル
馬
身
の
高
名
な
シ
ー
ア
派
学
者
で
あ
る
〔
〉
こ
。
旨
導
二
号
．
ミ
．
、
ω
O
僧

9
器
G
・
ω
昌
一
鴇
い
。
℃
卜
。
①
α
〕
。
ま
た
、
同
じ
く
ジ
ャ
バ
ル
・
ア
ー
ミ
ル
出
身
で
。
り
曙
ヴ

N
選
昌
a
－
O
冒
．
≧
同
の
弟
子
、
〉
σ
α
巴
－
留
彰
蝕
と
い
う
人
物
が
、
後
に
ヘ
ラ
ー

ト
の
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
〔
謝
冨
民
碧
b
ご
。
α
Q
竃
口
嵐
剛
”

8
9
、
愚
－
軌
、
抵
ミ
ミ
ー
き
昏
ミ
．
き
婁
魯
巴
．
7
a
≧
簿
5
H
い
8
0
ξ
雪
篇
ω
㎝
9
一
蜜
－

題
⑦
〕
。

お
　
わ
　
り
　
に

16世紀初頭のヘラート（久保）

　
一
六
世
紀
初
頭
の
ヘ
ラ
ー
ト
に
相
次
い
で
現
れ
た
二
つ
の
新
興
王
朝
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
支
配
は
、
明
ら
か
に
性
質

の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
港
は
大
都
市
ヘ
ラ
ー
ト
の
富
を
隠
蔽
に
吸
収
し
な
が
ら
も
、
住
民
の
中
で
指
導
者
的
立
場
に
あ
る
主
要
な
有
力

者
達
に
は
穏
便
に
対
処
し
た
。
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
内
部
の
人
女
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
新
た
に
得
た
経
済
的
基
盤
を
充
分
に
活
用
す
る
こ
と
に

専
心
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
後
者
は
、
住
民
を
圧
政
か
ら
解
放
し
な
が
ら
も
、
宗
教
の
問
題
に
よ
っ
て
混
乱
さ
せ
、
主
要
な
有
力
者

達
の
地
位
や
動
向
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
し
か
し
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
側
が
ヘ
ラ
ー
ト
の
主
要
な
有
力
老
手
に
示
し
た
対
応
に
つ
い

て
、
何
ら
か
の
定
ま
っ
た
方
針
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
関
わ
っ
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
三
朝
内
部
の
人
々
は
多
様
で
あ
り
、
各

女
の
意
図
や
権
限
が
錯
綜
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
正
面
か
ら
扱
わ
な
か
っ
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
三
朝
シ
ー
ア
主
義
の
意
義
に

つ
い
て
、
こ
こ
で
敢
え
て
推
論
を
加
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
内
部
の
人
女
が
、
自
ら
の
願
望
を
正
当

化
し
実
現
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
口
実
を
必
要
と
し
た
時
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
シ
ー
ア
主
義
が
そ
の
ひ
と
つ
の
有
効
な
手
段
と
な
っ
た
と
害
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
稿
に
お
け
る
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
及
び
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
ヘ
ラ
ー
ト
支
配
の
在
り
方
は
、
君
主
と
そ
れ
に

率
い
ら
れ
る
兵
士
達
、
つ
ま
り
「
ト
ル
コ
系
遊
牧
軍
事
集
団
」
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
の
ヘ
ラ
ー
ト
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支
配
は
、
サ
ド
ル
や
宮
廷
詩
人
に
よ
る
収
奪
に
よ
っ
て
、
更
に
そ
の
特
色
を
陽
ら
か
に
し
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
場
合
も
、
サ
ー
3
ル
や
ワ
ズ
ィ

ー
ル
の
意
図
と
権
限
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
ヘ
ラ
ー
ト
住
民
内
部
に
目
を
向
け
る
と
、
政
権
交
代
時
に
支
配
集
団
に
対
す
る

住
民
全
体
の
立
場
を
決
定
し
得
た
の
は
、
ご
く
一
握
り
の
有
力
者
達
で
あ
る
。
こ
う
い
つ
た
、
定
住
民
社
会
の
出
身
で
宮
廷
内
に
地
位
を
確
立

し
て
い
た
文
官
達
や
、
地
域
社
会
の
有
力
者
達
の
、
経
歴
や
動
向
が
他
の
主
要
諸
都
市
の
事
例
の
中
で
も
提
示
さ
れ
、
「
ト
ル
コ
系
遊
牧
軍
事

集
団
」
の
動
き
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
一
六
世
紀
初
頭
の
菓
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
変
動
を
正
し
く
理
解
で
き
る
だ
け

で
な
く
、
シ
ャ
イ
バ
ー
ン
朝
と
サ
ブ
ー
ノ
ヴ
ィ
三
朝
の
、
王
朝
史
の
起
点
を
も
、
よ
り
明
確
に
示
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
試

み
は
、
あ
ま
り
に
も
不
明
な
点
の
多
い
シ
ャ
イ
バ
…
ン
朝
創
設
期
の
マ
ー
・
ワ
ラ
ー
ン
・
ナ
フ
ル
に
お
い
て
、
急
務
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
単
大
学
院
生
　
京
都
衛
左
京
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Herat　in　the　Early　Sixteenth　Century

　　Under　the　Reign　of　Two　Rising　Dynasties

by

Kazuyuki　Kubo

　　In　the　early　sixteenth　century，　the　Shayb2nid　dynasty　and　the　＄afawid

dynasty　in　turn　governed　one　of　the　blggest　cities　in　the　Eastern　lslamic

World，　Herat．　lt　is　thought　that　both　dynasties　had　a　similar　organization

at　the　beginning．　But　an　ana！ysis　of　two　questions：　how　each　dynasty

began　to　control　Herat，　and　how　Herat’s　main　notables　coped　with　each，

shows　that　there　was　much　difference　between　the　two．　The　Shaybanid

d．　ynasty　devoted　itself　to　increasing　its　wealth，　and　so，　oppressed　Herat’s

population．　On　the　other　hand，　the　＄afawid　dynasty　caused　religious

problems，　and　had　important　effects　on　the　status　and　behavior　of　the

main　notables　in　Kerat．　But　it　had　no　unified　policy　toward　them．

The　common　feature　of　both　dynasties　was　that　lranian　oflicials　within

the　court　played　an　important　role．

（187）




